
参考資料  

堺      市 

 
 

 

 

         

令和 7 年第 4 回市議会（定例会） 

議案（条例関係） 新旧対照表 

（付議案件綴及び同説明資料綴 その 5） 



      



 

目       次 

 

                                                                                         頁 

（付議案件綴及び同説明資料綴 その5） 

議案第 118 号   堺市職員等の旅費に関する条例 ··································································· 1 

議案第 119 号   堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 ···················· 29 

議案第 120 号   堺市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 ·········································· 33 

議案第 121 号    堺市職員の給与に関する条例及び堺市一般職の任期付職員の 

採用等に関する条例の一部を改正する条例 ························································ 35 

議案第 122 号   堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 ································· 107 

 

 

 

 

 



 

 

 



- 1 - 

＜議案第１１８号 堺市職員等の旅費に関する条例＞ 

堺市職員等の旅費に関する条例（平成６年条例第４号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

堺市職員等の旅費に関する条例 堺市職員等の旅費に関する条例 

第１章 総則  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、職員及び職員以外の者が公務のため旅行を命ぜら

れた場合等の旅費について必要な事項を定める。 

第１条 この条例は、職員及び職員以外の者が公務のため旅行を命ぜら

れた場合等の旅費について必要な事項を定める。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

(1) 職員 本市の一般職の職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員及

び教育委員会の所管に属する学校（幼稚園を含む。）に勤務する職

員のうち堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（平成２８年

条例第４９号）第２条第１項に規定する職員を除く。）及び特別職

の職員（堺市職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第６号）第

３２条第１号から第５号までに掲げる者に限る。）をいう。 

(1) 職員 本市の一般職の職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員及

び教育委員会の所管に属する学校（幼稚園を含む。）に勤務する職

員のうち堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（平成２８年

条例第４９号）第２条第１項に規定する職員を除く。）及び特別職

の職員（堺市職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第６号）第

３２条第１号から第５号までに掲げる者に限る。）をいい、その分

類は次のとおりとする。 

ア １等職員 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員 

イ ２等職員 その他の職員 
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(2) 扶養親族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び

兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものを

いう。 

(2) 内国旅行 本邦（本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属す

る島の存する領域をいう。以下同じ。）における旅行をいう。 

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに

職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。 

(3) 外国旅行 本邦と外国（本邦以外の領域（公海を含む。）をい

う。以下同じ。）との間における旅行及び外国における旅行をい

う。 

(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は

職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行する

ことをいう。 

(4) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者（届出をしていないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、子、父

母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、

外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするも

のをいう。 

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若

しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその

転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをい

う。ただし、同一都道府県の区域内におけるものを除く。 

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに

職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。 

(6) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の本拠地と

なる地に旅行することをいう。ただし、同一都道府県の区域内にお

けるものを除く。 

(6) 出張 職員が公務のため一時その勤務地（任命権者又はその委任

を受けた者が認める場合には、その住所、居所その他任命権者又は

その委任を受けた者が認める場所）を離れて旅行し、又は職員以外

の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行すること

をいう。 

(7) 内国旅行 本邦（本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属す (7) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若
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る島の存する領域をいう。以下同じ。）における旅行をいう。 しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその

転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをい

う。ただし、規則で定める場合に限る。 

(8) 外国旅行 本邦と外国（本邦以外の領域（公海を含む。）をい

う。以下同じ。）との間における旅行及び外国における旅行をい

う。 

(8) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は

その遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。ただし、同

一都道府県の区域内におけるものを除く。 

 (9) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９

号）第６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則

で定める者（以下この号において「旅行業者等」という。）であっ

て、本市と旅行役務提供契約（旅行業者等が本市に対して旅行に係

る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、

かつ、本市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当す

る金額を支払うことを約する契約をいう。次条第８項において同

じ。）を締結したものをいう。 

２ この条例において「何々地」という場合には、市、町又は村の区域

（都の特別区の区域にあっては、特別区の存する全地域）をいうもの

とする。 

 

（旅費の支給） （旅費の支給） 

第３条 職員が出張し、又は赴任する場合（採用に伴う赴任にあって

は、任命権者が特に旅費を支給し、又は交通機関の乗車券等を交付す

る必要があると認める場合に限る。）には、当該職員に対し、旅費を

支給し、又は交通機関の乗車券等を交付する。この場合において、乗

第３条 職員が出張し、又は赴任する場合には、当該職員に対し、旅費

を支給する。 
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車券等を交付したときは、当該職員に対して旅費を支給したものとみ

なす。 

２ 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該

各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。ただし、第３号に規定する

帰住にあっては、任命権者が特に旅費を支給する必要があると認める

ものに限る。 

２ 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに

該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 

(1) 職員が出張又は赴任（赴任については、旅費が支給されるものに

限る。次号において同じ。）のための旅行中に退職、免職、失職又

は休職（以下「退職等」という。）となった場合（当該退職等に伴

う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該職員 

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職（罷免を含

む。）、失職又は休職（以下「退職等」という。）となった場合

（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該

職員 

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職

員の遺族 

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当

該職員の遺族 

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその

死亡の日の翌日から３月以内にその居住地を出発して帰住する場合

には、当該遺族 

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその

死亡の日の翌日から３月以内にその居住地を出発して帰住するとき

には、当該遺族 

 (4) 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本

邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等と

なった場合（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）

には、当該職員 

 (5) 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任の

ための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族 

 (6) 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある



- 5 - 

遺族（配偶者及び子に限る。）がその死亡の日の翌日から３月以内

にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族 

 (7) 外国在勤の職員の配偶者又は子が、当該職員の在勤地において死

亡し、又は第１７条第１項第２号ア、イ又はエに規定する外国旅行

中に死亡した場合には、当該職員 

３ 職員が前項第１号の規定に該当する場合において、地方公務員法第

１６条第１号、第２号若しくは第４号若しくは同法第２９条第１項各

号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合に

は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。 

３ 職員が前項第１号又は第４号の規定に該当する場合において、地方

公務員法第１６条第１号、第２号若しくは第４号若しくは同法第２９

条第１項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等と

なった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は

支給しない。 

４ 職員又は職員以外の者が、本市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を

補助するため、講師、通訳等として旅行した場合には、その者に対

し、旅費を支給することができる。 

４ 職員又は職員以外の者が、本市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を

補助するため、講師、通訳等として旅行した場合には、その者に対

し、旅費を支給することができる。 

５ 第１項、第２項又は前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又

は他の条例に特別の定めがある場合その他旅費を支弁して旅行させる

必要がある場合には、旅費を支給する。 

５ 第１項、第２項又は前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又

は他の条例に特別の定めがある場合その他旅費を支弁して旅行させる

必要がある場合には、旅費を支給する。 

６ 第１項、第２項、第４項又は前項の規定により旅費の支給を受ける

ことができる者（その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受け

ることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において

同じ。）が、旅行命令若しくは旅行依頼を変更（取消しを含む。）さ

れ、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額が

あるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定め

６ 第１項、第２項又は前２項の規定により旅費の支給を受けることが

できる者が、次条第３項の規定により旅行命令等の変更（取消しを含

む。同項及び同条第４項並びに第５条において同じ。）を受け、又は

死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出

した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則

で定めるものを旅費として支給することができる。 
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るものを旅費として支給することができる。 

７ 第１項、第２項、第４項又は第５項の規定により旅費の支給を受け

ることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他任命権者

が市長と協議して定める事情により、この条例の規定により支給を受

けた旅費額（旅費の支給を受けなかった場合には、支給を受けること

ができた旅費額に相当する金額）の全部又は一部を喪失した場合に

は、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支

給することができる。 

７ 第１項、第２項、第４項又は第５項の規定により旅費の支給を受け

ることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により、こ

の条例の規定により支給を受けた旅費額（旅費の支給を受けなかった

場合には、支給を受けることができた旅費額に相当する金額）の全部

又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で

定める金額を旅費として支給することができる。 

 ８ 第１項、第２項及び第４項から第６項までに規定する場合におい

て、本市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金

額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代え

て、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとし

て支払うことができる。 

 （旅行命令等） 

 第４条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行

命令権者（任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う

者をいう。以下同じ。）の発する旅行命令又は旅行依頼（以下「旅行

命令等」という。）によって行われなければならない。 

 (1) 前条第１項の規定に該当する旅行 旅行命令 

 (2) 前条第４項の規定に該当する旅行 旅行依頼 

 ２ 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっ

ては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅
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費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができ

る。 

 ３ 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると

認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第１項

若しくは第２項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をする

ことができる。 

 ４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、規

則で定める方法により行わなければならない。 

 （旅行命令等に従わない旅行） 

 第５条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によ

り旅行命令等（前条第３項の規定により変更を受けた旅行命令等を含

む。以下この条において同じ。）に従って旅行することができない場

合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなけ

ればならない。 

 ２ 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとま

がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速

やかに旅行命令権者に当該申請をしなければならない。 

 ３ 旅行者が、前２項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又

は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令

等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った

限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。 

（旅費の種類） （旅費の計算） 
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第４条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、

食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当

とする。 

第６条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次条か

ら第１９条までに規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常

の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務

上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の

経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方

法によって計算する。 

２ 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給す

る。 

 

３ 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給す

る。 

 

４ 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給す

る。 

 

５ 車賃は、陸路（鉄道を除く。）旅行について、路程に応じ旅客運賃

等又は１キロメートル当たりの定額により支給する。 

 

６ 日当は、旅行中の日数に応じ１日当たりの定額により支給する。  

７ 宿泊料は、旅行中の夜数に応じて、定額又は実際に要した経費に基

づき支給する。 

 

８ 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ１夜当たりの定額

により支給する。 

 

９ 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ

定額により支給する。 

 

１０ 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額によ  



- 9 - 

り支給する。 

１１ 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給す

る。 

 

１２ 旅行雑費は、外国への出張又は長期研修等に伴う雑費について支

給する。 

 

１３ 死亡手当は、職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合につ

いて、定額等により支給する。 

 

（旅費の計算） （旅費の種目） 

第５条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、最も経済的な通常の経路及

び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の

必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路

又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法

によって計算する。 

第７条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊

費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航

雑費及び死亡手当とする。 

（旅行日数）  

第６条 旅費計算上の旅行日数は、公務遂行上旅行のために現に要した

日数（天災その他やむを得ない事情により要した日数を含む。）によ

る。 

 

（職員以外の者の旅費） 

第７条 第３条第４項又は第５項の規定により支給する旅費で職員以外

の者に対し支給するものについては、前３条の規定にかかわらず、任

命権者が市長と協議して定める。ただし、法令又は他の条例に特別の

定めがある場合は、この限りでない。 
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第２章 内国旅行の旅費  

（鉄道賃） （鉄道賃） 

第８条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃（以下この条にお

いて「運賃」という。）、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定

料金による。 

第８条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２

条第１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０

年法律第７６号）第１条第１項に規定する軌道、外国におけるこれら

に相当するものその他規則で定めるものをいう。第１１条において同

じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用

（第２号から第６号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加え

て別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限

る。）の額の合計額とする。 

(1) 乗車に要する運賃 (1) 運賃 

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運

賃のほか、その乗車に要する急行料金 

(2) 急行料金 

(3) 別表中１等の区分の職にある者が特別車両料金を徴する客車を運

行する線路による旅行をする場合には、第１号に規定する運賃及び

前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金 

(3) 寝台料金 

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合に

は、第１号に規定する運賃、第２号に規定する急行料金及び前号に

規定する特別車両料金のほか、座席指定料金 

(4) 座席指定料金 

 (5) 特別車両料金（１等職員に限る。） 

 (6) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第２号に規定する急行料金は、特別急行列車（特別急行列車の ２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、１等職員又は２等職員の別
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ない場合は、普通急行列車）を運行する線路による旅行で片道１００

キロメートル以上のものに限り、支給する。 

に応じて規則で定める額とする。 

３ 第１項第３号に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客

車を運行する線路による旅行で片道１００キロメートル以上のものに

限り、支給する。 

 

４ 第１項第４号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する

線路による旅行で片道１００キロメートル以上のものに限り、支給す

る。 

 

（船賃） （船賃） 

第９条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃（はしけ賃及び桟橋

賃を含む。以下この条において「運賃」という。）、寝台料金及び特

別船室料金による。 

第９条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２

条第２項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこ

れに相当するものその他規則で定めるものをいう。第１１条において

同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費

用（第２号から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加

えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限

る。）の額の合計額とする。 

(1) 運賃の等級を３階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級

の運賃 

(1) 運賃 

(2) 運賃の等級を２階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級

の運賃 

(2) 寝台料金 

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要

する運賃 

(3) 座席指定料金 



- 12 - 

 

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前３号

に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金 

(4) 特別船室料金（１等職員に限る。） 

(5) 別表中１等の区分の職にある者が第３号の規定に該当する船舶で

特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合に

は、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金 

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号又は第２号の規定に該当する場合において、同一階級の

運賃を更に２以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の

運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、１等職員又は２等職員の別

に応じて規則で定める額とする。 

（航空賃） （航空賃） 

第１０条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。 第１０条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第

２条第１８項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国にお

けるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次条におい

て同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる

費用（第２号及び第３号に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加え

て別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限

る。）の額の合計額とする。 

 (1) 運賃 

 (2) 座席指定料金 

 (3) 前２号に掲げる費用に付随する費用 

 ２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、１等職員又は２等職員の別

に応じて規則で定める額とする。 

（車賃） （その他の交通費） 



- 13 - 

第１１条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃、急行料金及び指定料金

による。ただし、公務上特に必要があると認められる場合として規則

で定める場合に限り、１キロメートルにつき３７円とする。 

第１１条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移

動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号

までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。）の額

の合計額とする。 

 (1) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに規定

する一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自

動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用に供する自動

車（外国におけるこれに相当するものを含む。）を利用する移動に

要する運賃 

 (2) 道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事

業の用に供する自動車（外国におけるこれに相当するものを含

む。）その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を

除く。）を利用する移動に要する運賃 

 (3) 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条第

１項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車（外国に

おけるこれに相当するものを含む。）の賃料その他の移動に直接要

する費用 

 (4) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

 (5) 公務のため特に必要がある場合として規則で定める場合におい

て、市長が定める自家用自動車等を利用する移動に要する費用 

２ 前項ただし書の規定による車賃は、全路程を通算して計算する。こ

の場合において、通算した路程に１キロメートル未満の端数が生じた

２ 前項第５号の規定によるその他の交通費は、全路程を通算して計算

し、その額は、移動した距離１キロメートルにつき３７円とする。こ
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ときは、これを切り捨てる。 の場合において、通算した路程に１キロメートル未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てる。 

（日当）  

第１２条 日当の額は、別表の定額による。ただし、宿泊を要しない旅

行については、規則で定める。 

 

（宿泊料） （宿泊費） 

第１３条 宿泊料の額は、別表に定める額の範囲内で現に宿泊に要した

額（第３条第４項の規定により旅費の支給を受ける者については、同

表に定める額）とする。ただし、旅行目的を達成するため必要がある

と任命権者が認めるときは、別表に定める額を超えて宿泊料を支給す

ることができる。 

第１２条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家

公務員の例に準じて規則で定める額（次条において「宿泊費基準額」

という。）とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合と

して規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

２ 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天

災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合

に限り、支給する。 

 

（食卓料）  

第１４条 食卓料の額は、規則で定める。  

２ 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は

船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給す

る。 

 

 （包括宿泊費） 

 第１３条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払

われる費用とし、その額は、第８条から第１０条まで及び第１１条第



- 15 - 

１項第１号から第４号までの規定による交通費の額（第１７条第１項

において「交通費」という。）並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の

合計とする。 

 （宿泊手当） 

 第１４条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための

費用とし、その額は、国家公務員の例に準じて規則で定める１夜当た

りの定額とする。 

（移転料、着後手当及び扶養親族移転料） （転居費） 

第１５条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額は、規則で定め

る。 

第１５条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第１７条第１項第

１号ア若しくはイ又は同項第２号ア若しくはイに規定する場合の家族

の転居に要する費用を含む。）とし、その額は、国家公務員の例に準

じて規則で定める方法により算定される額とする。 

 （着後滞在費） 

 第１６条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用と

し、その額は、内国旅行にあっては５夜分を、外国旅行にあっては１

０夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の

合計額に相当する額とする。 

 （家族移転費） 

 第１７条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、そ

の額は、次に掲げる額とする。 

 (1) 内国旅行にあっては、次に掲げる額 

 ア 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に
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限る。以下このア及びイ並びに次号アからウまでにおいて同

じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、家族１人ごとに、

職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括

宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額 

 イ  アに規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌

日から１年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するま

での間に更に職員が転居をした場合には、当該転居後における職

員の新居住地）に移転する場合には、アの規定に準じて算定した

額 

 (2) 外国旅行にあっては、次に掲げる額 

 ア 赴任の際任命権者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転

する場合には、家族１人ごとに、職員がその移転をするものとし

て算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費

及び渡航雑費の合計額に相当する額 

 イ アに規定する場合に該当せず、かつ、赴任後任命権者の許可を

受け、赴任を命ぜられた日の翌日から１年以内に家族を職員の居

住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に職員が転居をした場

合には、当該転居後における職員の新居住地）に移転する場合に

は、アの規定に準じて算定した額 

 ウ アに規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後任

命権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から１年以内に

家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に
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移転する場合には、前号アの規定に準じて算定した額 

 エ 外国に赴任後任命権者の許可を受け、家族（ア又はイに規定す

る許可を受け移転した者であって同居しているものに限る。）を

本邦に移転する場合には、アの規定に準じて算定した額 

 ２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情が

ある場合には、前項第１号イ又は第２号イ若しくはウに規定する期間

を延長することができる。 

（旅行雑費） （渡航雑費） 

第１６条 旅行雑費の額は、任命権者が市長と協議して定める。 第１８条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接

種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並

びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の

額とする。 

（日額旅費及び月額旅費）  

第１７条 職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行

のうち、当該旅行の性質上日額又は月額により旅費を支給することが

適当であると認められるものについては、第４条第１項に規定する旅

費に代えて、定額により日額旅費又は月額旅費を支給する。 

 

２ 日額旅費及び月額旅費を受ける職員の範囲、額、支給条件及び支給

方法は、任命権者が市長と協議して定める。ただし、その額は、当該

日額旅費又は月額旅費の性質に応じ、第４条第１項に規定する旅費の

額についてこの条例で定める基準を超えることができない。 

 

（大阪府内への旅行の旅費）  
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第１８条 大阪府内（勤務地内における旅行を含む。）への旅行につい

て、交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃、

船賃及び車賃に限り、支給する。ただし、公務上の必要又は天災その

他やむを得ない事情により宿泊を要する場合は、これらの額に加え

て、別表に定める日当及び第１３条第１項に規定する宿泊料の額を支

給する。 

 

（勤務地以外の同一地域内旅行の旅費）  

第１９条 勤務地以外の同一地域（第２条第２項に規定する地域区分に

よる地域をいう。次条において同じ。）内における旅行については、

鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災

その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要

する場合には、規則で定める旅費を支給する。 

 

（同一地域に滞在する場合の旅費）  

第２０条 第４条第６項及び第７項の規定にかかわらず、旅行者が同一

地域に滞在する場合における日当及び宿泊料については、第１２条及

び第１３条に定める額の範囲内で規則で定める額による。 

 

 （死亡手当） 

 第１９条 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における

死亡（第３条第２項第５号又は第７号に規定する場合に限る。）に伴

う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国家公務員の例に準じ

て規則で定める定額とする。 

（退職者等の旅費） （退職者等の旅費） 
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第２１条 第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、次の各号

に規定する旅費とする。 

第２０条 第３条第２項第１号又は第４号の規定により支給する旅費

は、退職等の日の翌日から３月以内における当該退職等に伴う旅行又

は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるも

のとする。 

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費  

ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又

はその原因となった事実の発生を知った日（以下この条において

「退職等を知った日」という。）にいた地までの前職務相当の旅

費 

 

イ 退職等を知った日の翌日から７日以内に出発して当該退職等に

伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を

知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費 

 

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、か

つ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅

費 

 

 ２ 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するとき

は、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及

び家族移転費に相当するものを加えるものとする。 

 ３ 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第１項

に規定する期間を延長することができる。 

（遺族の旅費） （遺族等の旅費） 

第２２条 第３条第２項第２号の規定により支給する旅費は、次の各号 第２１条 第３条第２項第２号、第３号又は第５号から第７号までの規
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に規定する旅費とする。 定により支給する旅費（死亡手当に係るものを除く。）は、出張又は

赴任の例に準じて規則で定めるものとする。 

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往

復に要する前職務相当の旅費 

 

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死

亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費 

 

２ 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第２条第１項第

３号に掲げる順序によるものとし、同順位者がある場合には、年長者

を先にする。 

 

３ 第３条第２項第３号の規定により支給する旅費は、規則で定める。  

第３章 外国旅行の旅費  

（外国旅行の旅費）  

第２３条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例に準じて規則で

定める。 

 

第４章 雑則  

 （旅費の支給額の上限） 

 第２２条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のう

ちこれらに相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第８条第

１項各号、第９条第１項各号、第１０条第１項各号及び第１１条第１

項第１号から第４号までに掲げる各費用について、当該各条及び第６

条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ご

とのいずれか少ない額を合計した額とする。 
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 ２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部

分を除く。）、家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）及び

渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第６条、第１２

条、第１３条、第１５条、第１６条、第１７条第１項及び第１８条の

規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとの

いずれか少ない額を合計した額とする。 

 （職員以外の者の旅費） 

 第２３条 第３条第４項又は第５項の規定により支給する旅費で職員以

外の者に対し支給するものについては、第６条及び第７条の規定にか

かわらず、市長が定めるものとする。ただし、法令又は他の条例に特

別の定めがある場合は、この限りでない。 

 （旅費の請求手続） 

 第２４条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする

旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算の結果

不足額の支給を受けようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払

を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書及び必要な書類を

当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者（以下「支出担当者

等」という。）に提出しなければならない。この場合において、必要

な書類の全部又は一部を提出しなかったときは、その請求に係る旅費

又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その

旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支

給又は支払を受けることができない。 
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 ２ 職員以外の者が第３条第４項又は第５項の規定により旅費（概算払

に係る旅費を除く。）の支給を受ける場合の旅行その他市長が特に認

める旅行については、前項の請求書の提出を省略することができる。 

 ３ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した

後、所定の期間内に、当該旅行について第１項の規定による旅費の精

算をしなければならない。 

 ４ 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合

には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。 

 ５ 第１項に規定する請求書及び必要な書類並びに前２項に規定する期

間その他の必要な事項は、市長が定める。 

（旅費の調整） （旅費の調整） 

第２４条 任命権者は、旅行者が当該旅行における特別の事情により又

は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には

不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給する

こととなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費

又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。 

第２５条 旅行命令権者は、旅行者が本市以外の者から旅費の支給を受

ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この

条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた

旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において

は、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部

分の旅費を支給しないことができる。 

２ 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行するこ

とが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難で

ある場合には、別に旅費を支給することができる。 

２ 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行す

ることが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困

難である場合には、別に旅費を支給することができる。 

（旅費の特例） （旅費の特例） 

第２５条 任命権者は、職員について労働基準法（昭和２２年法律第４ 第２６条 任命権者は、職員について労働基準法（昭和２２年法律第４
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９号）第１５条第３項又は第６４条の規定に該当する事由がある場合

において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこ

の条例の規定により支給する旅費が労働基準法第１５条第３項若しく

は第６４条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職

員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又は

その満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。 

９号）第１５条第３項又は第６４条の規定に該当する事由がある場合

において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこ

の条例の規定により支給する旅費が同法第１５条第３項若しくは第６

４条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対

し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満

たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。 

２ 風水害その他非常災害を原因とする規則で定めるやむを得ない事由

により、職員（堺市職員の給与に関する条例第１７条第２項に規定す

る通勤をすることが著しく困難であると認められる職員以外の職員で

あって、交通機関又は有料の道路を利用せず、かつ、自転車、原動機

付自転車、自動車その他原動機付の交通用具を使用しないで徒歩によ

り通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であ

るものを除く。）が、常例として通勤している経路と異なる経路で旅

行したときは、規則で定めるところにより、当該職員に対し、旅費を

支給することができる。 

２ 風水害その他非常災害を原因とする規則で定めるやむを得ない事由

により、職員（堺市職員の給与に関する条例第１７条第２項に規定す

る通勤をすることが著しく困難であると認められる職員以外の職員で

あって、交通機関又は有料の道路を利用せず、かつ、自転車、原動機

付自転車、自動車その他原動機付の交通用具を使用しないで徒歩によ

り通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であ

るものを除く。）が、常例として通勤している経路と異なる経路で旅

行したときは、規則で定めるところにより、当該職員に対し、旅費を

支給することができる。 

 （旅費の返納） 

 第２７条 支出担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又は

これに基づく規則その他の規程に違反して旅費の支給又は旅費に相当

する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させ

なければならない。 

 ２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反して旅

費の支給を受けた場合には、支出担当者等は、前項に規定する返納に
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代えて、支出担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支

払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くこと

ができる。 

 ３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。 

（委任） （委任） 

第２６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 第２８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、平成６年４月１日から施行する。 １ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行

については、なお従前の例による。 

２ この条例による改正後の堺市職員等の旅費に関する条例（以下「新

条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行及び新条例第

３条第５項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、

施行日前に任命権者又はその委任を受けた者が旅行命令又は旅行依頼

を発した旅行及び改正前の堺市職員等の旅費に関する条例（以下「旧

条例」という。）第３条第５項の規定により旅費の支給を決定した旅

行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に任命権者又

はその委任を受けた者が旅行命令又は旅行依頼を発し、かつ、施行日

以後に旅行命令権者が新条例第４条第３項の規定により当該旅行命令

又は当該旅行依頼を変更する旅行については、新条例の規定は、当該

旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当
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該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従

前の例による。 

（堺市高石市消防組合の解散及び堺市消防局の設置に伴う経過措置）  

３ 平成２０年１０月１日前に旧堺市高石市消防組合職員等の旅費に関

する条例（平成６年堺市高石市消防組合条例第４号。次項において

「旧組合条例」という。）の規定により支給すべき事由が生じた旅費

で未支給のものについては、同条例の例により本市において支給す

る。 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日に赴任する者の当該赴任に係る旅

費の支給については、なお従前の例による。 

４ 平成２０年１０月１日前に旧組合条例の規定により支給された旅費

については、この条例の相当規定により支給された旅費とみなす。 

４ 新条例第３条第２項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又

は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は

死亡した場合については、なお従前の例による。 

 ５ 新条例第３条第６項及び第７項の規定は、これらの項に規定する者

が同条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により旅費の支給を

受けることができる場合について適用し、旧条例第３条第１項、第２

項、第４項及び第５項の規定により旅費の支給を受けることができる

場合については、なお従前の例による。 

 ６ 新条例第２７条の規定は、新条例又はこれに基づく規則その他の規

程に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。 

別表  

区分 １等 ２等 

市長、副市長、教

育長及び常勤の監

その他の職員 
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査委員 

日当（１日につき） ３，２００円 ２，６００円

宿泊料（１夜につき） １６，５００円 １３，１００円
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堺市議会議員の議員報酬等に関する条例（昭和３１年条例第１３号）新旧対照表（附則第７項関係） 

現行 改正後（案） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第５条 議会議員が職務のため旅行するときの費用弁償の額及び支給方

法については、堺市職員等の旅費に関する条例（平成６年条例第４号）

別表中１等の区分の職にある者の例による。 

第５条 議会議員が職務のため旅行するときの費用弁償の額及び支給方

法については、堺市職員等の旅費に関する条例（令和７年条例第  

号）第２条第１号アの１等職員の例による。 

２ （略） ２ （略） 
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外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年条例第２０号）新旧対照表（附則第８項関係） 

現行 改正後（案） 

（一般の派遣職員に対する旅費の支給） （一般の派遣職員に対する旅費の支給） 

第７条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、堺

市職員等の旅費に関する条例（平成６年条例第４号）（堺市立学校職

員の給与及び旅費に関する条例第３３条第１項において読み替えて準

用する場合を含む。）に定める赴任の例に準じ旅費を支給することが

できる。 

第７条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、堺

市職員等の旅費に関する条例（令和７年条例第  号）（堺市立学校

職員の給与及び旅費に関する条例第３３条第１項において読み替えて

準用する場合を含む。）に定める赴任の例に準じ旅費を支給すること

ができる。 
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＜議案第１１９号 堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例＞ 

堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年条例第３６号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第４条 非常勤職員が職務のため旅行するときの費用弁償の額及び支給

方法については、堺市職員等の旅費に関する条例（平成６年条例第４

号）別表中１等の区分の職にある者の例による。ただし、別表に掲げ

る非常勤職員のうち、参与、医師及び歯科医師並びに調査員、嘱託員

及びこれらの者に準ずる者（以下「参与等」という。）については、

同条例別表中２等の区分の職にある者の例による。 

第４条 非常勤職員が職務のため旅行するときの費用弁償の額及び支給

方法については、堺市職員等の旅費に関する条例（令和７年条例第  

号）第２条第１号アの１等職員の例による。ただし、別表に掲げる非

常勤職員のうち、参与、医師及び歯科医師並びに調査員、嘱託員及び

これらの者に準ずるものについては、同号イの２等職員の例による。 

２ 参与等のうち、報酬が月額で定められているものについては、規則

で定めるところにより、通勤に要する費用を費用弁償として支給する

ことができる。 

（削る） 

３ 第１項に定めるもののほか、風水害その他非常災害を原因とする規

則で定めるやむを得ない事由により、非常勤職員（規則で定めるもの

を除く。）が、常例として通勤している経路と異なる経路で旅行した

ときは、規則で定めるところにより、当該非常勤職員に対し、その旅

行に要した費用を費用弁償として支給することができる。 

（削る） 

４ 前３項に定めるもののほか、非常勤職員が職務を行うために要した費

用は、規則で定めるところにより、これを弁償することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、非常勤職員が職務を行うために要した費用

は、規則で定めるところにより、これを弁償することができる。 
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堺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成２０年条例第３２号）新旧対照表（附則第２項関係） 

現行 改正後（案） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第１１条 団員が災害、警戒、訓練等に係る職務に従事する場合におい

て要した交通費等の費用については、堺市特別職の非常勤の職員の報

酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年条例第３６号）第４条第４

項の規定による費用弁償の例により、これを弁償することができる。 

第１１条 団員が災害、警戒、訓練等に係る職務に従事する場合におい

て要した交通費等の費用については、堺市特別職の非常勤の職員の報

酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年条例第３６号）第４条第２

項の規定による費用弁償の例により、これを弁償することができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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堺市消防局災害活動支援隊条例（平成２６年条例第６０号）新旧対照表（附則第３項関係） 

現行 改正後（案） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第８条 支援隊長等が第２条の任務又はこれに係る訓練等に従事する場

合において要した交通費等の費用については、堺市特別職の非常勤の

職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年条例第３６号）第

４条第４項の規定による費用弁償の例により、これを弁償することが

できる。 

第８条 支援隊長等が第２条の任務又はこれに係る訓練等に従事する場

合において要した交通費等の費用については、堺市特別職の非常勤の

職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年条例第３６号）第

４条第２項の規定による費用弁償の例により、これを弁償することが

できる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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＜議案第１２０号 堺市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例＞ 

堺市証人等の実費弁償に関する条例（平成１７年条例第３７号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（実費弁償） （実費弁償） 

第２条 次の各号に掲げる証人等に対し、実費弁償として旅費を支給す

る。ただし、本市から給料又は報酬の支給を受ける者で、職務の関係

で証人等となったものには、支給しない。 

第２条 次の各号に掲げる証人等に対し、実費弁償として旅費を支給す

る。ただし、本市から給料又は報酬の支給を受ける者で、職務の関係

で証人等となったものには、支給しない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４３３条第３項の規定

により固定資産評価審査委員会が出席及び証言を求めた者 

(5) 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４３３条第７項の規定

により固定資産評価審査委員会が出席及び証言を求めた者 

(6) （略） (6) （略） 

２ 前項の旅費の支給方法については、堺市職員等の旅費に関する条例

（平成６年条例第４号）に規定する職員の例によるものとし、旅費の

額は、同条例別表中１等の区分の職にある者の例により算出した額

（宿泊料にあっては同表中１等の額と、日当にあっては、旅行の距離

及び手段にかかわらず、同表中１等の額とする。）とする。 

２ 前項の旅費の額及び支給方法については、堺市職員等の旅費に関す

る条例（令和７年条例第  号）第２条第１号アの１等職員の例によ

る。 

３ （略） ３ （略） 
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＜議案第１２１号 堺市職員の給与に関する条例及び堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例＞ 

堺市職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第６号）新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正後（案） 

（給料支給の始期及び終期） （給料支給の始期及び終期） 

第９条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、

減給等により給料額に異動を生じた者には、その当日から新たに定め

られた給料を支給する。 

第９条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、

降給等により給料額に異動を生じた者には、その当日から新たに定め

られた給料を支給する。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（初任給調整手当） （初任給調整手当） 

第１５条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号

に定める額を超えない範囲内において規則で定める額を初任給調整手

当として支給する。 

第１５条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号

に定める額を超えない範囲内において規則で定める額を初任給調整手

当として支給する。 

(1) 医療に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補

充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額３１０，

０００円 

(1) 医療に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補

充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額３１０，

８００円 

(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の

補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額３６，

０００円 

(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の

補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額３７，

１００円 

２ （略） ２ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 
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２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５を乗じて得た

額（別表第１行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級

以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその

職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員とし

て当該各給料表につき規則で定めるもの（以下これらを「管理職員」

という。）にあっては１００分の１０５を乗じて得た額）に、基準日

以前６か月以内の期間における次の各号に掲げる在職期間の区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、基準日前

１か月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、当該退職又は死亡の

際第１２条第３項、第４項又は第６項に規定する休職の期間中にあっ

た者については、本文の規定により算出した額に当該各項に定める割

合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて

得た額（別表第１行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が

６級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で

その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員

として当該各給料表につき規則で定めるもの（以下これらを「管理職

員」という。）にあっては１００分の１０７．５を乗じて得た額）

に、基準日以前６か月以内の期間における次の各号に掲げる在職期間

の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただ

し、基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、当該退

職又は死亡の際第１２条第３項、第４項又は第６項に規定する休職の

期間中にあった者については、本文の規定により算出した額に当該各

項に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用について

は、同項各号列記以外の部分中「１００分の１２５」とあるのは「１

００分の７０」と、「１００分の１０５」とあるのは「１００分の６

０」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用について

は、同項各号列記以外の部分中「１００分の１２７．５」とあるのは

「１００分の７２．５」と、「１００分の１０７．５」とあるのは

「１００分の６２．５」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

第２３条の２ （略） 第２３条の２ （略） 

第２３条の３ １・２ （略） 第２３条の３ １・２ （略） 

３ 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合におい

て、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、その

３ 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合におい

て、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、同項
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者の氏名及び同項の書面をいつでもその者に交付する旨を堺市役所前

の掲示場に掲示することをもって同項の規定による通知に代えること

ができる。この場合においては、掲示した日から起算して２週間を経

過した日に、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

の規定による通知を、通知すべき書類を特定するために必要な情報、

当該一時差止処分を受けるべき者の氏名及び任命権者がその書類を保

管し、いつでも当該一時差止処分を受けるべき者に交付する旨（以下

この項において「公示事項」という。）を規則で定める方法により不

特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項

が記載された書面を当該任命権者の事務所の掲示場に掲示し、又は公

示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの

閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うこと

ができる。この場合においては、当該措置を開始した日から起算して

２週間を経過したときに、当該通知が当該一時差止処分を受けるべき

者に到達したものとみなす。 

４～９ （略） ４～９ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に規則で定める基準に従って定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給す

る勤勉手当の総額は、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める総額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に規則で定める基準に従って定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給す

る勤勉手当の総額は、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める総額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職

し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及び

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職

し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及び
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これに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１

０５（管理職員にあっては１００分の１２５、堺市一般職の任期付

職員の採用等に関する条例（平成１６年条例第８号）第２条第１項

の規定により任期を定めて採用された職員にあっては１００分の８

７．５）を乗じて得た総額 

これに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１

０７．５（管理職員にあっては１００分の１２７．５、堺市一般職

の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年条例第８号）第２

条第１項の規定により任期を定めて採用された職員にあっては１０

０分の９０）を乗じて得た総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５０（管理職員に

あっては、１００分の６０）を乗じて得た総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５２．５（管理職

員にあっては、１００分の６２．５）を乗じて得た総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

行政職給料表 行政職給料表 

（単位 円） （単位 円） 

 職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

号給 給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

１ １６

４，５

００

２２

６，９

００

２６

０，２

００

２６

８，４

００

３２

７，８

００

３４

７，８

００

４４

０，９

００

４８

７，５

００

２ １６

５，９

００

２２

８，４

００

２６

１，９

００

２７

０，１

００

３２

９，７

００

３５

０，４

００

４４

３，６

００

４９

０，４

００

 職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

号給 給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

１ １７

０，５

００

２４

３，４

００ 

２７

１，４

００

２８

０，２

００

３４

０，２

００ 

３６

０，９

００

４５

４，１

００

５０

１，０

００ 

２ １７

２，４

００

２４

４，８

００ 

２７

３，１

００

２８

１，９

００

３４

２，１

００ 

３６

３，５

００

４５

６，７

００

５０

３，９

００ 
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３ １６

７，３

００

２２

９，９

００

２６

３，５

００

２７

１，９

００

３３

１，８

００

３５

３，０

００

４４

６，４

００

４９

３，３

００

４ １６

８，７

００

２３

１，４

００

２６

５，２

００

２７

３，７

００

３３

３，７

００

３５

５，７

００

４４

９，１

００

４９

６，０

００

５ １７

０，２

００

２３

２，８

００

２６

７，０

００

２７

５，５

００

３３

５，５

００

３５

８，３

００

４５

１，９

００

４９

８，８

００

６ １７

２，０

００

２３

４，３

００

２６

８，７

００

２７

７，３

００

３３

７，６

００

３６

０，７

００

４５

４，２

００

５０

１，６

００

７ １７

４，０

００

２３

５，８

００

２７

０，２

００

２７

９，１

００

３３

９，６

００

３６

３，３

００

４５

６，５

００

５０

４，５

００

８ １７

６，１

００

２３

７，３

００

２７

１，９

００

２８

０，９

００

３４

１，７

００

３６

６，０

００

４５

８，７

００

５０

７，４

００

９ １７

８，３

００

２３

８，８

００

２７

３，６

００

２８

２，６

００

３４

３，２

００

３６

８，５

００

４６

１，１

００

５１

０，２

００

１０ １８

０，７

２４

０，３

２７

４，８

２８

４，２

３４

５，１

３７

０，９

４６

３，３

５１

２，９

３ １７

４，３

００

２４

６，２

００ 

２７

４，７

００

２８

３，７

００

３４

４，２

００ 

３６

６，０

００

４５

９，４

００

５０

６，７

００ 

４ １７

６，２

００

２４

７，６

００ 

２７

６，４

００

２８

５，５

００

３４

６，１

００ 

３６

８，６

００

４６

２，０

００

５０

９，３

００ 

５ １７

８，２

００

２４

９，０

００ 

２７

８，３

００

２８

７，４

００

３４

７，９

００ 

３７

１，２

００

４６

４，７

００

５１

２，１

００ 

６ １８

１，８

００

２５

０，３

００ 

２８

０，０

００

２８

９，２

００

３５

０，０

００ 

３７

３，６

００

４６

６，９

００

５１

４，８

００ 

７ １８

５，３

００

２５

１，７

００ 

２８

１，５

００

２９

１，０

００

３５

２，０

００ 

３７

６，２

００

４６

９，１

００

５１

７，６

００ 

８ １８

８，８

００

２５

３，１

００ 

２８

３，２

００

２９

２，８

００

３５

４，１

００ 

３７

８，８

００

４７

１，２

００

５２

０，４

００ 

９ １９

２，４

００

２５

４，４

００ 

２８

５，０

００

２９

４，６

００

３５

５，６

００ 

３８

１，３

００

４７

３，５

００

５２

３，１

００ 

１０ １９

６，０

２５

５，７

２８

６，２

２９

６，２

３５

７，５

３８

３，６

４７

５，７

５２

５，７
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００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００

１１ １８

３，１

００

２４

１，８

００

２７

６，２

００

２８

６，０

００

３４

６，９

００

３７

３，３

００

４６

５，７

００

５１

５，７

００

１２ １８

５，５

００

２４

３，３

００

２７

７，６

００

２８

７，７

００

３４

８，９

００

３７

５，８

００

４６

７，９

００

５１

８，５

００

１３ １８

８，０

００

２４

４，８

００

２７

９，０

００

２８

９，５

００

３５

０，９

００

３７

８，２

００

４７

０，０

００

５２

１，２

００

１４ １９

０，２

００

２４

６，１

００

２８

０，３

００

２９

１，３

００

３５

２，６

００

３８

０，３

００

４７

２，４

００

５２

３，９

００

１５ １９

２，３

００

２４

７，４

００

２８

１，９

００

２９

３，２

００

３５

４，４

００

３８

２，６

００

４７

４，６

００

５２

６，７

００

１６ １９

４，３

００

２４

８，７

００

２８

３，４

００

２９

５，１

００

３５

６，１

００

３８

４，９

００

４７

７，０

００

５２

９，４

００

１７ １９

６，２

００

２５

０，１

００

２８

４，９

００

２９

７，０

００

３５

７，８

００

３８

７，３

００

４７

９，０

００

５３

２，１

００

１８ １９ ２５ ２８ ２９ ３５ ３８ ４８ ５３

００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ 

１１ １９

９，６

００

２５

７，０

００ 

２８

７，６

００

２９

８，０

００

３５

９，３

００ 

３８

６，０

００

４７

８，０

００

５２

８，４

００ 

１２ ２０

３，２

００

２５

８，３

００ 

２８

９，０

００

２９

９，７

００

３６

１，３

００ 

３８

８，５

００

４８

０，１

００

５３

１，１

００ 

１３ ２０

６，７

００

２５

９，７

００ 

２９

０，５

００

３０

１，６

００

３６

３，３

００ 

３９

０，８

００

４８

２，１

００

５３

３，７

００ 

１４ ２０

８，７

００

２６

０，９

００ 

２９

１，８

００

３０

３，４

００

３６

５，０

００ 

３９

２，９

００

４８

４，４

００

５３

６，３

００ 

１５ ２１

０，７

００

２６

２，０

００ 

２９

３，４

００

３０

５，３

００

３６

６，８

００ 

３９

５，１

００

４８

６，６

００

５３

９，０

００ 

１６ ２１

２，６

００

２６

３，１

００ 

２９

４，９

００

３０

７，２

００

３６

８，５

００ 

３９

７，３

００

４８

８，９

００

５４

１，６

００ 

１７ ２１

４，５

００

２６

４，３

００ 

２９

６，５

００

３０

９，２

００

３７

０，１

００ 

３９

９，６

００

４９

０，８

００

５４

４，２

００ 

１８ ２１ ２６ ２９ ３１ ３７ ４０ ４９ ５４
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８，１

００

１，７

００

６，３

００

８，５

００

９，３

００

９，５

００

０，９

００

５，０

００

１９ ２０

０，１

００

２５

３，２

００

２８

７，５

００

３０

０，１

００

３６

１，０

００

３９

１，７

００

４８

２，９

００

５３

７，９

００

２０ ２０

２，０

００

２５

４，７

００

２８

８，７

００

３０

１，６

００

３６

２，７

００

３９

４，１

００

４８

４，７

００

５４

０，９

００

２１ ２０

４，０

００

２５

６，１

００

２８

９，９

００

３０

３，１

００

３６

４，３

００

３９

６，３

００

４８

６，４

００

５４

３，８

００

２２ ２０

６，０

００

２５

７，４

００

２９

１，５

００

３０

４，９

００

３６

５，８

００

３９

８，３

００

４８

８，３

００

５４

６，１

００

２３ ２０

８，０

００

２５

８，９

００

２９

３，１

００

３０

６，７

００

３６

７，２

００

４０

０，３

００

４９

０，１

００

５４

８，６

００

２４ ２１

０，０

００

２６

０，３

００

２９

４，６

００

３０

８，７

００

３６

８，７

００

４０

２，３

００

４９

２，０

００

５５

１，１

００

２５ ２１

２，０

００

２６

１，９

００

２９

６，２

００

３１

０，４

００

３７

０，２

００

４０

４，２

００

４９

３，７

００

５５

３，５

００

６，４

００

５，５

００ 

７，９

００

０，７

００

１，６

００ 

１，８

００

２，６

００

７，０

００ 

１９ ２１

８，３

００

２６

６，７

００ 

２９

９，１

００

３１

２，３

００

３７

３，３

００ 

４０

４，０

００

４９

４，５

００

５４

９，８

００ 

２０ ２２

０，２

００

２６

７，９

００ 

３０

０，３

００

３１

３，８

００

３７

４，９

００ 

４０

６，３

００

４９

６，３

００

５５

２，７

００ 

２１ ２２

２，１

００

２６

９，１

００ 

３０

１，５

００

３１

５，３

００

３７

６，４

００ 

４０

８，４

００

４９

７，９

００

５５

５，４

００ 

２２ ２２

４，０

００

２７

０，３

００ 

３０

３，１

００

３１

７，１

００

３７

７，９

００ 

４１

０，４

００

４９

９，６

００

５５

７，６

００ 

２３ ２２

６，０

００

２７

１，５

００ 

３０

４，７

００

３１

８，９

００

３７

９，３

００ 

４１

２，４

００

５０

１，３

００

５６

０，０

００ 

２４ ２２

８，０

００

２７

２，６

００ 

３０

６，２

００

３２

０，９

００

３８

０，７

００ 

４１

４，４

００

５０

３，１

００

５６

２，３

００ 

２５ ２２

９，９

００

２７

３，８

００ 

３０

７，８

００

３２

２，６

００

３８

２，２

００ 

４１

６，２

００

５０

４，８

００

５６

４，７

００ 
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２６ ２１

４，０

００

２６

３，１

００

２９

７，８

００

３１

２，２

００

３７

１，６

００

４０

６，１

００

４９

５，６

００

５５

５，８

００

２７ ２１

６，０

００

２６

４，４

００

２９

９，４

００

３１

４，０

００

３７

３，１

００

４０

８，０

００

４９

７，５

００

５５

８，３

００

２８ ２１

８，０

００

２６

５，６

００

３０

１，０

００

３１

５，９

００

３７

４，５

００

４０

９，９

００

４９

９，４

００

５６

０，８

００

２９ ２２

０，０

００

２６

７，０

００

３０

２，５

００

３１

７，７

００

３７

５，７

００

４１

１，７

００

５０

１，１

００

５６

３，２

００

３０ ２２

１，６

００

２６

８，１

００

３０

４，１

００

３１

９，５

００

３７

７，２

００

４１

３，６

００

５０

２，６

００

５６

４，９

００

３１ ２２

２，８

００

２６

９，２

００

３０

５，７

００

３２

１，５

００

３７

８，７

００

４１

５，６

００

５０

４，３

００

５６

６，７

００

３２ ２２

４，１

００

２７

０，２

００

３０

７，２

００

３２

３，４

００

３８

０，１

００

４１

７，３

００

５０

５，８

００

５６

８，５

００

３３ ２２

５，５

２７

１，２

３０

８，６

３２

５，１

３８

１，５

４１

９，２

５０

７，３

５７

０，２

２６ ２３

１，８

００

２７

４，９

００ 

３０

９，４

００

３２

４，４

００

３８

３，６

００ 

４１

８，０

００

５０

６，７

００

５６

６，９

００ 

２７ ２３

３，７

００

２７

６，０

００ 

３１

１，０

００

３２

６，２

００

３８

５，１

００ 

４１

９，９

００

５０

８，５

００

５６

９，３

００ 

２８ ２３

５，６

００

２７

７，１

００ 

３１

２，６

００

３２

８，１

００

３８

６，５

００ 

４２

１，８

００

５１

０，３

００

５７

１，７

００ 

２９ ２３

７，６

００

２７

８，２

００ 

３１

４，０

００

３２

９，８

００

３８

７，７

００ 

４２

３，６

００

５１

１，９

００

５７

４，０

００ 

３０ ２３

９，０

００

２７

９，３

００ 

３１

５，６

００

３３

１，６

００

３８

９，２

００ 

４２

５，５

００

５１

３，４

００

５７

５，６

００ 

３１ ２４

０，１

００

２８

０，３

００ 

３１

７，２

００

３３

３，６

００

３９

０，７

００ 

４２

７，４

００

５１

５，０

００

５７

７，３

００ 

３２ ２４

１，３

００

２８

１，３

００ 

３１

８，７

００

３３

５，５

００

３９

２，１

００ 

４２

９，１

００

５１

６，４

００

５７

９，０

００ 

３３ ２４

２，６

２８

２，３

３２

０，１

３３

７，２

３９

３，４

４３

０，９

５１

７，９

５８

０，７



- 43 - 

００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００

３４ ２２

６，７

００

２７

２，２

００

３１

０，２

００

３２

７，１

００

３８

３，０

００

４２

１，０

００

５０

８，７

００

 

３５ ２２

７，９

００

２７

３，１

００

３１

１，７

００

３２

８，９

００

３８

４，５

００

４２

２，６

００

５１

０，１

００

 

３６ ２２

９，０

００

２７

４，０

００

３１

３，２

００

３３

０，８

００

３８

６，０

００

４２

４，３

００

５１

１，３

００

 

３７ ２３

０，０

００

２７

４，９

００

３１

４，６

００

３３

２，４

００

３８

７，５

００

４２

６，０

００

５１

２，４

００

 

３８ ２３

１，０

００

２７

５，９

００

３１

６，０

００

３３

４，１

００

３８

９，１

００

４２

７，７

００

５１

３，４

００

 

３９ ２３

２，１

００

２７

７，１

００

３１

７，５

００

３３

５，９

００

３９

０，７

００

４２

９，４

００

５１

４，３

００

 

４０ ２３

３，２

００

２７

８，３

００

３１

９，０

００

３３

７，７

００

３９

２，２

００

４３

１，０

００

５１

５，２

００

 

４１ ２３ ２７ ３２ ３３ ３９ ４３ ５１ 

００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ 

３４ ２４

３，８

００

２８

３，３

００ 

３２

１，７

００

３３

９，２

００

３９

４，９

００ 

４３

２，６

００

５１

９，２

００

 

３５ ２４

４，８

００

２８

４，２

００ 

３２

３，２

００

３４

１，０

００

３９

６，４

００ 

４３

４，２

００

５２

０，５

００

 

３６ ２４

５，８

００

２８

５，１

００ 

３２

４，７

００

３４

２，９

００

３９

７，９

００ 

４３

５，８

００

５２

１，７

００

 

３７ ２４

６，８

００

２８

６，０

００ 

３２

６，１

００

３４

４，５

００

３９

９，４

００ 

４３

７，４

００

５２

２，７

００

 

３８ ２４

７，８

００

２８

７，０

００ 

３２

７，４

００

３４

６，１

００

４０

０，９

００ 

４３

９，０

００

５２

３，７

００

 

３９ ２４

８，７

００

２８

８，２

００ 

３２

８，９

００

３４

７，９

００

４０

２，５

００ 

４４

０，６

００

５２

４，５

００

 

４０ ２４

９，６

００

２８

９，４

００ 

３３

０，４

００

３４

９，７

００

４０

３，９

００ 

４４

２，１

００

５２

５，４

００

 

４１ ２５ ２９ ３３ ３５ ４０ ４４ ５２ 
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４，２

００

９，３

００

０，４

００

９，５

００

３，６

００

２，６

００

６，０

００

４２ ２３

５，２

００

２８

０，４

００

３２

１，７

００

３４

１，１

００

３９

４，９

００

４３

４，３

００

５１

６，６

００

 

４３ ２３

６，３

００

２８

１，５

００

３２

３，０

００

３４

２，６

００

３９

６，２

００

４３

５，８

００

５１

７，１

００

 

４４ ２３

７，３

００

２８

２，６

００

３２

４，３

００

３４

４，２

００

３９

７，６

００

４３

７，３

００

５１

７，７

００

 

４５ ２３

８，３

００

２８

３，７

００

３２

５，５

００

３４

５，７

００

３９

８，９

００

４３

８，７

００

５１

８，１

００

 

４６ ２３

９，２

００

２８

４，９

００

３２

６，８

００

３４

７，２

００

４０

０，３

００

４４

０，１

００

  

４７ ２４

０，１

００

２８

６，１

００

３２

８，０

００

３４

８，７

００

４０

１，８

００

４４

１，５

００

  

４８ ２４

１，０

００

２８

７，３

００

３２

９，３

００

３５

０，２

００

４０

３，２

００

４４

２，７

００

  

０，５

００

０，４

００ 

１，８

００

１，５

００

５，３

００ 

３，６

００

６，２

００

４２ ２５

１，４

００

２９

１，４

００ 

３３

３，１

００

３５

３，１

００

４０

６，５

００ 

４４

５，２

００

５２

６，８

００

 

４３ ２５

２，３

００

２９

２，４

００ 

３３

４，４

００

３５

４，６

００

４０

７，８

００ 

４４

６，６

００

５２

７，３

００

 

４４ ２５

３，２

００

２９

３，５

００ 

３３

５，７

００

３５

６，２

００

４０

９，１

００ 

４４

８，０

００

５２

７，９

００

 

４５ ２５

４，１

００

２９

４，６

００ 

３３

６，９

００

３５

７，７

００

４１

０，４

００ 

４４

９，３

００

５２

８，３

００

 

４６ ２５

５，０

００

２９

５，７

００ 

３３

８，１

００

３５

９，１

００

４１

１，７

００ 

４５

０，６

００

  

４７ ２５

５，８

００

２９

６，８

００ 

３３

９，３

００

３６

０，６

００

４１

３，２

００ 

４５

１，９

００

  

４８ ２５

６，６

００

２９

７，９

００ 

３４

０，６

００

３６

２，１

００

４１

４，５

００ 

４５

３，１

００
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４９ ２４

１，９

００

２８

８，１

００

３３

０，５

００

３５

１，７

００

４０

４，５

００

４４

４，１

００

  

５０ ２４

２，８

００

２８

９，０

００

３３

１，８

００

３５

３，１

００

４０

５，７

００

４４

５，２

００

  

５１ ２４

３，７

００

２８

９，９

００

３３

３，３

００

３５

４，４

００

４０

６，９

００

４４

６，４

００

  

５２ ２４

４，５

００

２９

０，９

００

３３

４，７

００

３５

５，７

００

４０

８，１

００

４４

７，５

００

  

５３ ２４

５，３

００

２９

１，８

００

３３

６，０

００

３５

７，０

００

４０

９，３

００

４４

８，５

００

  

５４ ２４

６，０

００

２９

２，７

００

３３

７，４

００

３５

８，３

００

４１

０，３

００

４４

９，４

００

  

５５ ２４

６，７

００

２９

３，７

００

３３

８，８

００

３５

９，６

００

４１

１，１

００

４５

０，２

００

  

５６ ２４

７，４

２９

４，６

３４

０，０

３６

０，９

４１

１，９

４５

１，１

  

４９ ２５

７，４

００

２９

８，７

００ 

３４

１，８

００

３６

３，６

００

４１

５，８

００ 

４５

４，４

００

  

５０ ２５

８，２

００

２９

９，６

００ 

３４

３，１

００

３６

５，０

００

４１

６，９

００ 

４５

５，５

００

  

５１ ２５

９，０

００

３０

０，５

００ 

３４

４，６

００

３６

６，３

００

４１

８，１

００ 

４５

６，６

００

  

５２ ２５

９，７

００

３０

１，５

００ 

３４

６，０

００

３６

７，６

００

４１

９，２

００ 

４５

７，６

００

  

５３ ２６

０，４

００

３０

２，４

００ 

３４

７，３

００

３６

８，９

００

４２

０，４

００ 

４５

８，６

００

  

５４ ２６

１，０

００

３０

３，３

００ 

３４

８，６

００

３７

０，１

００

４２

１，３

００ 

４５

９，５

００

  

５５ ２６

１，６

００

３０

４，３

００ 

３５

０，０

００

３７

１，４

００

４２

２，０

００ 

４６

０，３

００

  

５６ ２６

２，２

３０

５，２

３５

１，２

３７

２，７

４２

２，７

４６

１，２
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００ ００ ００ ００ ００ ００

５７ ２４

８，１

００

２９

５，６

００

３４

１，２

００

３６

２，２

００

４１

２，７

００

４５

２，１

００

  

５８ ２４

８，８

００

２９

６，５

００

３４

２，５

００

３６

３，５

００

４１

３，５

００

４５

２，８

００

  

５９ ２４

９，５

００

２９

７，４

００

３４

４，１

００

３６

４，９

００

４１

４，３

００

４５

３，７

００

  

６０ ２５

０，２

００

２９

８，３

００

３４

５，５

００

３６

６，４

００

４１

５，１

００

４５

４，５

００

  

６１ ２５

０，９

００

２９

９，１

００

３４

６，９

００

３６

７，７

００

４１

５，９

００

４５

５，３

００

  

６２ ２５

１，６

００

２９

９，７

００

３４

８，５

００

３６

９，１

００

４１

６，６

００

４５

６，１

００

  

６３ ２５

２，３

００

３０

０，３

００

３４

９，９

００

３７

０，６

００

４１

７，３

００

４５

６，８

００

  

６４ ２５ ３０ ３５ ３７ ４１ ４５  

００ ００ ００ ００ ００ ００

５７ ２６

２，８

００

３０

６，１

００ 

３５

２，４

００

３７

４，０

００

４２

３，４

００ 

４６

２，１

００

  

５８ ２６

３，４

００

３０

７，０

００ 

３５

３，７

００

３７

５，３

００

４２

４，１

００ 

４６

２，８

００

  

５９ ２６

４，０

００

３０

７，９

００ 

３５

５，３

００

３７

６，７

００

４２

４，８

００ 

４６

３，７

００

  

６０ ２６

４，６

００

３０

８，８

００ 

３５

６，７

００

３７

８，２

００

４２

５，５

００ 

４６

４，５

００

  

６１ ２６

５，２

００

３０

９，６

００ 

３５

８，１

００

３７

９，５

００

４２

６，２

００ 

４６

５，３

００

  

６２ ２６

５，８

００

３１

０，１

００ 

３５

９，６

００

３８

０，８

００

４２

６，８

００ 

４６

６，１

００

  

６３ ２６

６，４

００

３１

０，６

００ 

３６

１，０

００

３８

２，３

００

４２

７，４

００ 

４６

６，８

００

  

６４ ２６ ３１ ３６ ３８ ４２ ４６  
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３，０

００

０，９

００

１，５

００

１，９

００

７，８

００

７，６

００

６５ ２５

３，６

００

３０

１，４

００

３５

３，０

００

３７

３，４

００

４１

８，４

００

４５

８，４

００

  

６６ ２５

４，２

００

３０

１，９

００

３５

４，２

００

３７

４，７

００

４１

８，９

００

４５

９，２

００

  

６７ ２５

４，９

００

３０

２，４

００

３５

５，４

００

３７

６，２

００

４１

９，５

００

４５

９，６

００

  

６８ ２５

５，６

００

３０

２，９

００

３５

６，６

００

３７

７，７

００

４２

０，１

００

４６

０，５

００

  

６９ ２５

６，２

００

３０

３，４

００

３５

７，９

００

３７

９，０

００

４２

０，７

００

４６

１，０

００

  

７０ ２５

６，７

００

３０

３，９

００

３５

９，２

００

３８

０，３

００

４２

０，９

００

４６

１，４

００

  

７１ ２５

７，２

００

３０

４，４

００

３６

０，６

００

３８

１，４

００

４２

１，２

００

４６

１，７

００

  

７，０

００

１，１

００ 

２，６

００

３，６

００

７，９

００ 

７，６

００

６５ ２６

７，５

００

３１

１，５

００ 

３６

４，０

００

３８

５，１

００

４２

８，４

００ 

４６

８，４

００

  

６６ ２６

８，０

００

３１

１，９

００ 

３６

５，２

００

３８

６，３

００

４２

８，９

００ 

４６

９，２

００

  

６７ ２６

８，５

００

３１

２，３

００ 

３６

６，４

００

３８

７，８

００

４２

９，４

００ 

４６

９，６

００

  

６８ ２６

９，０

００

３１

２，７

００ 

３６

７，６

００

３８

９，３

００

４２

９，９

００ 

４７

０，４

００

  

６９ ２６

９，５

００

３１

３，１

００ 

３６

８，９

００

３９

０，６

００

４３

０，４

００ 

４７

０，９

００

  

７０ ２６

９，９

００

３１

３，５

００ 

３７

０，２

００

３９

１，８

００

４３

０，６

００ 

４７

１，３

００

  

７１ ２７

０，３

００

３１

３，９

００ 

３７

１，５

００

３９

２，９

００

４３

０，９

００ 

４７

１，６

００
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７２ ２５

７，７

００

３０

４，９

００

３６

１，７

００

３８

２，７

００

４２

１，６

００

４６

２，１

００

  

７３ ２５

８，２

００

３０

５，４

００

３６

３，０

００

３８

３，９

００

４２

１，９

００

４６

２，３

００

  

７４ ２５

８，６

００

３０

５，８

００

３６

３，９

００

３８

５，０

００

４２

２，１

００

４６

２，５

００

  

７５ ２５

９，０

００

３０

６，２

００

３６

４，９

００

３８

６，０

００

４２

２，３

００

４６

２，９

００

  

７６ ２５

９，４

００

３０

６，５

００

３６

６，１

００

３８

７，１

００

４２

２，５

００

４６

３，１

００

  

７７ ２５

９，８

００

３０

６，７

００

３６

６，９

００

３８

８，０

００

４２

２，７

００

４６

３，４

００

  

７８ ２６

０，２

００

３０

６，９

００

３６

７，９

００

３８

９，０

００

４２

２，８

００

   

７９ ２６

０，６

３０

７，１

３６

８，９

３９

０，０

４２

２，９

   

７２ ２７

０，７

００

３１

４，３

００ 

３７

２，５

００

３９

４，１

００

４３

１，３

００ 

４７

２，０

００

  

７３ ２７

１，１

００

３１

４，６

００ 

３７

３，７

００

３９

５，３

００

４３

１，５

００ 

４７

２，２

００

  

７４ ２７

１，４

００

３１

４，９

００ 

３７

４，６

００

３９

６，３

００

４３

１，７

００ 

４７

２，４

００

  

７５ ２７

１，７

００

３１

５，２

００ 

３７

５，５

００

３９

７，３

００

４３

１，９

００ 

４７

２，８

００

  

７６ ２７

２，０

００

３１

５，４

００ 

３７

６，６

００

３９

８，３

００

４３

２，１

００ 

４７

３，０

００

  

７７ ２７

２，３

００

３１

５，６

００ 

３７

７，３

００

３９

９，２

００

４３

２，３

００ 

４７

３，３

００

  

７８ ２７

２，６

００

３１

５，８

００ 

３７

８，２

００

４０

０，１

００

４３

２，４

００ 

   

７９ ２７

２，９

３１

６，０

３７

９，２

４０

１，０

４３

２，５
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００ ００ ００ ００ ００

８０ ２６

１，０

００

３０

７，３

００

３７

０，０

００

３９

１，０

００

４２

３，０

００

   

８１ ２６

１，３

００

３０

７，５

００

３７

１，１

００

３９

２，１

００

４２

３，１

００

   

８２ ２６

１，６

００

３０

７，７

００

３７

２，０

００

３９

２，８

００

４２

３，２

００

   

８３ ２６

１，９

００

３０

７，９

００

３７

２，９

００

３９

３，７

００

４２

３，３

００

   

８４ ２６

２，２

００

３０

８，１

００

３７

３，７

００

３９

４，５

００

４２

３，４

００

   

８５ ２６

２，５

００

３０

８，３

００

３７

４，４

００

３９

５，３

００

４２

３，５

００

   

８６ ２６

２，８

００

３０

８，５

００

３７

５，２

００

３９

６，１

００

    

８７ ２６ ３０ ３７ ３９    

００ ００ ００ ００ ００ 

８０ ２７

３，２

００

３１

６，２

００ 

３８

０，２

００

４０

１，９

００

４３

２，６

００ 

   

８１ ２７

３，５

００

３１

６，４

００ 

３８

１，３

００

４０

２，９

００

４３

２，７

００ 

   

８２ ２７

３，８

００

３１

６，６

００ 

３８

２，１

００

４０

３，６

００

４３

２，８

００ 

   

８３ ２７

４，１

００

３１

６，８

００ 

３８

２，９

００

４０

４，３

００

４３

２，９

００ 

   

８４ ２７

４，４

００

３１

７，０

００ 

３８

３，６

００

４０

５，０

００

４３

３，０

００ 

   

８５ ２７

４，７

００

３１

７，２

００ 

３８

４，３

００

４０

５，７

００

４３

３，１

００ 

   

８６ ２７

５，０

００

３１

７，４

００ 

３８

５，０

００

４０

６，４

００

    

８７ ２７ ３１ ３８ ４０    
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３，０

００

８，７

００

６，０

００

６，９

００

８８ ２６

３，２

００
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８，９

００

３７

６，９

００

３９

７，７
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８９ ２６

３，４

００

３０

９，１
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３７

７，８

００

３９

８，６
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９０ ２６

３，６

００
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９，３

００

３７

８，４

００

３９

９，１
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９１ ２６

３，８

００

３０

９，５

００

３７

８，９

００

３９

９，７

００

    

９２ ２６

４，０

００

３０

９，７

００

３７

９，５

００

４０

０，２

００

    

９３ ２６

４，２

００

３０

９，９

００

３８

０，１

００

４０

０，６

００

    

９４  ３１

０，１

００

３８

０，６

００

４０

１，２

００

    

５，２

００

７，６

００ 

５，７

００

７，１

００

８８ ２７

５，４

００

３１

７，８

００ 

３８

６，５

００

４０

７，８

００

    

８９ ２７

５，６

００

３１

８，０

００ 

３８

７，２

００

４０

８，６

００

    

９０ ２７

５，８

００

３１

８，２

００ 

３８

７，７

００

４０

９，０

００

    

９１ ２７

６，０
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３１

８，４

００ 

３８

８，１

００

４０

９，５

００

    

９２ ２７

６，２

００

３１

８，６

００ 

３８

８，７

００

４０

９，９

００

    

９３ ２７

６，４

００

３１

８，８

００ 

３８

９，３

００

４１

０，２

００

    

９４  ３１

９，０

００ 

３８

９，８

００

４１

０，７

００
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９５  ３１

０，３

００

３８

１，２

００

４０

１，７
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９６  ３１
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００

３８

１，８

００

４０

２，３
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３９

１，０

００
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１，８
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９７  ３１

９，６
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３９

１，４

００

４１

２，２

００

    

９８  ３１

９，８
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３９

１，６

００

４１

２，６

００

    

９９  ３２

０，０

００ 

３９

１，８

００

４１

３，０

００

    

１００  ３２

０，２

００ 

３９

２，０

００

４１

３，２

００

    

１０１  ３２

０，４

００ 

３９

２，２

００

４１

３，５

００

    

１０２  ３２

０，６

３９

２，５

４１

３，８
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００ ００ ００

１０３  ３１

１，９

００

３８

３，７

００

４０

４，８

００

    

１０４  ３１

２，１

００

３８

４，０

００

４０

５，１

００

    

１０５  ３１

２，３

００

３８

４，２

００

４０

５，２

００

    

１０６  ３１

２，５

００

３８

４，４

００

４０

５，４

００

    

１０７  ３１

２，７

００

３８

４，６

００

４０

５，６

００

    

１０８  ３１

２，９

００

３８

４，８

００

４０

５，７

００

    

１０９  ３１

３，１

００

３８

５，０

００

４０

５，８

００

    

１１０  ３１ ３８ ４０    

００ ００ ００

１０３  ３２

０，８

００ 

３９

２，７

００

４１

４，１

００

    

１０４  ３２

１，０

００ 

３９

３，０

００

４１

４，４

００

    

１０５  ３２

１，２

００ 

３９

３，２

００

４１

４，５

００

    

１０６  ３２

１，４

００ 

３９

３，４

００

４１

４，７

００

    

１０７  ３２

１，６

００ 

３９

３，６

００

４１

４，９

００

    

１０８  ３２

１，８

００ 

３９

３，８

００

４１

５，０

００

    

１０９  ３２

２，０

００ 

３９

４，０

００

４１

５，１

００

    

１１０  ３２ ３９ ４１    
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３，３

００

５，２

００

５，９

００

１１１  ３１

３，５

００

３８

５，４

００

４０

６，０

００

    

１１２  ３１

３，７

００

３８

５，６

００

４０

６，１

００

    

１１３  ３１

３，９

００

３８

５，８

００

４０

６，２

００

    

１１４  ３１

４，１

００

      

１１５  ３１

４，３

００

      

１１６  ３１

４，５

００

      

１１７  ３１

４，７

００

      

２，２

００ 

４，２

００

５，２

００

１１１  ３２

２，４

００ 

３９

４，４

００

４１

５，３

００

    

１１２  ３２

２，６

００ 

３９

４，６

００

４１

５，４

００

    

１１３  ３２

２，８

００ 

３９

４，８

００

４１

５，５

００

    

１１４  ３２

３，０

００ 

      

１１５  ３２

３，２

００ 

      

１１６  ３２

３，４

００ 

      

１１７  ３２

３，６

００ 
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１１８  ３１

４，９

００

      

１１９  ３１

５，１

００

      

１２０  ３１

５，３

００

      

１２１  ３１

５，５

００

      

１２２  ３１

５，７

００

      

１２３  ３１

５，９

００

      

１２４  ３１

６，１

００

      

１２５  ３１

６，３

      

１１８  ３２

３，８

００ 

      

１１９  ３２

４，０

００ 

      

１２０  ３２

４，２

００ 

      

１２１  ３２

４，４

００ 

      

１２２  ３２

４，６

００ 

      

１２３  ３２

４，８

００ 

      

１２４  ３２

５，０

００ 

      

１２５  ３２

５，２
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００
 

００ 
 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用す

る。ただし、第３０条の２に規定する職員を除く。 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用す

る。ただし、第３０条の２に規定する職員を除く。 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

医療職給料表 医療職給料表 

（単位 円） （単位 円） 

 職務の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

１ ２８２，６

００

３６８，０

００

４３１，０

００

５０１，０

００

５９７，６

００

２ ２８５，０

００

３７１，０

００

４３３，８

００

５０３，０

００

６００，５

００

３ ２８７，４

００

３７４，０

００

４３６，５

００

５０５，１

００

６０３，４

００

４ ２８９，９

００

３７７，０

００

４３９，３

００

５０７，１

００

６０６，１

００

５ ２９２，２

００

３７９，６

００

４４１，８

００

５０９，１

００

６０８，７

００

６ ２９５，９

００

３８２，７

００

４４４，２

００

５１１，１

００

６１０，８

００

７ ２９９，６３８５，８４４６，９５１２，９ ６１２，９

 職務の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

１ ２９６，８

００

３８４，０

００

４４７，２

００

５１７，３

００

６１４，１

００ 

２ ２９９，２

００

３８７，０

００

４５０，０

００

５１９，３

００

６１７，０

００ 

３ ３０１，６

００

３９０，０

００

４５２，６

００

５２１，３

００

６１９，８

００ 

４ ３０４，１

００

３９３，０

００

４５５，２

００

５２３，３

００

６２２，４

００ 

５ ３０６，４

００

３９５，６

００

４５７，７

００

５２５，１

００

６２４，９

００ 

６ ３１０，１

００

３９８，７

００

４６０，１

００

５２７，０

００

６２６，９

００ 

７ ３１３，９４０１，８４６２，８５２８，７ ６２８，８
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００ ００ ００ ００ ００

８ ３０３，４

００

３８９，０

００

４４９，６

００

５１４，９

００

６１５，１

００

９ ３０７，０

００

３９１，７

００

４５２，１

００

５１６，９

００

６１６，９

００

１０ ３１０，８

００

３９４，８

００

４５４，６

００

５１８，８

００

６１７，９

００

１１ ３１４，８

００

３９７，８

００

４５７，１

００

５２０，８

００

６１９，２

００

１２ ３１８，８

００

４００，９

００

４５９，７

００

５２２，６

００

６２０，３

００

１３ ３２２，７

００

４０３，８

００

４６１，９

００

５２４，５

００

６２１，６

００

１４ ３２６，６

００

４０７，２

００

４６４，１

００

５２６，６

００

６２２，４

００

１５ ３３０，６

００

４１０，７

００

４６６，３

００

５２８，４

００

６２３，２

００

１６ ３３４，６

００

４１４，２

００

４６８，７

００

５３０，３

００

６２４，１

００

１７ ３３８，３

００

４１７，７

００

４７０，８

００

５３２，１

００

６２５，１

００

１８ ３４１，６

００

４２０，０

００

４７２，９

００

５３４，０

００

６２６，０

００

００ ００ ００ ００ ００ 

８ ３１７，８

００

４０５，０

００

４６５，３

００

５３０，４

００

６３０，９

００ 

９ ３２１，５

００

４０７，６

００

４６７，８

００

５３２，３

００

６３２，５

００ 

１０ ３２５，３

００

４１０，７

００

４７０，２

００

５３４，２

００

６３３，３

００ 

１１ ３２９，４

００

４１３，７

００

４７２，７

００

５３６，１

００

６３４，４

００ 

１２ ３３３，４

００

４１６，８

００

４７５，２

００

５３７，７

００

６３５，４

００ 

１３ ３３７，４

００

４１９，７

００

４７７，３

００

５３９，５

００

６３６，５

００ 

１４ ３４１，３

００

４２３，１

００

４７９，５

００

５４１，５

００

６３７，１

００ 

１５ ３４５，４

００

４２６，６

００

４８１，５

００

５４３，３

００

６３７，８

００ 

１６ ３４９，４

００

４３０，１

００

４８３，８

００

５４５，０

００

６３８，５

００ 

１７ ３５３，２

００

４３３，５

００

４８５，８

００

５４６，６

００

６３９，３

００ 

１８ ３５６，５

００

４３５，８

００

４８７，８

００

５４８，４

００

６４０，０

００ 
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１９ ３４５，１

００

４２２，６

００

４７５，１

００

５３６，０

００

６２７，０

００

２０ ３４８，５

００

４２５，１

００

４７７，５

００

５３７，９

００

６２７，８

００

２１ ３５２，２

００

４２７，９

００

４７９，７

００

５３９，５

００

６２８，８

００

２２ ３５６，１

００

４３０，２

００

４８１，７

００

５４１，１

００

 

２３ ３５９，９

００

４３２，７

００

４８３，９

００

５４２，９

００

 

２４ ３６３，７

００

４３４，９

００

４８５，９

００

５４４，７

００

 

２５ ３６７，１

００

４３６，９

００

４８７，９

００

５４６，２

００

 

２６ ３７０，０

００

４３８，８

００

４８９，９

００

５４７，９

００

 

２７ ３７２，６

００

４４０，７

００

４９１，５

００

５４９，６

００

 

２８ ３７５，２

００

４４２，８

００

４９３，４

００

５５１，２

００

 

２９ ３７８，１

００

４４５，０

００

４９５，４

００

５５２，９

００

 

３０ ３８０，３４４６，９４９７，５５５４，５ 

１９ ３６０，１

００

４３８，４

００

４９０，０

００

５５０，３

００

６４０，９

００ 

２０ ３６３，６

００

４４０，９

００

４９２，３

００

５５２，２

００

６４１，５

００ 

２１ ３６７，４

００

４４３，７

００

４９４，３

００

５５３，７

００

６４２，２

００ 

２２ ３７１，４

００

４４６，０

００

４９６，３

００

５５５，０

００

 

２３ ３７５，２

００

４４８，５

００

４９８，５

００

５５６，７

００

 

２４ ３７９，１

００

４５０，７

００

５００，５

００

５５８，４

００

 

２５ ３８２，６

００

４５２，７

００

５０２，４

００

５５９，９

００

 

２６ ３８５，６

００

４５４，６

００

５０４，３

００

５６１，６

００

 

２７ ３８８，２

００

４５６，５

００

５０５，８

００

５６３，１

００

 

２８ ３９０，９

００

４５８，５

００

５０７，７

００

５６４，５

００

 

２９ ３９３，９

００

４６０，７

００

５０９，７

００

５６６，１

００

 

３０ ３９６，１４６２，６５１１，８５６７，７ 
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００ ００ ００ ００

３１ ３８２，４

００

４４８，７

００

４９９，６

００

５５６，３

００

 

３２ ３８４，４

００

４５０，５

００

５０１，６

００

５５７，９

００

 

３３ ３８６，３

００

４５２，５

００

５０３，４

００

５５９，６

００

 

３４ ３８８，３

００

４５４，２

００

５０５，３

００

５６１，４

００

 

３５ ３９０，３

００

４５５，９

００

５０７，０

００

５６３，１

００

 

３６ ３９２，６

００

４５７，５

００

５０８，８

００

５６４，９

００

 

３７ ３９４，６

００

４５９，０

００

５１０，４

００

５６６，５

００

 

３８ ３９６，５

００

４６０，５

００

５１２，０

００

５６８，１

００

 

３９ ３９８，４

００

４６１，９

００

５１３，５

００

５６９，７

００

 

４０ ４００，８

００

４６３，４

００

５１５，１

００

５７１，２

００

 

４１ ４０２，９

００

４６５，１

００

５１６，５

００

５７２，８

００

 

００ ００ ００ ００

３１ ３９８，２

００

４６４，４

００

５１３，８

００

５６９，４

００

 

３２ ４００，２

００

４６６，２

００

５１５，８

００

５７０，９

００

 

３３ ４０２，１

００

４６８，１

００

５１７，５

００

５７２，６

００

 

３４ ４０４，２

００

４６９，７

００

５１９，２

００

５７４，３

００

 

３５ ４０６，２

００

４７１，４

００

５２０，９

００

５７５，９

００

 

３６ ４０８，５

００

４７２，９

００

５２２，６

００

５７７，７

００

 

３７ ４１０，５

００

４７４，２

００

５２４，１

００

５７９，２

００

 

３８ ４１２，４

００

４７５，７

００

５２５，５

００

５８０，８

００

 

３９ ４１４，２

００

４７７，１

００

５２６，９

００

５８２，４

００

 

４０ ４１６，６

００

４７８，５

００

５２８，４

００

５８３，９

００

 

４１ ４１８，７

００

４８０，２

００

５２９，６

００

５８５，５

００
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４２ ４０４，２

００

４６６，４

００

５１８，１

００

５７４，２

００

 

４３ ４０５，４

００

４６７，８

００

５１９，７

００

５７５，６

００

 

４４ ４０６，４

００

４６９，４

００

５２１，２

００

５７７，０

００

 

４５ ４０７，４

００

４７１，０

００

５２２，６

００

５７８，１

００

 

４６ ４０８，５

００

４７２，５

００

５２４，０

００

５７９，０

００

 

４７ ４０９，６

００

４７３，８

００

５２５，７

００

５８０，０

００

 

４８ ４１０，８

００

４７５，３

００

５２６，９

００

５８１，０

００

 

４９ ４１１，６

００

４７６，８

００

５２８，５

００

５８１，９

００

 

５０ ４１２，３

００

４７８，２

００

５２９，７

００

５８２，７

００

 

５１ ４１３，０

００

４７９，６

００

５３０，９

００

５８３，６

００

 

５２ ４１３，３

００

４８１，１

００

５３２，１

００

５８４，４

００

 

５３ ４１３，９４８２，５５３３，３５８５，２ 

４２ ４２０，０

００

４８１，５

００

５３１，１

００

５８６，９

００

 

４３ ４２１，２

００

４８２，８

００

５３２，６

００

５８８，３

００

 

４４ ４２２，１

００

４８４，４

００

５３４，０

００

５８９，７

００

 

４５ ４２２，９

００

４８６，０

００

５３５，２

００

５９０，８

００

 

４６ ４２４，０

００

４８７，５

００

５３６，５

００

５９１，７

００

 

４７ ４２５，０

００

４８８，８

００

５３８，１

００

５９２，７

００

 

４８ ４２６，２

００

４９０，３

００

５３９，３

００

５９３，７

００

 

４９ ４２６，９

００

４９１，７

００

５４０，８

００

５９４，６

００

 

５０ ４２７，６

００

４９３，１

００

５４２，０

００

５９５，４

００

 

５１ ４２８，２

００

４９４，４

００

５４３，０

００

５９６，３

００

 

５２ ４２８，４

００

４９５，９

００

５４４，１

００

５９７，１

００

 

５３ ４２９，０４９７，３５４５，３５９７，９ 
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００ ００ ００ ００

５４ ４１４，３

００

４８３，５

００

５３４，５

００

５８６，１

００

 

５５ ４１４，８

００

４８４，４

００

５３５，６

００

５８６，９

００

 

５６ ４１５，１

００

４８５，３

００

５３６，７

００

５８７，８

００

 

５７ ４１５，６

００

４８６，１

００

５３７，８

００

５８８，７

００

 

５８ ４１６，２

００

４８６，８

００

５３８，５

００

５８９，６

００

 

５９ ４１６，６

００

４８７，４

００

５３９，４

００

５９０，５

００

 

６０ ４１７，０

００

４８８，０

００

５４０，１

００

５９１，３

００

 

６１ ４１７，５

００

４８８，６

００

５４０，８

００

５９２，２

００

 

６２ ４１８，０

００

４８８，８

００

５４１，７

００

５９３，１

００

 

６３ ４１８，２

００

４８９，３

００

５４２，４

００

５９４，０

００

 

６４ ４１８，４

００

４８９，８

００

５４３，２

００

５９４，９

００

 

００ ００ ００ ００

５４ ４２９，２

００

４９８，２

００

５４６，５

００

５９８，８

００

 

５５ ４２９，６

００

４９９，０

００

５４７，６

００

５９９，６

００

 

５６ ４２９，９

００

４９９，８

００

５４８，７

００

６００，５

００

 

５７ ４３０，３

００

５００，５

００

５４９，７

００

６０１，４

００

 

５８ ４３０，８

００

５０１，１

００

５５０，４

００

６０２，３

００

 

５９ ４３１，２

００

５０１，７

００

５５１，３

００

６０３，２

００

 

６０ ４３１，５

００

５０２，１

００

５５２，０

００

６０４，０

００

 

６１ ４３２，０

００

５０２，７

００

５５２，７

００

６０４，９

００

 

６２ ４３２，３

００

５０２，７

００

５５３，６

００

６０５，８

００

 

６３ ４３２，５

００

５０３，２

００

５５４，３

００

６０６，７

００

 

６４ ４３２，７

００

５０３，５

００

５５５，１

００

６０７，６

００
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６５ ４１８，６

００

４９０，３

００

５４４，０

００

５９５，８

００

 

６６  ４９０，８

００

５４４，９

００

  

６７  ４９１，３

００

５４５，５

００

  

６８  ４９１，８

００

５４６，３

００

  

６９  ４９２，２

００

５４７，０

００

  

７０  ４９２，８

００

５４７，７

００

  

７１  ４９３，４

００

５４８，５

００

  

７２  ４９３，８

００

５４９，３

００

  

７３  ４９４，２

００

５４９，８

００

  

７４  ４９４，６

００

５５０，４

００

  

７５  ４９５，１

００

５５１，３

００

  

７６  ４９５，５５５１，８  

６５ ４３２，８

００

５０４，０

００

５５５，９

００

６０８，５

００

 

６６  ５０４，３

００

５５６，８

００

  

６７  ５０４，８

００

５５７，４

００

  

６８  ５０５，２

００

５５８，１

００

  

６９  ５０５，５

００

５５８，８

００

  

７０  ５０６，０

００

５５９，５

００

  

７１  ５０６，５

００

５６０，３

００

  

７２  ５０６，７

００

５６１，１

００

  

７３  ５０７，０

００

５６１，６

００

  

７４  ５０７，３

００

５６２，２

００

  

７５  ５０７，６

００

５６３，１

００

  

７６  ５０７，９５６３，６  



- 62 - 

 

００ ００

７７  ４９５，９

００

５５２，３

００

  

７８  ４９６，４

００

５５３，１

００

  

７９  ４９６，９

００

５５３，８

００

  

８０  ４９７，３

００

５５４，６

００

  

８１  ４９７，９

００

５５５，６

００

  

８２  ４９８，３

００

５５６，１

００

  

８３  ４９８，８

００

５５７，０

００

  

８４  ４９９，４

００

５５７，９

００

  

８５  ４９９，８

００

５５８，３

００

  

８６  ５００，３

００

５５９，２

００

  

８７  ５００，９

００

５６０，１

００

  

００ ００

７７  ５０８，２

００

５６４，１

００

  

７８  ５０８，６

００

５６４，９

００

  

７９  ５０８，９

００

５６５，６

００

  

８０  ５０９，３

００

５６６，４

００

  

８１  ５０９，８

００

５６７，４

００

  

８２  ５１０，２

００

５６７，９

００

  

８３  ５１０，６

００

５６８，８

００

  

８４  ５１１，０

００

５６９，７

００

  

８５  ５１１，３

００

５７０，１

００

  

８６  ５１１，８

００

５７１，０

００

  

８７  ５１２，４

００

５７１，９

００
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８８  ５０１，３

００

５６１，０

００

  

８９  ５０１，７

００

５６１，８

００

  

９０  ５０２，１

００

   

９１  ５０２，６

００

   

９２  ５０３，２

００

   

９３  ５０３，７

００

   

９４  ５０４，２

００

   

９５  ５０４，８

００

   

９６  ５０５，４

００

   

９７  ５０５，９

００

   

 

８８  ５１２，８

００

５７２，８

００

  

８９  ５１３，１

００

５７３，６

００

  

９０  ５１３，５

００

   

９１  ５１４，０

００

   

９２  ５１４，６

００

   

９３  ５１５，１

００

   

９４  ５１５，６

００

   

９５  ５１６，２

００

   

９６  ５１６，８

００

   

９７  ５１７，３

００

   

 

備考 この表は、医師又は歯科医師である職員に適用する。 備考 この表は、医師又は歯科医師である職員に適用する。 

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係） 
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消防職給料表 消防職給料表 

（単位 円） （単位 円） 

 職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

号給 給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

１ １７

３，９

００ 

２１

２，０

００

２４

１，４

００

２８

４，０

００ 

３２

８，９

００

３４

７，８

００

４４

０，９

００ 

４８

７，５

００

２ １７

５，６

００ 

２１

４，１

００

２４

３，２

００

２８

５，９

００ 

３３

０，８

００

３５

０，４

００

４４

３，６

００ 

４９

０，４

００

３ １７

７，２

００ 

２１

６，０

００

２４

５，１

００

２８

７，６

００ 

３３

２，７

００

３５

３，０

００

４４

６，４

００ 

４９

３，３

００

４ １７

８，９

００ 

２１

８，２

００

２４

７，０

００

２８

９，２

００ 

３３

４，５

００

３５

５，７

００

４４

９，１

００ 

４９

６，０

００

５ １８

０，５

００ 

２２

０，４

００

２４

８，６

００

２９

１，０

００ 

３３

６，３

００

３５

８，３

００

４５

１，９

００ 

４９

８，８

００

６ １８

２，０

２２

２，６

２５

０，４

２９

２，８

３３

８，２

３６

０，７

４５

４，２

５０

１，６

 職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

号給 給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

１ １８

７，０

００

２３

０，１

００

２５

６，４

００

２９

６，５

００ 

３４

１，６

００

３６

０，９

００

４５

４，１

００

５０

１，０

００

２ １８

９，２

００

２３

２，１

００

２５

８，０

００

２９

８，４

００ 

３４

３，５

００

３６

３，５

００

４５

６，７

００

５０

３，９

００

３ １９

１，３

００

２３

３，９

００

２５

９，７

００

３０

０，１

００ 

３４

５，４

００

３６

６，０

００

４５

９，４

００

５０

６，７

００

４ １９

３，５

００

２３

６，０

００

２６

１，４

００

３０

１，７

００ 

３４

７，２

００

３６

８，６

００

４６

２，０

００

５０

９，３

００

５ １９

５，６

００

２３

８，１

００

２６

２，８

００

３０

３，６

００ 

３４

９，０

００

３７

１，２

００

４６

４，７

００

５１

２，１

００

６ １９

７，６

２４

０，２

２６

４，４

３０

５，４

３５

０，９

３７

３，６

４６

６，９

５１

４，８
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００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００

７ １８

３，５

００ 

２２

５，０

００

２５

２，２

００

２９

４，６

００ 

３４

０，１

００

３６

３，３

００

４５

６，５

００ 

５０

４，５

００

８ １８

５，１

００ 

２２

７，３

００

２５

４，０

００

２９

６，４

００ 

３４

２，０

００

３６

６，０

００

４５

８，７

００ 

５０

７，４

００

９ １８

６，６

００ 

２２

９，６

００

２５

５，８

００

２９

８，２

００ 

３４

３，９

００

３６

８，５

００

４６

１，１

００ 

５１

０，２

００

１０ １８

８，３

００ 

２３

１，６

００

２５

７，１

００

２９

９，６

００ 

３４

５，８

００

３７

０，９

００

４６

３，３

００ 

５１

２，９

００

１１ １８

９，７

００ 

２３

３，７

００

２５

８，６

００

３０

１，０

００ 

３４

７，７

００

３７

３，３

００

４６

５，７

００ 

５１

５，７

００

１２ １９

１，１

００ 

２３

６，０

００

２６

０，２

００

３０

２，５

００ 

３４

９，６

００

３７

５，８

００

４６

７，９

００ 

５１

８，５

００

１３ １９

２，６

００ 

２３

８，１

００

２６

１，９

００

３０

４，４

００ 

３５

１，５

００

３７

８，２

００

４７

０，０

００ 

５２

１，２

００

１４ １９ ２３ ２６ ３０ ３５ ３８ ４７ ５２

００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００

７ １９

９，６

００

２４

２，５

００

２６

６，０

００

３０

７，２

００ 

３５

２，８

００

３７

６，２

００

４６

９，１

００

５１

７，６

００

８ ２０

１，７

００

２４

４，７

００

２６

７，６

００

３０

９，０

００ 

３５

４，７

００

３７

８，８

００

４７

１，２

００

５２

０，４

００

９ ２０

３，７

００

２４

６，９

００

２６

９，２

００

３１

０，９

００ 

３５

６，６

００

３８

１，３

００

４７

３，５

００

５２

３，１

００

１０ ２０

５，９

００

２４

８，８

００

２７

０，５

００

３１

２，３

００ 

３５

８，４

００

３８

３，６

００

４７

５，７

００

５２

５，７

００

１１ ２０

７，８

００

２５

０，８

００

２７

１，９

００

３１

３，７

００ 

３６

０，３

００

３８

６，０

００

４７

８，０

００

５２

８，４

００

１２ ２０

９，７

００

２５

３，０

００

２７

３，５

００

３１

５，２

００ 

３６

２，２

００

３８

８，５

００

４８

０，１

００

５３

１，１

００

１３ ２１

１，７

００

２５

５，０

００

２７

５，２

００

３１

７，１

００ 

３６

４，１

００

３９

０，８

００

４８

２，１

００

５３

３，７

００

１４ ２１ ２５ ２７ ３１ ３６ ３９ ４８ ５３
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４，８

００ 

９，７

００

３，６

００

６，１

００ 

３，４

００

０，３

００

２，４

００ 

３，９

００

１５ １９

７，０

００ 

２４

１，４

００

２６

５，３

００

３０

７，６

００ 

３５

５，４

００

３８

２，６

００

４７

４，６

００ 

５２

６，７

００

１６ １９

９，１

００ 

２４

３，１

００

２６

７，２

００

３０

９，４

００ 

３５

７，４

００

３８

４，９

００

４７

７，０

００ 

５２

９，４

００

１７ ２０

１，２

００ 

２４

４，６

００

２６

８，５

００

３１

１，２

００ 

３５

９，３

００

３８

７，３

００

４７

９，０

００ 

５３

２，１

００

１８ ２０

３，４

００ 

２４

６，３

００

２７

０，３

００

３１

２，８

００ 

３６

１，２

００

３８

９，５

００

４８

０，９

００ 

５３

５，０

００

１９ ２０

５，６

００ 

２４

８，０

００

２７

１，９

００

３１

３，９

００ 

３６

３，２

００

３９

１，７

００

４８

２，９

００ 

５３

７，９

００

２０ ２０

７，８

００ 

２４

９，７

００

２７

３，５

００

３１

４，８

００ 

３６

５，２

００

３９

４，１

００

４８

４，７

００ 

５４

０，９

００

２１ ２１

０，０

００ 

２５

１，４

００

２７

４，９

００

３１

６，４

００ 

３６

７，２

００

３９

６，３

００

４８

６，４

００ 

５４

３，８

００

３，７

００

６，５

００

６，７

００

８，８

００ 

６，０

００

２，９

００

４，４

００

６，３

００

１５ ２１

５，８

００

２５

８，１

００

２７

８，３

００

３２

０，３

００ 

３６

８，０

００

３９

５，１

００

４８

６，６

００

５３

９，０

００

１６ ２１

７，８

００

２５

９，７

００

２８

０，１

００

３２

２，１

００ 

３７

０，０

００

３９

７，３

００

４８

８，９

００

５４

１，６

００

１７ ２１

９，９

００

２６

１，１

００

２８

１，３

００

３２

４，０

００ 

３７

１，９

００

３９

９，６

００

４９

０，８

００

５４

４，２

００

１８ ２２

２，１

００

２６

２，７

００

２８

２，９

００

３２

５，６

００ 

３７

３，８

００

４０

１，８

００

４９

２，６

００

５４

７，０

００

１９ ２２

４，３

００

２６

４，３

００

２８

４，４

００

３２

６，７

００ 

３７

５，８

００

４０

４，０

００

４９

４，５

００

５４

９，８

００

２０ ２２

６，５

００

２６

５，９

００

２８

５，９

００

３２

７，６

００ 

３７

７，８

００

４０

６，３

００

４９

６，３

００

５５

２，７

００

２１ ２２

８，７

００

２６

７，５

００

２８

７，２

００

３２

９，１

００ 

３７

９，８

００

４０

８，４

００

４９

７，９

００

５５

５，４

００
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２２ ２１

２，１

００ 

２５

２，７

００

２７

６，３

００

３１

７，５

００ 

３６

９，２

００

３９

８，３

００

４８

８，３

００ 

５４

６，１

００

２３ ２１

４，０

００ 

２５

４，２

００

２７

７，５

００

３１

９，０

００ 

３７

０，９

００

４０

０，３

００

４９

０，１

００ 

５４

８，６

００

２４ ２１

６，２

００ 

２５

５，８

００

２７

８，８

００

３２

０，６

００ 

３７

２，５

００

４０

２，３

００

４９

２，０

００ 

５５

１，１

００

２５ ２１

８，４

００ 

２５

７，６

００

２７

９，９

００

３２

２，０

００ 

３７

４，３

００

４０

４，２

００

４９

３，７

００ 

５５

３，５

００

２６ ２２

０，６

００ 

２５

９，０

００

２８

１，３

００

３２

３，８

００ 

３７

６，１

００

４０

６，１

００

４９

５，６

００ 

５５

５，８

００

２７ ２２

３，０

００ 

２６

０，５

００

２８

２，４

００

３２

５，５

００ 

３７

７，７

００

４０

８，０

００

４９

７，５

００ 

５５

８，３

００

２８ ２２

５，３

００ 

２６

２，１

００

２８

３，５

００

３２

７，２

００ 

３７

９，５

００

４０

９，９

００

４９

９，４

００ 

５６

０，８

００

２９ ２２

７，６

２６

３，２

２８

４，３

３２

８，７

３８

１，２

４１

１，７

５０

１，１

５６

３，２

２２ ２３

０，６

００

２６

８，７

００

２８

８，５

００

３３

０，２

００ 

３８

１，８

００

４１

０，４

００

４９

９，６

００

５５

７，６

００

２３ ２３

２，５

００

２７

０，１

００

２８

９，６

００

３３

１，７

００ 

３８

３，４

００

４１

２，４

００

５０

１，３

００

５６

０，０

００

２４ ２３

４，７

００

２７

１，６

００

２９

０，８

００

３３

３，３

００ 

３８

４，９

００

４１

４，４

００

５０

３，１

００

５６

２，３

００

２５ ２３

６，８

００

２７

３，３

００

２９

１，９

００

３３

４，７

００ 

３８

６，７

００

４１

６，２

００

５０

４，８

００

５６

４，７

００

２６ ２３

８，９

００

２７

４，６

００

２９

３，３

００

３３

６，５

００ 

３８

８，５

００

４１

８，０

００

５０

６，７

００

５６

６，９

００

２７ ２４

１，２

００

２７

６，０

００

２９

４，４

００

３３

８，１

００ 

３９

０，０

００

４１

９，９

００

５０

８，５

００

５６

９，３

００

２８ ２４

３，５

００

２７

７，５

００

２９

５，５

００

３３

９，８

００ 

３９

１，８

００

４２

１，８

００

５１

０，３

００

５７

１，７

００

２９ ２４
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５９ ２８

８，８

００

３０

８，４

００

３３

２，４

００

３８

９，８

００ 

４３

５，５

００

４６

３，７

００

  

６０ ２８ ３０ ３３ ３９ ４３ ４６  
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４，１

００ 

８，７

００

２，３

００

９，１

００ 

５，６

００

４，５

００

６１ ２７

４，９

００ 

３０

０，０

００

３２

３，４

００

３８

０，７

００ 

４２

６，６

００

４５

５，３

００

  

６２ ２７

５，９

００ 

３０

１，５

００

３２

４，５

００

３８

２，１

００ 

４２

７，５

００

４５

６，１

００

  

６３ ２７

６，８

００ 

３０

２，６

００

３２

６，１

００

３８

３，７

００ 

４２

８，４

００

４５

６，８

００

  

６４ ２７

７，６

００ 

３０

４，２

００

３２

７，６

００

３８

４，９

００ 

４２

９，２

００

４５

７，６

００

  

６５ ２７

８，７

００ 

３０

５，４

００

３２

８，９

００

３８

６，２

００ 

４３

０，２

００

４５

８，４

００

  

６６ ２７

９，８

００ 

３０

６，３

００

３３

０，３

００

３８

７，５

００ 

４３

１，２

００

４５

９，２

００

  

６７ ２８

０，６

００ 

３０

７，６

００

３３

１，５

００

３８

９，０

００ 

４３

２，１

００

４５

９，６

００

  

９，６

００

９，７

００

４，１

００

１，３

００ 

６，６

００

４，５

００

６１ ２９

０，３

００

３１

０，９

００

３３

５，２

００

３９

２，９

００ 

４３

７，５

００

４６

５，３

００

  

６２ ２９

１，２

００

３１

２，３

００

３３

６，３

００

３９

４，２

００ 

４３

８，３

００

４６

６，１

００

  

６３ ２９

２，０

００

３１

３，４

００

３３

７，９

００

３９

５，８

００ 

４３

９，１

００

４６

６，８

００

  

６４ ２９

２，７

００

３１

４，９

００

３３

９，３

００

３９

７，０

００ 

４３

９，８

００

４６

７，６

００

  

６５ ２９

３，７

００

３１

６，１

００

３４

０，６

００

３９

８，３

００ 

４４

０，７

００

４６

８，４

００

  

６６ ２９

４，７

００

３１

７，０

００

３４

２，０

００

３９

９，５

００ 

４４

１，６

００

４６

９，２

００

  

６７ ２９

５，３

００

３１

８，２

００

３４

３，２

００

４０

１，０

００ 

４４

２，４

００

４６

９，６

００
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６８ ２８

１，４

００ 

３０

８，９

００

３３

２，７

００

３９

０，４

００ 

４３

２，９

００

４６

０，５

００

  

６９ ２８

２，３

００ 

３１

０，４

００

３３

３，９

００

３９

１，７

００ 

４３

３，８

００

４６

１，０

００

  

７０ ２８

３，１

００ 

３１

１，８

００

３３

５，３

００

３９

３，０

００ 

４３

４，４

００

４６

１，４

００

  

７１ ２８

３，９

００ 

３１

３，２

００

３３

６，４

００

３９

４，１

００ 

４３

５，１

００

４６

１，７

００

  

７２ ２８

４，７

００ 

３１

４，６

００

３３

７，７

００

３９

５，４

００ 

４３

５，８

００

４６

２，１

００

  

７３ ２８

５，６

００ 

３１

５，７

００

３３

８，７

００

３９

６，２

００ 

４３

６，３

００

４６

２，３

００

  

７４ ２８

６，６

００ 

３１

６，７

００

３４

０，１

００

３９

６，９

００ 

４３

６，９

００

４６

２，５

００

  

７５ ２８

７，５

３１

７，９

３４

１，４

３９

８，０

４３

７，６

４６

２，９

  

６８ ２９

５，９

００

３１

９，５

００

３４

４，４

００

４０

２，４

００ 

４４

３，１

００

４７

０，４

００

  

６９ ２９

６，７

００

３２

０，９

００

３４

５，６

００

４０

３，７

００ 

４４

３，９

００

４７

０，９

００

  

７０ ２９

７，４

００

３２

２，３

００

３４

７，０

００

４０

４，９

００ 

４４

４，４

００

４７

１，３

００

  

７１ ２９

８，１

００

３２

３，６

００

３４

８，１

００

４０

６，０

００ 

４４

５，０

００

４７

１，６

００

  

７２ ２９

８，８

００

３２

５，０

００

３４

９，３

００

４０

７，２

００ 

４４

５，６

００

４７

２，０

００

  

７３ ２９

９，６

００

３２

６，１

００

３５

０，３

００

４０

８，０

００ 

４４

６，０

００

４７

２，２

００

  

７４ ３０

０，５

００

３２

７，１

００

３５

１，７

００

４０

８，５

００ 

４４

６，５

００

４７

２，４

００

  

７５ ３０

１，３

３２

８，３

３５

３，０

４０

９，７

４４

７，２

４７

２，８
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００ ００ ００ ００ ００ ００

７６ ２８

８，３

００ 

３１

９，３

００

３４

２，８

００

３９

９，１

００ 

４３

８，１

００

４６

３，１

００

  

７７ ２８

９，３

００ 

３２

０，３

００

３４

４，３

００

４０

０，２

００ 

４３

８，８

００

４６

３，４

００

  

７８ ２９

０，３

００ 

３２

１，３

００

３４

５，９

００

４０

１，２

００ 

４３

９，２

００

   

７９ ２９

１，３

００ 

３２

２，３

００

３４

７，５

００

４０

２，２

００ 

４３

９，６

００

   

８０ ２９

２，２

００ 

３２

３，５

００

３４

８，９

００

４０

３，２

００ 

４４

０，０

００

   

８１ ２９

３，０

００ 

３２

４，４

００

３５

０，６

００

４０

４，３

００ 

４４

０，５

００

   

８２ ２９

４，０

００ 

３２

５，５

００

３５

２，１

００

４０

５，１

００ 

４４

０，９

００

   

８３ ２９ ３２ ３５ ４０ ４４   

００ ００ ００ ００ ００ ００

７６ ３０

２，０

００

３２

９，６

００

３５

４，４

００

４１

０，６

００ 

４４

７，７

００

４７

３，０

００

  

７７ ３０

２，９

００

３３

０，６

００

３５

５，９

００

４１

１，８

００ 

４４

８，４

００

４７

３，３

００

  

７８ ３０

３，８

００

３３

１，６

００

３５

７，５

００

４１

２，６

００ 

４４

８，８

００

   

７９ ３０

４，７

００

３３

２，６

００

３５

９，１

００

４１

３，５

００ 

４４

９，２

００

   

８０ ３０

５，６

００

３３

３，７

００

３６

０，５

００

４１

４，４

００ 

４４

９，６

００

   

８１ ３０

６，４

００

３３

４，６

００

３６

２，１

００

４１

５，４

００ 

４５

０，１

００

   

８２ ３０

７，３

００

３３

５，７

００

３６

３，６

００

４１

６，２

００ 

４５

０，５

００

   

８３ ３０ ３３ ３６ ４１ ４５   
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４，８

００ 

６，４

００

３，５

００

５，９

００ 

１，３

００

８４ ２９

５，８

００ 

３２

７，７

００

３５

５，０

００

４０

６，８

００ 

４４

１，７

００

   

８５ ２９

６，８

００ 

３２

８，９

００

３５

６，３

００

４０

７，５

００ 

４４

２，０

００

   

８６ ２９

７，７

００ 

３３

０，１

００

３５

７，６

００

４０

８，４

００ 

４４

２，３

００

   

８７ ２９

８，８

００ 

３３

１，２

００

３５

９，０

００

４０

９，２

００ 

４４

２，４

００

   

８８ ２９

９，６

００ 

３３

２，５

００

３６

０，４

００

４１

０，１

００ 

４４

２，６

００

   

８９ ３０

０，４

００ 

３３

３，９

００

３６

１，６

００

４１

１，０

００ 

４４

２，８

００

   

９０ ３０

１，３

００ 

３３

５，２

００

３６

２，９

００

４１

１，４

００ 

４４

３，０

００

   

８，０

００

６，６

００

４，９

００

６，８

００ 

０，９

００

８４ ３０

８，９

００

３３

７，８

００

３６

６，４

００

４１

７，６

００ 

４５

１，３

００

   

８５ ３０

９，８

００

３３

９，０

００

３６

７，６

００

４１

８，２

００ 

４５

１，６

００

   

８６ ３１

０，６

００

３４

０，２

００

３６

８，９

００

４１

９，０

００ 

４５

１，９

００

   

８７ ３１

１，６

００

３４

１，３

００

３７

０，２

００

４１

９，７

００ 

４５

２，０

００

   

８８ ３１

２，３

００

３４

２，５

００

３７

１，６

００

４２

０，５

００ 

４５

２，２

００

   

８９ ３１

３，０

００

３４

３，９

００

３７

２，７

００

４２

１，３

００ 

４５

２，４

００

   

９０ ３１

３，８

００

３４

５，１

００

３７

３，９

００

４２

１，６

００ 

４５

２，６

００
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９１ ３０

２，２

００ 

３３

６，５

００

３６

４，１

００

４１

２，０

００ 

４４

３，３

００

   

９２ ３０

２，９

００ 

３３

８，０

００

３６

５，３

００

４１

２，６

００ 

４４

３，５

００

   

９３ ３０

３，８

００ 

３３

９，２

００

３６

６，５

００

４１

３，０

００ 

４４

３，７

００

   

９４ ３０

４，６

００ 

３４

０，４

００

３６

７，８

００

４１

３，６

００ 

    

９５ ３０

５，７

００ 

３４

１，５

００

３６

９，２

００

４１

４，１

００ 

    

９６ ３０

６，６

００ 

３４

２，５

００

３７

０，２

００

４１

４，７

００ 

    

９７ ３０

７，７

００ 

３４

３，９

００

３７

１，４

００

４１

５，３

００ 

    

９８ ３０

８，５

３４

５，３

３７

２，５

４１

５，７

    

９１ ３１

４，６

００

３４

６，４

００

３７

５，０

００

４２

２，１

００ 

４５

２，９

００

   

９２ ３１

５，２

００

３４

７，８

００

３７

６，１

００

４２

２，６

００ 

４５

３，１

００

   

９３ ３１

６，０

００

３４

９，０

００

３７

７，２

００

４２

２，９

００ 

４５

３，３

００

   

９４ ３１

６，６

００

３５

０，１

００

３７

８，４

００

４２

３，４

００ 

    

９５ ３１

７，５

００

３５

１，２

００

３７

９，７

００

４２

３，９

００ 

    

９６ ３１

８，２

００

３５

２，１

００

３８

０，６

００

４２

４，５

００ 

    

９７ ３１

９，１

００

３５

３，５

００

３８

１，７

００

４２

５，０

００ 

    

９８ ３１

９，７

３５

４，８

３８

２，７

４２

５，３

    



- 77 - 

００ ００ ００ ００ 

９９ ３０

９，５

００ 

３４

６，６

００

３７

３，６

００

４１

６，１

００ 

    

１００ ３１

０，３

００ 

３４

７，８

００

３７

４，６

００

４１

６，４

００ 

    

１０１ ３１

１，３

００ 

３４

８，９

００

３７

５，８

００

４１

６，７

００ 

    

１０２ ３１

２，１

００ 

３４

９，８

００

３７

６，９

００

４１

７，１

００ 

    

１０３ ３１

３，０

００ 

３５

０，８

００

３７

７，９

００

４１

７，５

００ 

    

１０４ ３１

３，８

００ 

３５

２，０

００

３７

８，８

００

４１

７，９

００ 

    

１０５ ３１

４，６

００ 

３５

３，２

００

３７

９，９

００

４１

８，１

００ 

    

１０６ ３１ ３５ ３８ ４１    

００ ００ ００ ００ 

９９ ３２

０，５

００

３５

６，１

００

３８

３，７

００

４２

５，６

００ 

    

１００ ３２

１，１

００

３５

７，３

００

３８

４，６

００

４２

５，８

００ 

    

１０１ ３２

１，９

００

３５

８，４

００

３８

５，７

００

４２

６，０

００ 

    

１０２ ３２

２，５

００

３５

９，２

００

３８

６，７

００

４２

６，４

００ 

    

１０３ ３２

３，２

００

３６

０，２

００

３８

７，６

００

４２

６，８

００ 

    

１０４ ３２

３，８

００

３６

１，３

００

３８

８，４

００

４２

７，２

００ 

    

１０５ ３２

４，４

００

３６

２，５

００

３８

９，４

００

４２

７，４

００ 

    

１０６ ３２ ３６ ３８ ４２    
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５，４

００ 

４，０

００

０，２

００

８，４

００ 

１０７ ３１

６，４

００ 

３５

５，１

００

３８

０，７

００

４１

８，７

００ 

    

１０８ ３１

７，３

００ 

３５

６，１

００

３８

１，４

００

４１

９，０

００ 

    

１０９ ３１

８，１

００ 

３５

７，１

００

３８

２，１

００

４１

９，３

００ 

    

１１０ ３１

８，９

００ 

３５

７，９

００

３８

２，６

００

４１

９，５

００ 

    

１１１ ３１

９，８

００ 

３５

８，５

００

３８

３，２

００

４１

９，８

００ 

    

１１２ ３２

０，８

００ 

３５

９，５

００

３８

３，８

００

４２

０，１

００ 

    

１１３ ３２

１，６

００ 

３６

０，５

００

３８

４，２

００

４２

０，４

００ 

    

５，０

００

３，２

００

９，６

００

７，７

００ 

１０７ ３２

５，８

００

３６

４，３

００

３９

０，１

００

４２

８，０

００ 

    

１０８ ３２

６，５

００

３６

５，２

００

３９

０，８

００

４２

８，３

００ 

    

１０９ ３２

７，１

００

３６

６，２

００

３９

１，５

００

４２

８，６

００ 

    

１１０ ３２

７，７

００

３６

６，９

００

３９

２，０

００

４２

８，８

００ 

    

１１１ ３２

８，４

００

３６

７，５

００

３９

２，６

００

４２

９，１

００ 

    

１１２ ３２

９，２

００

３６

８，４

００

３９

３，１

００

４２

９，４

００ 

    

１１３ ３２

９，８

００

３６

９，４

００

３９

３，５

００

４２

９，７

００ 
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１１４ ３２

２，５

００ 

３６

１，３

００

３８

４，７

００

４２

０，７

００ 

    

１１５ ３２

３，５

００ 

３６

２，２

００

３８

５，３

００

４２

０，９

００ 

    

１１６ ３２

４，４

００ 

３６

３，２

００

３８

５，９

００

４２

１，２

００ 

    

１１７ ３２

５，３

００ 

３６

４，１

００

３８

６，３

００

４２

１，３

００ 

    

１１８ ３２

６，０

００ 

３６

４，５

００

３８

６，９

００

４２

１，６

００ 

    

１１９ ３２

６，７

００ 

３６

４，９

００

３８

７，４

００

４２

１，９

００ 

    

１２０ ３２

７，３

００ 

３６

５，４

００

３８

８，０

００

４２

２，１

００ 

    

１２１ ３２

７，８

３６

５，８

３８

８，２

４２

２，４

    

１１４ ３３

０，５

００

３７

０，２

００

３９

４，０

００

４３

０，０

００ 

    

１１５ ３３

１，５

００

３７

１，１

００

３９

４，６

００

４３

０，２

００ 

    

１１６ ３３

２，４

００

３７

２，１

００

３９

５，１

００

４３

０，５

００ 

    

１１７ ３３

３，３

００

３７

３，０

００

３９

５，５

００

４３

０，６

００ 

    

１１８ ３３

４，０

００

３７

３，４

００

３９

６，０

００

４３

０，９

００ 

    

１１９ ３３

４，７

００

３７

３，８

００

３９

６，５

００

４３

１，２

００ 

    

１２０ ３３

５，３

００

３７

４，３

００

３９

７，１

００

４３

１，４

００ 

    

１２１ ３３

５，８

３７

４，７

３９

７，３

４３

１，７
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００ ００ ００ ００ 

１２２ ３２

８，５

００ 

３６

６，３

００

３８

８，８

００

４２

２，７

００ 

    

１２３ ３２

９，２

００ 

３６

６，６

００

３８

９，５

００

４２

３，０

００ 

    

１２４ ３２

９，８

００ 

３６

６，９

００

３９

０，１

００

４２

３，３

００ 

    

１２５ ３３

０，７

００ 

３６

７，１

００

３９

０，６

００

４２

３，６

００ 

    

１２６ ３３

１，４

００ 

３６

７，３

００

３９

１，０

００

     

１２７ ３３

２，２

００ 

３６

７，５

００

３９

１，５

００

     

１２８ ３３

３，０

００ 

３６

７，８

００

３９

２，０

００

     

１２９ ３３ ３６ ３９     

００ ００ ００ ００ 

１２２ ３３

６，５

００

３７

５，２

００

３９

７，９

００

４３

２，０

００ 

    

１２３ ３３

７，２

００

３７

５，５

００

３９

８，６

００

４３

２，３

００ 

    

１２４ ３３

７，８

００

３７

５，８

００

３９

９，２

００

４３

２，６

００ 

    

１２５ ３３

８，７

００

３７

６，０

００

３９

９，７

００

４３

２，９

００ 

    

１２６ ３３

９，４

００

３７

６，２

００

４０

０，１

００

     

１２７ ３４

０，２

００

３７

６，４

００

４０

０，５

００

     

１２８ ３４

１，０

００

３７

６，７

００

４０

１，０

００

     

１２９ ３４ ３７ ４０     
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３，６

００ 

８，１

００

２，３

００

１３０ ３３

４，４

００ 

３６

８，５

００

３９

２，７

００

     

１３１ ３３

５，１

００ 

３６

８，９

００

３９

３，２

００

     

１３２ ３３

５，９

００ 

３６

９，３

００

３９

３，７

００

     

１３３ ３３

６，５

００ 

３６

９，７

００

３９

３，９

００

     

１３４ ３３

６，８

００ 

３７

０，２

００

３９

４，４

００

     

１３５ ３３

７，３

００ 

３７

０，５

００

３９

４，９

００

     

１３６ ３３

７，８

００ 

３７

０，８

００

３９

５，３

００

     

１，６

００

７，０

００

１，３

００

１３０ ３４

２，４

００

３７

７，４

００

４０

１，７

００

     

１３１ ３４

３，１

００

３７

７，８

００

４０

２，２

００

     

１３２ ３４

３，９

００

３７

８，２

００

４０

２，７

００

     

１３３ ３４

４，５

００

３７

８，６

００

４０

２，９

００

     

１３４ ３４

４，８

００

３７

９，１

００

４０

３，４

００

     

１３５ ３４

５，３

００

３７

９，４

００

４０

３，９

００

     

１３６ ３４

５，８

００

３７

９，７

００

４０

４，３

００
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１３７ ３３

８，１

００ 

３７

１，０

００

３９

５，６

００

     

１３８  ３７

１，２

００

３９

６，１

００

     

１３９  ３７

１，５

００

３９

６，６

００

     

１４０  ３７

１，９

００

３９

７，１

００

     

１４１  ３７

２，１

００

３９

７，４

００

     

１４２  ３７

２，６

００

      

１４３  ３７

３，１

００

      

１４４  ３７

３，５

      

１３７ ３４

６，１

００

３７

９，９

００

４０

４，６

００

     

１３８  ３８

０，１

００

４０

５，１

００

     

１３９  ３８

０，４

００

４０

５，６

００

     

１４０  ３８

０，８

００

４０

６，１

００

     

１４１  ３８

１，０

００

４０

６，４

００

     

１４２  ３８

１，５

００

      

１４３  ３８

２，０

００

      

１４４  ３８

２，４
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００

１４５  ３７

３，８

００

      

 

００

１４５  ３８

２，７

００

      

 

備考 この表は、消防吏員に適用する。 備考 この表は、消防吏員に適用する。 

別表第４（第４条関係） 別表第４（第４条関係） 

保育職給料表 保育職給料表 

（単位 円） （単位 円） 

 職務の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

１ １８４，２

００

２４４，６

００

２６８，４

００

３２７，８

００

３４７，８

００ 

２ １８５，８

００

２４６，４

００

２７０，１

００

３２９，７

００

３５０，４

００ 

３ １８７，４

００

２４８，１

００

２７１，９

００

３３１，８

００

３５３，０

００ 

４ １８９，１

００

２４９，９

００

２７３，７

００

３３３，７

００

３５５，７

００ 

５ １９０，８

００

２５１，８

００

２７５，５

００

３３５，５

００

３５８，３

００ 

６ １９２，７２５３，９２７７，３３３７，６ ３６０，７

 職務の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

１ ２０２，２

００

２５９，４

００

２８０，２

００

３４０，２

００

３６０，９

００

２ ２０３，９

００

２６１，１

００

２８１，９

００

３４２，１

００

３６３，５

００

３ ２０５，６

００

２６２，７

００

２８３，７

００

３４４，２

００

３６６，０

００

４ ２０７，４

００

２６４，３

００

２８５，５

００

３４６，１

００

３６８，６

００

５ ２０９，２

００

２６６，０

００

２８７，４

００

３４７，９

００

３７１，２

００

６ ２１１，２２６７，８２８９，２３５０，０ ３７３，６



- 84 - 

 

００ ００ ００ ００ ００ 

７ １９４，７

００

２５５，６

００

２７９，１

００

３３９，６

００

３６３，３

００ 

８ １９６，８

００

２５７，３

００

２８０，９

００

３４１，７

００

３６６，０

００ 

９ １９８，８

００

２５９，０

００

２８２，６

００

３４３，２

００

３６８，５

００ 

１０ ２００，９

００

２６０，５

００

２８４，２

００

３４５，１

００

３７０，９

００ 

１１ ２０２，９

００

２６１，９

００

２８６，０

００

３４６，９

００

３７３，３

００ 

１２ ２０５，０

００

２６３，４

００

２８７，７

００

３４８，９

００

３７５，８

００ 

１３ ２０７，２

００

２６５，２

００

２８９，５

００

３５０，９

００

３７８，２

００ 

１４ ２０９，４

００

２６６，７

００

２９１，３

００

３５２，６

００

３８０，３

００ 

１５ ２１１，６

００

２６８，１

００

２９３，２

００

３５４，４

００

３８２，６

００ 

１６ ２１３，９

００

２６９，６

００

２９５，１

００

３５６，１

００

３８４，９

００ 

１７ ２１６，１

００

２７１，２

００

２９７，０

００

３５７，８

００

３８７，３

００ 

００ ００ ００ ００ ００

７ ２１３，３

００

２６９，４

００

２９１，０

００

３５２，０

００

３７６，２

００

８ ２１５，５

００

２７０，９

００

２９２，８

００

３５４，１

００

３７８，８

００

９ ２１７，６

００

２７２，４

００

２９４，６

００

３５５，６

００

３８１，３

００

１０ ２１９，８

００

２７３，７

００

２９６，２

００

３５７，５

００

３８３，６

００

１１ ２２１，９

００

２７４，９

００

２９８，０

００

３５９，３

００

３８６，０

００

１２ ２２４，０

００

２７６，２

００

２９９，７

００

３６１，３

００

３８８，５

００

１３ ２２６，３

００

２７７，７

００

３０１，６

００

３６３，３

００

３９０，８

００

１４ ２２８，５

００

２７９，０

００

３０３，４

００

３６５，０

００

３９２，９

００

１５ ２３０，８

００

２８０，３

００

３０５，３

００

３６６，８

００

３９５，１

００

１６ ２３３，１

００

２８１，６

００

３０７，２

００

３６８，５

００

３９７，３

００

１７ ２３５，３

００

２８３，０

００

３０９，２

００

３７０，１

００

３９９，６

００
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１８ ２１７，９

００

２７２，８

００

２９８，５

００

３５９，３

００

３８９，５

００ 

１９ ２１９，７

００

２７４，３

００

３００，１

００

３６１，０

００

３９１，７

００ 

２０ ２２１，５

００

２７５，９

００

３０１，６

００

３６２，７

００

３９４，１

００ 

２１ ２２３，３

００

２７７，５

００

３０３，１

００

３６４，３

００

３９６，３

００ 

２２ ２２５，１

００

２７８，９

００

３０４，９

００

３６５，８

００

３９８，３

００ 

２３ ２２７，０

００

２８０，３

００

３０６，７

００

３６７，２

００

４００，３

００ 

２４ ２２８，９

００

２８１，８

００

３０８，７

００

３６８，７

００

４０２，３

００ 

２５ ２３０，９

００

２８３，４

００

３１０，４

００

３７０，２

００

４０４，２

００ 

２６ ２３２，７

００

２８４，８

００

３１２，２

００

３７１，６

００

４０６，１

００ 

２７ ２３４，６

００

２８６，２

００

３１４，０

００

３７３，１

００

４０８，０

００ 

２８ ２３６，５

００

２８７，８

００

３１５，９

００

３７４，５

００

４０９，９

００ 

２９ ２３８，２２８９，３３１７，７３７５，７ ４１１，７

１８ ２３７，０

００

２８４，５

００

３１０，７

００

３７１，６

００

４０１，８

００

１９ ２３８，７

００

２８６，０

００

３１２，３

００

３７３，３

００

４０４，０

００

２０ ２４０，４

００

２８７，５

００

３１３，８

００

３７４，９

００

４０６，３

００

２１ ２４２，１

００

２８９，１

００

３１５，３

００

３７６，４

００

４０８，４

００

２２ ２４３，８

００

２９０，５

００

３１７，１

００

３７７，９

００

４１０，４

００

２３ ２４５，６

００

２９１，９

００

３１８，９

００

３７９，３

００

４１２，４

００

２４ ２４７，５

００

２９３，３

００

３２０，９

００

３８０，７

００

４１４，４

００

２５ ２４９，４

００

２９４，９

００

３２２，６

００

３８２，２

００

４１６，２

００

２６ ２５１，０

００

２９６，３

００

３２４，４

００

３８３，６

００

４１８，０

００

２７ ２５２，７

００

２９７，７

００

３２６，２

００

３８５，１

００

４１９，９

００

２８ ２５４，４

００

２９９，２

００

３２８，１

００

３８６，５

００

４２１，８

００

２９ ２５５，９３００，７３２９，８３８７，７ ４２３，６



- 86 - 

 

００ ００ ００ ００ ００ 

３０ ２４０，０

００

２９１，０

００

３１９，５

００

３７７，２

００

４１３，６

００ 

３１ ２４１，７

００

２９２，４

００

３２１，５

００

３７８，７

００

４１５，６

００ 

３２ ２４３，５

００

２９３，９

００

３２３，４

００

３８０，１

００

４１７，３

００ 

３３ ２４５，４

００

２９５，８

００

３２５，１

００

３８１，５

００

４１９，２

００ 

３４ ２４７，５

００

２９７，５

００

３２７，１

００

３８３，０

００

４２１，０

００ 

３５ ２４９，２

００

２９９，１

００

３２８，９

００

３８４，５

００

４２２，６

００ 

３６ ２５０，９

００

３００，８

００

３３０，８

００

３８６，０

００

４２４，３

００ 

３７ ２５２，７

００

３０２，３

００

３３２，４

００

３８７，５

００

４２６，０

００ 

３８ ２５４，４

００

３０３，９

００

３３４，１

００

３８９，１

００

４２７，７

００ 

３９ ２５６，１

００

３０５，４

００

３３５，９

００

３９０，７

００

４２９，４

００ 

４０ ２５７，７

００

３０６，８

００

３３７，７

００

３９２，２

００

４３１，０

００ 

００ ００ ００ ００ ００

３０ ２５７，５

００

３０２，３

００

３３１，６

００

３８９，２

００

４２５，５

００

３１ ２５９，０

００

３０３，７

００

３３３，６

００

３９０，７

００

４２７，４

００

３２ ２６０，６

００

３０５，２

００

３３５，５

００

３９２，１

００

４２９，１

００

３３ ２６２，３

００

３０７，０

００

３３７，２

００

３９３，４

００

４３０，９

００

３４ ２６４，２

００

３０８，７

００

３３９，２

００

３９４，９

００

４３２，６

００

３５ ２６５，７

００

３１０，３

００

３４１，０

００

３９６，４

００

４３４，２

００

３６ ２６７，２

００

３１１，９

００

３４２，９

００

３９７，９

００

４３５，８

００

３７ ２６８，８

００

３１３，４

００

３４４，５

００

３９９，４

００

４３７，４

００

３８ ２７０，３

００

３１５，０

００

３４６，１

００

４００，９

００

４３９，０

００

３９ ２７１，８

００

３１６，５

００

３４７，９

００

４０２，５

００

４４０，６

００

４０ ２７３，２

００

３１７，９

００

３４９，７

００

４０３，９

００

４４２，１

００
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４１ ２５９，６

００

３０８，５

００

３３９，５

００

３９３，６

００

４３２，６

００ 

４２ ２６１，２

００

３１０，２

００

３４１，１

００

３９４，９

００

４３４，３

００ 

４３ ２６２，７

００

３１１，６

００

３４２，６

００

３９６，２

００

４３５，８

００ 

４４ ２６４，３

００

３１３，３

００

３４４，２

００

３９７，６

００

４３７，３

００ 

４５ ２６６，０

００

３１５，１

００

３４５，７

００

３９８，９

００

４３８，７

００ 

４６ ２６７，６

００

３１６，８

００

３４７，２

００

４００，３

００

４４０，１

００ 

４７ ２６９，１

００

３１８，４

００

３４８，７

００

４０１，８

００

４４１，５

００ 

４８ ２７０，７

００

３２０，１

００

３５０，２

００

４０３，２

００

４４２，７

００ 

４９ ２７２，４

００

３２１，７

００

３５１，７

００

４０４，５

００

４４４，１

００ 

５０ ２７４，０

００

３２３，２

００

３５３，１

００

４０５，７

００

４４５，２

００ 

５１ ２７５，６

００

３２４，７

００

３５４，４

００

４０６，９

００

４４６，４

００ 

５２ ２７７，２３２６，０３５５，７４０８，１ ４４７，５

４１ ２７４，９

００

３１９，５

００

３５１，５

００

４０５，３

００

４４３，６

００

４２ ２７６，３

００

３２１，２

００

３５３，１

００

４０６，５

００

４４５，２

００

４３ ２７７，６

００

３２２，６

００

３５４，６

００

４０７，８

００

４４６，６

００

４４ ２７９，０

００

３２４，３

００

３５６，２

００

４０９，１

００

４４８，０

００

４５ ２８０，５

００

３２６，１

００

３５７，７

００

４１０，４

００

４４９，３

００

４６ ２８２，０

００

３２７，７

００

３５９，１

００

４１１，７

００

４５０，６

００

４７ ２８３，３

００

３２９，３

００

３６０，６

００

４１３，２

００

４５１，９

００

４８ ２８４，７

００

３３１，０

００

３６２，１

００

４１４，５

００

４５３，１

００

４９ ２８６，２

００

３３２，６

００

３６３，６

００

４１５，８

００

４５４，４

００

５０ ２８７，６

００

３３４，１

００

３６５，０

００

４１６，９

００

４５５，５

００

５１ ２８９，０

００

３３５，５

００

３６６，３

００

４１８，１

００

４５６，６

００

５２ ２９０，４３３６，８３６７，６４１９，２ ４５７，６
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００ ００ ００ ００ ００ 

５３ ２７８，９

００

３２７，０

００

３５７，０

００

４０９，３

００

４４８，５

００ 

５４ ２８０，４

００

３２８，０

００

３５８，３

００

４１０，３

００

４４９，４

００ 

５５ ２８１，８

００

３２９，０

００

３５９，６

００

４１１，１

００

４５０，２

００ 

５６ ２８３，４

００

３３０，１

００

３６０，９

００

４１１，９

００

４５１，１

００ 

５７ ２８４，９

００

３３１，２

００

３６２，２

００

４１２，７

００

４５２，１

００ 

５８ ２８６，４

００

３３２，３

００

３６３，５

００

４１３，５

００

４５２，８

００ 

５９ ２８７，６

００

３３３，４

００

３６４，９

００

４１４，３

００

４５３，７

００ 

６０ ２８８，９

００

３３４，５

００

３６６，４

００

４１５，１

００

４５４，５

００ 

６１ ２９０，４

００

３３５，６

００

３６７，７

００

４１５，９

００

４５５，３

００ 

６２ ２９１，８

００

３３６，７

００

３６９，１

００

４１６，６

００

４５６，１

００ 

６３ ２９３，０

００

３３７，９

００

３７０，６

００

４１７，３

００

４５６，８

００ 

００ ００ ００ ００ ００

５３ ２９２，０

００

３３７，８

００

３６８，９

００

４２０，４

００

４５８，６

００

５４ ２９３，３

００

３３８，８

００

３７０，１

００

４２１，３

００

４５９，５

００

５５ ２９４，５

００

３３９，８

００

３７１，４

００

４２２，０

００

４６０，３

００

５６ ２９５，９

００

３４０，８

００

３７２，７

００

４２２，７

００

４６１，２

００

５７ ２９７，２

００

３４１，９

００

３７４，０

００

４２３，４

００

４６２，１

００

５８ ２９８，５

００

３４３，０

００

３７５，３

００

４２４，１

００

４６２，８

００

５９ ２９９，６

００

３４４，１

００

３７６，７

００

４２４，８

００

４６３，７

００

６０ ３００，８

００

３４５，２

００

３７８，２

００

４２５，５

００

４６４，５

００

６１ ３０２，２

００

３４６，２

００

３７９，５

００

４２６，２

００

４６５，３

００

６２ ３０３，５

００

３４７，３

００

３８０，８

００

４２６，８

００

４６６，１

００

６３ ３０４，６

００

３４８，５

００

３８２，３

００

４２７，４

００

４６６，８

００
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６４ ２９４，１

００

３３９，１

００

３７１，９

００

４１７，８

００

４５７，６

００ 

６５ ２９５，３

００

３４０，２

００

３７３，４

００

４１８，４

００

４５８，４

００ 

６６ ２９６，５

００

３４１，４

００

３７４，７

００

４１８，９

００

４５９，２

００ 

６７ ２９７，７

００

３４２，４

００

３７６，２

００

４１９，５

００

４５９，６

００ 

６８ ２９８，８

００

３４３，４

００

３７７，７

００

４２０，１

００

４６０，５

００ 

６９ ３００，１

００

３４４，３

００

３７９，０

００

４２０，７

００

４６１，０

００ 

７０ ３０１，３

００

３４５，２

００

３８０，３

００

４２０，９

００

４６１，４

００ 

７１ ３０２，３

００

３４６，２

００

３８１，４

００

４２１，２

００

４６１，７

００ 

７２ ３０３，３

００

３４７，０

００

３８２，７

００

４２１，６

００

４６２，１

００ 

７３ ３０４，４

００

３４７，８

００

３８３，９

００

４２１，９

００

４６２，３

００ 

７４ ３０５，４

００

３４８，６

００

３８５，０

００

４２２，１

００

４６２，５

００ 

７５ ３０６，３３４９，４３８６，０４２２，３ ４６２，９

６４ ３０５，６

００

３４９，７

００

３８３，６

００

４２７，９

００

４６７，６

００

６５ ３０６，７

００

３５０，８

００

３８５，１

００

４２８，４

００

４６８，４

００

６６ ３０７，８

００

３５１，９

００

３８６，３

００

４２８，９

００

４６９，２

００

６７ ３０８，９

００

３５２，９

００

３８７，８

００

４２９，４

００

４６９，６

００

６８ ３０９，９

００

３５３，９

００

３８９，３

００

４２９，９

００

４７０，４

００

６９ ３１１，１

００

３５４，８

００

３９０，６

００

４３０，４

００

４７０，９

００

７０ ３１２，２

００

３５５，７

００

３９１，８

００

４３０，６

００

４７１，３

００

７１ ３１３，２

００

３５６，６

００

３９２，９

００

４３０，９

００

４７１，６

００

７２ ３１４，１

００

３５７，４

００

３９４，１

００

４３１，３

００

４７２，０

００

７３ ３１５，１

００

３５８，２

００

３９５，３

００

４３１，５

００

４７２，２

００

７４ ３１６，１

００

３５９，０

００

３９６，３

００

４３１，７

００

４７２，４

００

７５ ３１７，０３５９，８３９７，３４３１，９ ４７２，８
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００ ００ ００ ００ ００ 

７６ ３０７，３

００

３５０，２

００

３８７，１

００

４２２，５

００

４６３，１

００ 

７７ ３０８，２

００

３５１，２

００

３８８，０

００

４２２，７

００

４６３，４

００ 

７８ ３０９，０

００

３５２，０

００

３８９，０

００

４２２，８

００

 

７９ ３０９，８

００

３５２，５

００

３９０，０

００

４２２，９

００

 

８０ ３１０，５

００

３５３，２

００

３９１，０

００

４２３，０

００

 

８１ ３１１，２

００

３５３，８

００

３９２，１

００

４２３，１

００

 

８２ ３１１，７

００

３５４，２

００

３９２，８

００

４２３，２

００

 

８３ ３１２，３

００

３５４，６

００

３９３，７

００

４２３，３

００

 

８４ ３１２，８

００

３５５，０

００

３９４，５

００

４２３，４

００

 

８５ ３１３，１

００

３５５，５

００

３９５，３

００

４２３，５

００

 

８６ ３１３，５

００

３５５，８

００

３９６，１

００

  

００ ００ ００ ００ ００

７６ ３１７，９

００

３６０，５

００

３９８，３

００

４３２，１

００

４７３，０

００

７７ ３１８，８

００

３６１，５

００

３９９，２

００

４３２，３

００

４７３，３

００

７８ ３１９，６

００

３６２，３

００

４００，１

００

４３２，４

００

 

７９ ３２０，３

００

３６２，８

００

４０１，０

００

４３２，５

００

 

８０ ３２１，０

００

３６３，５

００

４０１，９

００

４３２，６

００

 

８１ ３２１，６

００

３６４，０

００

４０２，９

００

４３２，７

００

 

８２ ３２２，１

００

３６４，４

００

４０３，６

００

４３２，８

００

 

８３ ３２２，６

００

３６４，７

００

４０４，３

００

４３２，９

００

 

８４ ３２３，１

００

３６５，１

００

４０５，０

００

４３３，０

００

 

８５ ３２３，４

００

３６５，５

００

４０５，７

００

４３３，１

００

 

８６ ３２３，７

００

３６５，８

００

４０６，４

００
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８７ ３１３，９

００

３５６，１

００

３９６，９

００

  

８８ ３１４，３

００

３５６，４

００

３９７，７

００

  

８９ ３１４，７

００

３５６，６

００

３９８，６

００

  

９０ ３１４，９

００

３５６，９

００

３９９，１

００

  

９１ ３１５，２

００

３５７，１

００

３９９，７

００

  

９２ ３１５，５

００

３５７，５

００

４００，２

００

  

９３ ３１５，８

００

３５７，７

００

４００，６

００

  

９４ ３１６，１

００

３５７，９

００

４０１，２

００

  

９５ ３１６，４

００

３５８，１

００

４０１，７

００

  

９６ ３１６，７

００

３５８，４

００

４０２，３

００

  

９７ ３１７，０

００

３５８，７

００

４０２，８

００

  

９８ ３１７，３３５９，２４０３，２  

８７ ３２４，０

００

３６６，０

００

４０７，１

００

  

８８ ３２４，３

００

３６６，３

００

４０７，８

００

  

８９ ３２４，６

００

３６６，５

００

４０８，６

００

  

９０ ３２４，８

００

３６６，７

００

４０９，０

００

  

９１ ３２５，０

００

３６６，９

００

４０９，５

００

  

９２ ３２５，２

００

３６７，２

００

４０９，９

００

  

９３ ３２５，４

００

３６７，４

００

４１０，２

００

  

９４ ３２５，６

００

３６７，６

００

４１０，７

００

  

９５ ３２５，８

００

３６７，８

００

４１１，２

００

  

９６ ３２６，０

００

３６８，１

００

４１１，８

００

  

９７ ３２６，２

００

３６８，３

００

４１２，２

００

  

９８ ３２６，４３６８，７４１２，６  
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００ ００ ００

９９ ３１７，６

００

３５９，７

００

４０３，６

００

  

１００ ３１７，９

００

３６０，１

００

４０３，９

００

  

１０１ ３１８，２

００

３６０，４

００

４０４，２

００

  

１０２ ３１８，４

００

３６０，７

００

４０４，５

００

  

１０３ ３１８，６

００

３６０，９

００

４０４，８

００

  

１０４ ３１８，８

００

３６１，３

００

４０５，１

００

  

１０５ ３１９，０

００

３６１，６

００

４０５，２

００

  

１０６ ３１９，２

００

３６１，８

００

４０５，４

００

  

１０７ ３１９，３

００

３６１，９

００

４０５，６

００

  

１０８ ３１９，５

００

３６２，２

００

４０５，７

００

  

１０９ ３１９，７

００

３６２，５

００

４０５，８

００

  

００ ００ ００

９９ ３２６，６

００

３６９，１

００

４１３，０

００

  

１００ ３２６，８

００

３６９，４

００

４１３，２

００

  

１０１ ３２７，１

００

３６９，６

００

４１３，５

００

  

１０２ ３２７，３

００

３６９，９

００

４１３，８

００

  

１０３ ３２７，５

００

３７０，０

００

４１４，１

００

  

１０４ ３２７，７

００

３７０，４

００

４１４，４

００

  

１０５ ３２７，９

００

３７０，６

００

４１４，５

００

  

１０６ ３２８，１

００

３７０，８

００

４１４，７

００

  

１０７ ３２８，２

００

３７０，９

００

４１４，９

００

  

１０８ ３２８，４

００

３７１，２

００

４１５，０

００

  

１０９ ３２８，６

００

３７１，５

００

４１５，１

００
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１１０ ３１９，９

００

３６２，８

００

４０５，９

００

  

１１１ ３２０，１

００

３６３，０

００

４０６，０

００

  

１１２ ３２０，２

００

３６３，３

００

４０６，１

００

  

１１３ ３２０，４

００

３６３，５

００

４０６，２

００

  

１１４ ３２０，６

００

３６３，８

００

   

１１５ ３２０，８

００

３６４，１

００

   

１１６ ３２１，０

００

３６４，４

００

   

１１７ ３２１，１

００

３６４，６

００

   

１１８ ３２１，２

００

３６４，９

００

   

１１９ ３２１，３

００

３６５，１

００

   

１２０ ３２１，５

００

３６５，４

００

   

１２１ ３２１，７３６５，７   

１１０ ３２８，８

００

３７１，８

００

４１５，２

００

  

１１１ ３２９，０

００

３７２，０

００

４１５，３

００

  

１１２ ３２９，１

００

３７２，３

００

４１５，４

００

  

１１３ ３２９，３

００

３７２，５

００

４１５，５

００

  

１１４ ３２９，５

００

３７２，８

００

   

１１５ ３２９，７

００

３７３，１

００

   

１１６ ３２９，９

００

３７３，４

００

   

１１７ ３３０，０

００

３７３，６

００

   

１１８ ３３０，１

００

３７３，９

００

   

１１９ ３３０，２

００

３７４，１

００

   

１２０ ３３０，４

００

３７４，４

００

   

１２１ ３３０，６３７４，７   
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００ ００

１２２ ３２１，８

００

    

１２３ ３２１，９

００

    

１２４ ３２２，０

００

    

１２５ ３２２，１

００

    

１２６ ３２２，２

００

    

１２７ ３２２，４

００

    

１２８ ３２２，５

００

    

１２９ ３２２，６

００

    

１３０ ３２２，７

００

    

１３１ ３２２，８

００

    

１３２ ３２３，０

００

    

００ ００

１２２ ３３０，７

００

    

１２３ ３３０，８

００

    

１２４ ３３０，９

００

    

１２５ ３３１，０

００

    

１２６ ３３１，１

００

    

１２７ ３３１，３

００

    

１２８ ３３１，４

００

    

１２９ ３３１，５

００

    

１３０ ３３１，６

００

    

１３１ ３３１，７

００

    

１３２ ３３１，９

００
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１３３ ３２３，１

００

    

１３４ ３２３，２

００

    

１３５ ３２３，４

００

    

１３６ ３２３，６

００

    

１３７ ３２３，７

００

    

１３８ ３２３，８

００

    

１３９ ３２４，０

００

    

１４０ ３２４，２

００

    

１４１ ３２４，３

００

    

１４２ ３２４，４

００

    

１４３ ３２４，６

００

    

１４４ ３２４，８    

１３３ ３３２，０

００

    

１３４ ３３２，１

００

    

１３５ ３３２，３

００

    

１３６ ３３２，５

００

    

１３７ ３３２，６

００

    

１３８ ３３２，７

００

    

１３９ ３３２，９

００

    

１４０ ３３３，１

００

    

１４１ ３３３，２

００

    

１４２ ３３３，３

００

    

１４３ ３３３，５

００

    

１４４ ３３３，７    
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００

１４５ ３２４，９

００

    

１４６ ３２５，０

００

    

１４７ ３２５，１

００

    

１４８ ３２５，３

００

    

１４９ ３２５，５

００

    

１５０ ３２５，７

００

    

１５１ ３２５，９

００

    

１５２ ３２６，０

００

    

１５３ ３２６，２

００

    

 

００

１４５ ３３３，８

００

    

１４６ ３３３，９

００

    

１４７ ３３４，０

００

    

１４８ ３３４，２

００

    

１４９ ３３４，４

００

    

１５０ ３３４，６

００

    

１５１ ３３４，８

００

    

１５２ ３３４，９

００

    

１５３ ３３５，１

００

    

 

備考 この表は、保育教諭、保育士その他の職員で規則で定めるもの

に適用する。 

備考 この表は、保育教諭、保育士その他の職員で規則で定めるもの

に適用する。 

別表第５（第４条関係） 別表第５（第４条関係） 
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定年前再任用短時間勤務職員給料表 定年前再任用短時間勤務職員給料表 

（単位 円） （単位 円） 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

基準給料月

額 

２４８，

９００ 

２７０，

１００

２９１，

２００ 

３０７，

５００

３７９，

５００

４１５，

０００ 
 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

基準給料月

額 

２５９，

２００ 

２８０，

５００

３０２，

０００ 

３１８，

８００ 

３９２，

５００

４２９，

２００ 
 

備考 この表は、第５条に定めるところにより、定年前再任用短時間

勤務職員に適用する。 

備考 この表は、第５条に定めるところにより、定年前再任用短時間

勤務職員に適用する。 

別表第７（第１７条関係） 別表第７（第１７条関係） 

（単位 円） （単位 円） 

自転車等の使用距離

（片道） 

支給月額 

通勤が困難であると認

められる身体に障害を

有する職員 

その他の職員 

 （略） 

１０キロメートル以上

１５キロメートル未満 

８，７００ ７，１００

１５キロメートル以上

２０キロメートル未満 

１１，２００ １０，０００

２０キロメートル以上

２５キロメートル未満 

１４，１００ １２，９００

２５キロメートル以上

３０キロメートル未満 

１７，０００ １５，８００

自転車等の使用距離

（片道） 

支給月額 

通勤が困難であると認

められる身体に障害を

有する職員 

その他の職員 

 （略） 

１０キロメートル以上

１５キロメートル未満 

８，９００ ７，３００

１５キロメートル以上

２０キロメートル未満 

１１，６００ １０，４００

２０キロメートル以上

２５キロメートル未満 

１４，７００ １３，５００

２５キロメートル以上

３０キロメートル未満 

１７，８００ １６，６００
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３０キロメートル以上

３５キロメートル未満 

１９，９００ １８，７００

３５キロメートル以上

４０キロメートル未満 

２２，８００ ２１，６００

４０キロメートル以上

４５キロメートル未満 

２５，６００ ２４，４００

４５キロメートル以上

５０キロメートル未満 

２７，４００ ２６，２００

５０キロメートル以上

５５キロメートル未満 

２９，２００ ２８，０００

５５キロメートル以上

６０キロメートル未満 

３１，０００ ２９，８００

６０キロメートル以上 ３２，８００ ３１，６００
 

３０キロメートル以上

３５キロメートル未満 

２０，９００ １９，７００

３５キロメートル以上

４０キロメートル未満 

２４，０００ ２２，８００

４０キロメートル以上

４５キロメートル未満 

２７，１００ ２５，９００

４５キロメートル以上

５０キロメートル未満 

３０，３００ ２９，１００

５０キロメートル以上

５５キロメートル未満 

３３，５００ ３２，３００

５５キロメートル以上

６０キロメートル未満 

３６，７００ ３５，５００

６０キロメートル以上 ３９，９００ ３８，７００
 

備考 （略） 備考 （略） 
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堺市職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第６号）新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正後（案） 

（期末手当） （期末手当） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて

得た額（別表第１行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が

６級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で

その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員

として当該各給料表につき規則で定めるもの（以下これらを「管理職

員」という。）にあっては１００分の１０７．５を乗じて得た額）

に、基準日以前６か月以内の期間における次の各号に掲げる在職期間

の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただ

し、基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、当該退

職又は死亡の際第１２条第３項、第４項又は第６項に規定する休職の

期間中にあった者については、本文の規定により算出した額に当該各

項に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２６．２５を乗じ

て得た額（別表第１行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級

が６級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員

でその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職

員として当該各給料表につき規則で定めるもの（以下これらを「管理

職員」という。）にあっては１００分の１０６．２５を乗じて得た

額）に、基準日以前６か月以内の期間における次の各号に掲げる在職

期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。た

だし、基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、当該

退職又は死亡の際第１２条第３項、第４項又は第６項に規定する休職

の期間中にあった者については、本文の規定により算出した額に当該

各項に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用について

は、同項各号列記以外の部分中「１００分の１２７．５」とあるのは

「１００分の７２．５」と、「１００分の１０７．５」とあるのは

「１００分の６２．５」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用について

は、同項各号列記以外の部分中「１００分の１２６．２５」とあるの

は「１００分の７１．２５」と、「１００分の１０６．２５」とある

のは「１００分の６１．２５」とする。 
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４～６ （略） ４～６ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に規則で定める基準に従って定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給す

る勤勉手当の総額は、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める総額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に規則で定める基準に従って定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給す

る勤勉手当の総額は、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める総額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職

し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及び

これに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１

０７．５（管理職員にあっては１００分の１２７．５、堺市一般職

の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年条例第８号）第２

条第１項の規定により任期を定めて採用された職員にあっては１０

０分の９０）を乗じて得た総額 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職

し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及び

これに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１

０６．２５（管理職員にあっては１００分の１２６．２５、堺市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年条例第８号）

第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員にあっては

１００分の８８．７５）を乗じて得た総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５２．５（管理職

員にあっては、１００分の６２．５）を乗じて得た総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５１．２５（管理

職員にあっては、１００分の６１．２５）を乗じて得た総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（給与の控除） （給与の控除） 

第２７条の２ 職員の給与は、法律に定めるもののほか、次の各号に掲 第２７条の２ 職員の給与は、法律及び他の条例に定めるもののほか、
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げるものについては、その相当額を控除して支給することができる。 次の各号に掲げるものについては、その相当額を控除して支給するこ

とができる。 

 (1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

別表第７（第１７条関係） 別表第７（第１７条関係） 

（単位 円） （単位 円） 

 （略） 
 

 （略） 
 

備考 通勤のため自転車を使用することを常例とする職員（その自転

車の使用距離等を踏まえ規則で定める職員をいう。）について

は、この表に定める額に１，０００円（その職員の住居が本市の

区域内にある場合については、２，０００円）を加算した額を支

給月額とする。 

備考 

１ 通勤のため自転車を使用することを常例とする職員（その自転

車の使用距離等を踏まえ規則で定める職員をいう。）について

は、この表に定める額に１，０００円（その職員の住居が本市の

区域内にある場合については、２，０００円）を加算した額を支

給月額とする。 

 ２ 通勤のため原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具

（以下「原動機付自転車等」という。）を使用することを常例と

する職員のうち、原動機付自転車等の駐車のための施設等で規則

で定めるものを利用し、その料金を負担することを常例とするも

の（規則で定める職員を除く。）については、この表に定める額

に５，０００円を超えない範囲内で１か月当たりの料金に相当す

る額として規則で定める額を加算した額を支給月額とする。 
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堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年条例第８号）新旧対照表（第３条関係） 

現行 改正後（案） 

（特定任期付職員の給与に関する特例） （特定任期付職員の給与に関する特例） 

第７条 特定任期付職員（企業職員（地方公営企業等の労働関係に関す

る法律（昭和２７年法律第２８９号）第３条第４号に規定する職員を

いう。）である特定任期付職員を除く。以下この条から第９条までの

規定において同じ。）には、次の給料表を適用する。 

第７条 特定任期付職員（企業職員（地方公営企業等の労働関係に関す

る法律（昭和２７年法律第２８９号）第３条第４号に規定する職員を

いう。）である特定任期付職員を除く。以下この条から第９条までの

規定において同じ。）には、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額（円） 

１ ３９２，０００ 

２ ４４０，０００ 

３ ４９２，０００ 

４ ５５５，０００ 

５ ６３４，０００ 

６ ７４０，０００ 

７ ８６４，０００ 
 

号給 給料月額（円） 

１ ４０５，０００ 

２ ４５５，０００ 

３ ５０８，０００ 

４ ５７４，０００ 

５ ６５５，０００ 

６ ７６５，０００ 

７ ８９３，０００ 
 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２１条の３第１項（学校職員給

与条例第１９条において読み替えて準用する場合を含む。以下この項

において同じ。）、第２１条の４並びに第２３条第２項及び第５項の

規定の適用については、給与条例第２１条の３第１項中「前条第１項

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２１条の３第１項（学校職員給

与条例第１９条において読み替えて準用する場合を含む。以下この項

において同じ。）、第２１条の４並びに第２３条第２項及び第５項の

規定の適用については、給与条例第２１条の３第１項中「前条第１項



- 103 - 

に規定する職にある者」とあるのは「前条第１項に規定する職にある

者及び堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年条

例第８号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第２１条の４中「第２１条の２の規定の適用を受ける職

員」とあるのは「第２１条の２の規定の適用を受ける職員及び堺市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第１項の規定により任

期を定めて採用された職員」と、給与条例第２３条第２項中「１００

分の１２５」とあるのは「１００分の９５」と、同条第５項中「行政

職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上であるもの」

とあるのは「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が３級

以上であるもの、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第２

条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。 

に規定する職にある者」とあるのは「前条第１項に規定する職にある

者及び堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年条

例第８号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第２１条の４中「第２１条の２の規定の適用を受ける職

員」とあるのは「第２１条の２の規定の適用を受ける職員及び堺市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第１項の規定により任

期を定めて採用された職員」と、給与条例第２３条第２項中「１００

分の１２７．５」とあるのは「１００分の９７．５」と、同条第５項

中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上であ

るもの」とあるのは「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の

級が３級以上であるもの、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」とす

る。 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する学校職員給与条例の適用については、学校

職員給与条例第１１条中「第１６条の４から第１７条まで」とあるの

は「第１７条（第４項を除く。）」と、「住居手当及び通勤手当」と

あるのは「通勤手当」と、「これらの規定」とあるのは「同条第２

項、第３項第１号、第５項及び第６項」と、「職員給与条例第１７条

第３項」とあるのは「同条第３項」と、学校職員給与条例第１７条第

２項中「第２１条第１項の教育委員会規則で指定する職を占める職

員」とあるのは「第２１条第１項の教育委員会規則で指定する職を占

める職員及び堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１

２ 特定任期付職員に対する学校職員給与条例の適用については、学校

職員給与条例第１１条中「第１６条の４から第１７条まで」とあるの

は「第１７条（第４項を除く。）」と、「住居手当及び通勤手当」と

あるのは「通勤手当」と、「これらの規定」とあるのは「同条第２

項、第３項第１号、第５項及び第６項並びに職員給与条例別表第７」

と、「職員給与条例第１７条第３項」とあるのは「同条第３項」と、

学校職員給与条例第１７条第２項中「第２１条第１項の教育委員会規

則で指定する職を占める職員」とあるのは「第２１条第１項の教育委

員会規則で指定する職を占める職員及び堺市一般職の任期付職員の採
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６年条例第８号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された

職員」と、学校職員給与条例第２２条第２項中「１００分の１２５」

とあるのは「１００分の９５」と、同条第５項中「行政職給料表の適

用を受ける職員でその職務の級が３級以上であるもの」とあるのは

「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上である

もの、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第１項の

規定により任期を定めて採用された職員」とする。 

用等に関する条例（平成１６年条例第８号）第２条第１項の規定によ

り任期を定めて採用された職員」と、学校職員給与条例第２２条第２

項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の９７．５」

と、同条第５項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級

が３級以上であるもの」とあるのは「行政職給料表の適用を受ける職

員でその職務の級が３級以上であるもの、堺市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用され

た職員」とする。 
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堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年条例第８号）新旧対照表（第４条関係） 

現行 改正後（案） 

（特定任期付職員の給与に関する特例） （特定任期付職員の給与に関する特例） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２１条の３第１項（学校職員給

与条例第１９条において読み替えて準用する場合を含む。以下この項

において同じ。）、第２１条の４並びに第２３条第２項及び第５項の

規定の適用については、給与条例第２１条の３第１項中「前条第１項

に規定する職にある者」とあるのは「前条第１項に規定する職にある

者及び堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年条

例第８号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第２１条の４中「第２１条の２の規定の適用を受ける職

員」とあるのは「第２１条の２の規定の適用を受ける職員及び堺市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第１項の規定により任

期を定めて採用された職員」と、給与条例第２３条第２項中「１００

分の１２７．５」とあるのは「１００分の９７．５」と、同条第５項

中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上であ

るもの」とあるのは「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の

級が３級以上であるもの、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」とす

る。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２１条の３第１項（学校職員給

与条例第１９条において読み替えて準用する場合を含む。以下この項

において同じ。）、第２１条の４並びに第２３条第２項及び第５項の

規定の適用については、給与条例第２１条の３第１項中「前条第１項

に規定する職にある者」とあるのは「前条第１項に規定する職にある

者及び堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年条

例第８号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第２１条の４中「第２１条の２の規定の適用を受ける職

員」とあるのは「第２１条の２の規定の適用を受ける職員及び堺市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第１項の規定により任

期を定めて採用された職員」と、給与条例第２３条第２項中「１００

分の１２６．２５」とあるのは「１００分の９６．２５」と、同条第

５項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上

であるもの」とあるのは「行政職給料表の適用を受ける職員でその職

務の級が３級以上であるもの、堺市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と

する。 
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第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する学校職員給与条例の適用については、学校

職員給与条例第１１条中「第１６条の４から第１７条まで」とあるの

は「第１７条（第４項を除く。）」と、「住居手当及び通勤手当」と

あるのは「通勤手当」と、「これらの規定」とあるのは「同条第２

項、第３項第１号、第５項及び第６項並びに職員給与条例別表第７」

と、「職員給与条例第１７条第３項」とあるのは「同条第３項」と、

学校職員給与条例第１７条第２項中「第２１条第１項の教育委員会規

則で指定する職を占める職員」とあるのは「第２１条第１項の教育委

員会規則で指定する職を占める職員及び堺市一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成１６年条例第８号）第２条第１項の規定によ

り任期を定めて採用された職員」と、学校職員給与条例第２２条第２

項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の９７．５」

と、同条第５項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級

が３級以上であるもの」とあるのは「行政職給料表の適用を受ける職

員でその職務の級が３級以上であるもの、堺市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用され

た職員」とする。 

２ 特定任期付職員に対する学校職員給与条例の適用については、学校

職員給与条例第１１条中「第１６条の４から第１７条まで」とあるの

は「第１７条（第４項を除く。）」と、「住居手当及び通勤手当」と

あるのは「通勤手当」と、「これらの規定」とあるのは「同条第２

項、第３項第１号、第５項及び第６項並びに職員給与条例別表第７」

と、「職員給与条例第１７条第３項」とあるのは「同条第３項」と、

学校職員給与条例第１７条第２項中「第２１条第１項の教育委員会規

則で指定する職を占める職員」とあるのは「第２１条第１項の教育委

員会規則で指定する職を占める職員及び堺市一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成１６年条例第８号）第２条第１項の規定によ

り任期を定めて採用された職員」と、学校職員給与条例第２２条第２

項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の９６．２

５」と、同条第５項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務

の級が３級以上であるもの」とあるのは「行政職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が３級以上であるもの、堺市一般職の任期付職

員の採用等に関する条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用

された職員」とする。 
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＜議案第１２２号 堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例＞ 

堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（平成２８年条例第４９号）新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正後（案） 

（期末手当） （期末手当） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５を乗じて得た

額（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級であるも

の並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、

困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として教育委員会

規則で定めるもの（以下これらを「管理職員」という。）について

は、１００分の１０５を乗じて得た額）に、基準日以前６か月以内の

期間における次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。ただし、基準日前退職職員等のう

ち、その退職又は死亡の際に第８条第２項においてその例によること

とされる職員給与条例第１２条第３項、第４項又は第６項に規定する

休職の期間中にあった者については、本文の規定により算出した額に

当該各項に規定する支給割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて

得た額（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級であ

るもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複

雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として教育委

員会規則で定めるもの（以下これらを「管理職員」という。）につい

ては、１００分の１０７．５を乗じて得た額）に、基準日以前６か月

以内の期間における次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、基準日前退職職員等

のうち、その退職又は死亡の際に第８条第２項においてその例による

こととされる職員給与条例第１２条第３項、第４項又は第６項に規定

する休職の期間中にあった者については、本文の規定により算出した

額に当該各項に規定する支給割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用について

は、同項各号列記以外の部分中「１００分の１２５」とあるのは「１

００分の７０」と、「１００分の１０５」とあるのは「１００分の６

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用について

は、同項各号列記以外の部分中「１００分の１２７．５」とあるのは

「１００分の７２．５」と、「１００分の１０７．５」とあるのは
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０」とする。 「１００分の６２．５」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

７ 職員給与条例第２３条の２及び第２３条の３の規定は、職員の期末

手当について準用する。この場合において、職員給与条例第２３条の

２中「前条第１項」とあるのは「堺市立学校職員の給与及び旅費に関

する条例第２２条第１項」と、「基準日に係る」とあるのは「基準日

（同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同

じ。）に係る」と、同条第１号中「支給日」とあるのは「支給日（堺

市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第２２条第１項の教育委員

会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。）」

と、職員給与条例第２３条の３第９項中「規則」とあるのは「教育委

員会規則」と読み替えるものとする。 

７ 職員給与条例第２３条の２及び第２３条の３の規定は、職員の期末

手当について準用する。この場合において、職員給与条例第２３条の

２中「前条第１項」とあるのは「堺市立学校職員の給与及び旅費に関

する条例第２２条第１項」と、「基準日に係る」とあるのは「基準日

（同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同

じ。）に係る」と、同条第１号中「支給日」とあるのは「支給日（堺

市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第２２条第１項の教育委員

会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。）」

と、職員給与条例第２３条の３第３項及び第９項中「規則」とあるの

は「教育委員会規則」と読み替えるものとする。 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に教育委員会規則で定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手

当の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める

総額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に教育委員会規則で定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手

当の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める

総額を超えてはならない。 

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（基準日前退職職員等につ

いては、退職し、又は死亡した日現在とする。次項において同

じ。）において受けるべき扶養手当の月額とこれに対する地域手当

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（基準日前退職職員等につ

いては、退職し、又は死亡した日現在とする。次項において同

じ。）において受けるべき扶養手当の月額とこれに対する地域手当
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の月額との合計額を加算した額に１００分の１０５（管理職員につ

いては１００分の１２５、堺市一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例（平成１６年条例第８号）第２条第１項の規定により任期を

定めて採用された職員については１００分の８７．５）を乗じて得

た総額 

の月額との合計額を加算した額に１００分の１０７．５（管理職員

については１００分の１２７．５、堺市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例（平成１６年条例第８号）第２条第１項の規定によ

り任期を定めて採用された職員については１００分の９０）を乗じ

て得た総額 

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員

の勤勉手当基礎額に１００分の５０（管理職員については、１００

分の６０）を乗じて得た総額 

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員

の勤勉手当基礎額に１００分の５２．５（管理職員については、１

００分の６２．５）を乗じて得た総額 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 職員給与条例第２３条の２及び第２３条の３の規定は、職員の勤勉

手当について準用する。この場合において、職員給与条例第２３条の

２中「前条第１項」とあるのは「堺市立学校職員の給与及び旅費に関

する条例第２３条第１項」と、「基準日に係る」とあるのは「基準日

（同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同

じ。）に係る」と、同条第１号中「支給日」とあるのは「支給日（堺

市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第２３条第１項の教育委員

会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。）」

と、職員給与条例第２３条の３第９項中「規則」とあるのは「教育委

員会規則」と読み替えるものとする。 

５ 職員給与条例第２３条の２及び第２３条の３の規定は、職員の勤勉

手当について準用する。この場合において、職員給与条例第２３条の

２中「前条第１項」とあるのは「堺市立学校職員の給与及び旅費に関

する条例第２３条第１項」と、「基準日に係る」とあるのは「基準日

（同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同

じ。）に係る」と、同条第１号中「支給日」とあるのは「支給日（堺

市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第２３条第１項の教育委員

会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。）」

と、職員給与条例第２３条の３第３項及び第９項中「規則」とあるの

は「教育委員会規則」と読み替えるものとする。 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

高等学校等教育職給料表 高等学校等教育職給料表 

（単位 円） （単位 円） 



- 110 - 

 

職員の

区分 

 職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

１ １７４，２

００

２２５，９

００

３０５，９

００

４２７，２

００

４９０，５

００

２ １７７，０

００

２２８，５

００

３０８，５

００

４２８，５

００

４９２，０

００

３ １７９，８

００

２３１，０

００

３１１，１

００

４２９，７

００

４９３，５

００

４ １８２，６

００

２３３，５

００

３１３，７

００

４３０，９

００

４９５，０

００

５ １８５，４

００

２３６，０

００

３１６，２

００

４３２，１

００

４９６，３

００

６ １８８，６

００

２３８，１

００

３１８，８

００

４３３，３

００

４９７，１

００

７ １９１，８

００

２４０，２

００

３２１，３

００

４３４，４

００

４９７，９

００

８ １９５，０

００

２４２，２

００

３２３，８

００

４３５，５

００

４９８，７

００

９ １９８，２

００

２４４，２

００

３２６，３

００

４３６，５

００

４９９，４

００

職員の

区分 

 職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

１ １９９，２

００

２５０，９

００

３２６，５

００

４３５，２

００

４９８，５

００

２ ２０２，０

００

２５３，４

００

３２８，８

００

４３６，５

００

５００，０

００

３ ２０４，８

００

２５５，９

００

３３１，１

００

４３７，７

００

５０１，５

００

４ ２０７，６

００

２５８，４

００

３３３，４

００

４３８，９

００

５０３，０

００

５ ２１０，４

００

２６０，９

００

３３５，６

００

４４０，１

００

５０４，３

００

６ ２１３，６

００

２６２，９

００

３３７，８

００

４４１，３

００

５０５，１

００

７ ２１６，８

００

２６４，９

００

３４０，０

００

４４２，４

００

５０５，９

００

８ ２２０，０

００

２６６，９

００

３４２，２

００

４４３，５

００

５０６，７

００

９ ２２３，２

００

２６８，９

００

３４４，３

００

４４４，５

００

５０７，４

００
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１０ ２０１，４

００

２４５，８

００

３２８，８

００

４３７，８

００

５００，２

００

１１ ２０４，６

００

２４６，９

００

３３１，２

００

４３９，０

００

５０１，０

００

１２ ２０７，８

００

２４７，９

００

３３３，６

００

４４０，１

００

５０１，７

００

１３ ２１１，０

００

２４８，９

００

３３６，０

００

４４１，２

００

５０２，２

００

１４ ２１３，９

００

２５０，５

００

３３８，７

００

４４２，６

００

５０３，０

００

１５ ２１６，８

００

２５２，１

００

３４１，４

００

４４４，０

００

５０３，８

００

１６ ２１９，７

００

２５３，７

００

３４４，１

００

４４５，３

００

５０４，６

００

１７ ２２２，６

００

２５５，２

００

３４６，７

００

４４６，６

００

５０５，４

００

１８ ２２４，８

００

２５７，３

００

３４９，０

００

４４８，１

００

５０６，２

００

１９ ２２７，０

００

２５９，３

００

３５１，３

００

４４９，６

００

５０６，８

００

２０ ２２９，２

００

２６１，３

００

３５３，５

００

４５０，７

００

５０７，４

００

１０ ２２６，４

００

２７０，５

００

３４６，３

００

４４５，８

００

５０８，２

００

１１ ２２９，６

００

２７１，６

００

３４８，３

００

４４７，０

００

５０９，０

００

１２ ２３２，８

００

２７２，６

００

３５０，３

００

４４８，１

００

５０９，７

００

１３ ２３６，０

００

２７３，６

００

３５２，２

００

４４９，２

００

５１０，２

００

１４ ２３８，９

００

２７５，１

００

３５４，４

００

４５０，６

００

５１１，０

００

１５ ２４１，８

００

２７６，６

００

３５６，６

００

４５２，０

００

５１１，８

００

１６ ２４４，７

００

２７８，０

００

３５８，７

００

４５３，３

００

５１２，６

００

１７ ２４７，６

００

２７９，４

００

３６０，８

００

４５４，６

００

５１３，４

００

１８ ２４９，８

００

２８１，３

００

３６２，６

００

４５６，１

００

５１４，２

００

１９ ２５２，０

００

２８３，２

００

３６４，３

００

４５７，６

００

５１４，８

００

２０ ２５４，２

００

２８５，１

００

３６６，０

００

４５８，７

００

５１５，４

００
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２１ ２３１，４

００

２６３，３

００

３５５，７

００

４５１，６

００

５０８，０

００

２２ ２３３，６

００

２６５，９

００

３５７，９

００

４５３，２

００

５０８，６

００

２３ ２３５，６

００

２６８，５

００

３６０，０

００

４５４，７

００

５０９，２

００

２４ ２３７，６

００

２７１，１

００

３６２，１

００

４５６，１

００

５０９，８

００

２５ ２３９，５

００

２７３，６

００

３６４，２

００

４５７，１

００

５１０，４

００

２６ ２４０，７

００

２７６，２

００

３６６，３

００

４５８，４

００

５１１，０

００

２７ ２４１，９

００

２７８，８

００

３６８，４

００

４５９，６

００

５１１，６

００

２８ ２４３，０

００

２８１，４

００

３７０，５

００

４６０，８

００

５１２，２

００

２９ ２４４，１

００

２８４，０

００

３７２，５

００

４６１，９

００

５１２，８

００

３０ ２４５，５

００

２８６，６

００

３７４，６

００

４６３，１

００

３１ ２４６，９

００

２８９，２

００

３７６，６

００

４６４，２

００

２１ ２５６，４

００

２８６，９

００

３６７，７

００

４５９，６

００

５１６，０

００

２２ ２５８，６

００

２８９，３

００

３６９，３

００

４６１，２

００

５１６，６

００

２３ ２６０，６

００

２９１，７

００

３７０，９

００

４６２，７

００

５１７，２

００

２４ ２６２，６

００

２９４，１

００

３７２，５

００

４６４，１

００

５１７，８

００

２５ ２６４，５

００

２９６，４

００

３７４，１

００

４６５，１

００

５１８，４

００

２６ ２６５，７

００

２９８，８

００

３７５，７

００

４６６，４

００

５１９，０

００

２７ ２６６，８

００

３０１，２

００

３７７，２

００

４６７，６

００

５１９，６

００

２８ ２６７，９

００

３０３，５

００

３７８，７

００

４６８，８

００

５２０，２

００

２９ ２６９，０

００

３０５，８

００

３８０，２

００

４６９，９

００

５２０，８

００

３０ ２７０，２

００

３０８，１

００

３８１，７

００

４７１，１

００ 

３１ ２７１，４

００

３１０，４

００

３８３，２

００

４７２，２

００ 
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３２ ２４８，３

００

２９１，８

００

３７８，６

００

４６５，３

００

３３ ２４９，６

００

２９４，４

００

３８０，６

００

４６６，４

００

３４ ２５１，２

００

２９７，０

００

３８２，６

００

４６７，５

００

３５ ２５２，８

００

２９９，６

００

３８４，５

００

４６８，９

００

３６ ２５４，４

００

３０２，１

００

３８６，４

００

４７０，３

００

３７ ２５６，０

００

３０４，６

００

３８８，２

００

４７１，３

００

３８ ２５７，８

００

３０７，１

００

３９０，４

００

４７２，８

００

３９ ２５９，６

００

３０９，６

００

３９２，４

００

４７４，３

００

４０ ２６１，４

００

３１２，０

００

３９４，４

００

４７５，８

００

４１ ２６３，１

００

３１４，４

００

３９６，１

００

４７７，０

００

４２ ２６４，６

００

３１６，８

００

３９８，３

００

４７７，９

００

３２ ２７２，６

００

３１２，７

００

３８４，７

００

４７３，３

００ 

３３ ２７３，７

００

３１５，０

００

３８６，１

００

４７４，４

００ 

３４ ２７５，１

００

３１７，２

００

３８８，１

００

４７５，５

００ 

３５ ２７６，５

００

３１９，４

００

３９０，０

００

４７６，９

００ 

３６ ２７７，９

００

３２１，６

００

３９１，９

００

４７８，３

００ 

３７ ２７９，２

００

３２３，８

００

３９３，７

００

４７９，３

００ 

３８ ２８０，８

００

３２５，９

００

３９５，９

００

４８０，８

００ 

３９ ２８２，３

００

３２８，０

００

３９７，９

００

４８２，３

００ 

４０ ２８３，８

００

３３０，０

００

３９９，９

００

４８３，８

００ 

４１ ２８５，３

００

３３２，０

００

４０１，６

００

４８５，０

００ 

４２ ２８６，５

００

３３４，０

００

４０３，８

００

４８５，９

００ 
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４３ ２６６，０

００

３１９，２

００

４００，２

００

４７８，８

００

４４ ２６７，４

００

３２１，５

００

４０２，０

００

４７９，６

００

４５ ２６８，８

００

３２３，８

００

４０３，４

００

４８０，１

００

４６ ２７０，１

００

３２６，２

００

４０５，４

００

４８１，０

００

４７ ２７１，４

００

３２８，６

００

４０７，２

００

４８１，９

００

４８ ２７２，７

００

３３１，０

００

４０８，９

００

４８２，６

００

４９ ２７４，０

００

３３３，４

００

４１０，３

００

４８２，９

００

５０ ２７５，３

００

３３５，６

００

４１２，２

００

４８３，４

００

５１ ２７６，６

００

３３７，８

００

４１４，０

００

４８３，８

００

５２ ２７７，９

００

３４０，０

００

４１５，６

００

４８４，２

００

５３ ２７９，２

００

３４２，１

００

４１６，６

００

４８４，４

００

４３ ２８７，７

００

３３５，９

００

４０５，７

００

４８６，８

００ 

４４ ２８８，８

００

３３７，８

００

４０７，５

００

４８７，６

００ 

４５ ２８９，９

００

３３９，７

００

４０８，９

００

４８８，１

００ 

４６ ２９０，９

００

３４１，７

００

４１０，９

００

４８９，０

００ 

４７ ２９１，９

００

３４３，７

００

４１２，７

００

４８９，９

００ 

４８ ２９２，９

００

３４５，６

００

４１４，４

００

４９０，６

００ 

４９ ２９３，９

００

３４７，５

００

４１５，８

００

４９０，９

００ 

５０ ２９４，９

００

３４９，２

００

４１７，７

００

４９１，４

００ 

５１ ２９５，９

００

３５０，９

００

４１９，５

００

４９１，８

００ 

５２ ２９６，９

００

３５２，６

００

４２１，１

００

４９２，２

００ 

５３ ２９７，８

００

３５４，３

００

４２２，１

００

４９２，４

００ 
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５４ ２８０，３

００

３４４，４

００

４１８，４

００

４８５，０

００

５５ ２８１，４

００

３４６，７

００

４１９，８

００

４８５，４

００

５６ ２８２，４

００

３４９，０

００

４２１，０

００

４８５，８

００

５７ ２８３，４

００

３５１，２

００

４２１，６

００

４８６，１

００

５８ ２８４，８

００

３５３，４

００

４２２，９

００

４８６，５

００

５９ ２８６，１

００

３５５，５

００

４２４，１

００

４８６，９

００

６０ ２８７，４

００

３５７，６

００

４２５，２

００

４８７，３

００

６１ ２８８，７

００

３５９，６

００

４２６，１

００

４８７，７

００

６２ ２８９，８

００

３６１，７

００

４２７，４

００

６３ ２９０，９

００

３６３，７

００

４２８，５

００

６４ ２９２，０

００

３６５，７

００

４２９，５

００

５４ ２９８，６

００

３５６，１

００

４２３，９

００

４９３，０

００ 

５５ ２９９，３

００

３５７，９

００

４２５，３

００

４９３，４

００ 

５６ ３００，０

００

３５９，７

００

４２６，５

００

４９３，８

００

５７ ３００，７

００

３６１，４

００

４２７，１

００

４９４，１

００

５８ ３０１，７

００

３６３，０

００

４２８，４

００

４９４，５

００

５９ ３０２，７

００

３６４，６

００

４２９，６

００

４９４，９

００

６０ ３０３，７

００

３６６，２

００

４３０，７

００

４９５，３

００

６１ ３０４，６

００

３６７，７

００

４３１，６

００

４９５，７

００

６２ ３０５，４

００

３６９，２

００

４３２，９

００

６３ ３０６，１

００

３７０，７

００

４３４，０

００

６４ ３０６，８

００

３７２，２

００

４３５，０

００



- 116 - 

 

６５ ２９３，１

００

３６７，７

００

４３０，１

００

６６ ２９４，４

００

３６９，７

００

４３１，５

００

６７ ２９５，６

００

３７１，６

００

４３２，９

００

６８ ２９６，８

００

３７３，５

００

４３４，０

００

６９ ２９８，０

００

３７５，４

００

４３４，５

００

７０ ２９９，２

００

３７７，４

００

４３５，８

００

７１ ３００，４

００

３７９，４

００

４３７，１

００

７２ ３０１，６

００

３８１，４

００

４３８，１

００

７３ ３０２，８

００

３８３，３

００

４３８，７

００

７４ ３０３，９

００

３８５，２

００

４４０，１

００

７５ ３０５，０

００

３８７，０

００

４４１，４

００

６５ ３０７，５

００

３７３，７

００

４３５，６

００

６６ ３０８，４

００

３７５，７

００

４３７，０

００

６７ ３０９，２

００

３７７，６

００

４３８，４

００

６８ ３１０，０

００

３７９，５

００

４３９，５

００

６９ ３１０，８

００

３８１，４

００

４４０，０

００

７０ ３１１，６

００

３８３，４

００

４４１，３

００

７１ ３１２，４

００

３８５，４

００

４４２，６

００

７２ ３１３，２

００

３８７，４

００

４４３，６

００

７３ ３１３，９

００

３８９，３

００

４４４，２

００

７４ ３１４，６

００

３９１，２

００

４４５，６

００

７５ ３１５，３

００

３９３，０

００

４４６，９

００
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７６ ３０６，１

００

３８８，８

００

４４２，７

００

７７ ３０７，１

００

３９０，６

００

４４３，４

００

７８ ３０８，０

００

３９２，４

００

４４４，５

００

７９ ３０８，９

００

３９４，２

００

４４５，６

００

８０ ３０９，８

００

３９５，９

００

４４６，５

００

８１ ３１０，７

００

３９７，６

００

４４７，２

００

８２ ３１１，６

００

３９９，１

００

４４７，９

００

８３ ３１２，５

００

４００，６

００

４４８，６

００

８４ ３１３，３

００

４０２，１

００

４４９，０

００

８５ ３１４，１

００

４０３，６

００

４４９，４

００

８６ ３１５，０

００

４０４，７

００

４５０，１

００

７６ ３１５，９

００

３９４，８

００

４４８，２

００

７７ ３１６，５

００

３９６，６

００

４４８，９

００

７８ ３１７，１

００

３９８，４

００

４５０，０

００

７９ ３１７，７

００

４００，２

００

４５１，１

００

８０ ３１８，２

００

４０１，９

００

４５２，０

００

８１ ３１８，７

００

４０３，６

００

４５２，７

００

８２ ３１９，３

００

４０５，１

００

４５３，４

００

８３ ３１９，９

００

４０６，６

００

４５４，１

００

８４ ３２０，５

００

４０８，１

００

４５４，５

００

８５ ３２１，１

００

４０９，６

００

４５４，９

００

８６ ３２２，０

００

４１０，７

００

４５５，６

００
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８７ ３１５，９

００

４０５，８

００

４５０，８

００

８８ ３１６，８

００

４０６，９

００

４５１，３

００

８９ ３１７，６

００

４０７，９

００

４５１，７

００

９０ ３１８，３

００

４０９，１

００

４５２，３

００

９１ ３１９，０

００

４１０，２

００

４５２，８

００

９２ ３１９，７

００

４１１，３

００

４５３，４

００

９３ ３２０，３

００

４１２，４

００

４５３，８

００

９４ ３２１，１

００

４１３，４

００

４５４，０

００

９５ ３２１，９

００

４１４，４

００

４５４，２

００

９６ ３２２，７

００

４１５，３

００

４５４，４

００

９７ ３２３，５

００

４１６，２

００

４５４，６

００

８７ ３２２，９

００

４１１，８

００

４５６，３

００

８８ ３２３，８

００

４１２，９

００

４５６，８

００

８９ ３２４，６

００

４１３，９

００

４５７，２

００

９０ ３２５，３

００

４１５，１

００

４５７，８

００

９１ ３２６，０

００

４１６，２

００

４５８，３

００

９２ ３２６，７

００

４１７，３

００

４５８，９

００

９３ ３２７，３

００

４１８，４

００

４５９，３

００

９４ ３２８，１

００

４１９，４

００

４５９，５

００

９５ ３２８，９

００

４２０，４

００

４５９，７

００

９６ ３２９，７

００

４２１，３

００

４５９，９

００

９７ ３３０，５

００

４２２，２

００

４６０，１

００
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９８ ３２４，３

００

４１７，２

００

４５４，８

００

９９ ３２５，１

００

４１８，２

００

４５５，０

００

１００ ３２５，８

００

４１９，１

００

４５５，２

００

１０１ ３２６，５

００

４２０，０

００

４５５，４

００

１０２ ３２７，１

００

４２０，９

００

４５５，６

００

１０３ ３２７，７

００

４２１，７

００

４５５，８

００

１０４ ３２８，２

００

４２２，５

００

４５６，０

００

１０５ ３２８，７

００

４２３，１

００

４５６，１

００

１０６ ３２９，３

００

４２４，１

００

４５６，３

００

１０７ ３２９，８

００

４２５，０

００

４５６，５

００

１０８ ３３０，３

００

４２５，９

００

４５６，７

００

９８ ３３１，３

００

４２３，２

００

４６０，３

００

９９ ３３２，１

００

４２４，２

００

４６０，５

００

１００ ３３２，８

００

４２５，１

００

４６０，７

００

１０１ ３３３，５

００

４２６，０

００

４６０，９

００

１０２ ３３４，１

００

４２６，９

００

４６１，１

００

１０３ ３３４，７

００

４２７，７

００

４６１，３

００

１０４ ３３５，２

００

４２８，５

００

４６１，５

００

１０５ ３３５，７

００

４２９，１

００

４６１，６

００

１０６ ３３６，３

００

４３０，１

００

４６１，８

００

１０７ ３３６，８

００

４３１，０

００

４６２，０

００

１０８ ３３７，３

００

４３１，９

００

４６２，２

００
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１０９ ３３０，８

００

４２６，５

００

４５６，９

００

１１０ ３３１，３

００

４２７，３

００

１１１ ３３１，８

００

４２８，１

００

１１２ ３３２，３

００

４２８，７

００

１１３ ３３２，７

００

４２９，１

００

１１４ ３３３，１

００

４２９，５

００

１１５ ３３３，５

００

４２９，８

００

１１６ ３３３，９

００

４３０，０

００

１１７ ３３４，３

００

４３０，２

００

１１８ ３３４，８

００

４３０，６

００

１１９ ３３５，３

００

４３１，０

００

１０９ ３３７，８

００

４３２，５

００

４６２，４

００

１１０ ３３８，３

００

４３３，３

００

１１１ ３３８，８

００

４３４，１

００

１１２ ３３９，３

００

４３４，７

００

１１３ ３３９，７

００

４３５，１

００

１１４ ３４０，１

００

４３５，５

００

１１５ ３４０，５

００

４３５，８

００

１１６ ３４０，９

００

４３６，０

００

１１７ ３４１，３

００

４３６，２

００

１１８ ３４１，８

００

４３６，６

００

１１９ ３４２，３

００

４３７，０

００
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１２０ ３３５，７

００

４３１，３

００

１２１ ３３６，１

００

４３１，５

００

１２２ ３３６，５

００

４３１，７

００

１２３ ３３６，８

００

４３１，９

００

１２４ ３３７，１

００

４３２，１

００

１２５ ３３７，４

００

４３２，３

００

１２６ ３３７，８

００

４３２，５

００

１２７ ３３８，１

００

４３２，７

００

１２８ ３３８，４

００

４３２，９

００

１２９ ３３８，６

００

４３３，１

００

１３０ ３３８，８

００

４３３，３

００

１２０ ３４２，７

００

４３７，３

００

１２１ ３４３，１

００

４３７，５

００

１２２ ３４３，５

００

４３７，７

００

１２３ ３４３，８

００

４３７，９

００

１２４ ３４４，１

００

４３８，１

００

１２５ ３４４，４

００

４３８，３

００

１２６ ３４４，８

００

４３８，５

００

１２７ ３４５，１

００

４３８，７

００

１２８ ３４５，４

００

４３８，９

００

１２９ ３４５，６

００

４３９，１

００

１３０ ３４５，８

００

４３９，３

００
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１３１ ３３９，０

００

４３３，４

００

１３２ ３３９，２

００

４３３，６

００

１３３ ３３９，４

００

４３３，８

００

１３４ ３３９，６

００

４３４，０

００

１３５ ３３９，８

００

４３４，２

００

１３６ ３４０，０

００

４３４，４

００

１３７ ３４０，２

００

４３４，５

００

１３８ ３４０，４

００

４３４，７

００

１３９ ３４０，６

００

４３４，９

００

１４０ ３４０，８

００

４３５，１

００

１４１ ３４１，０

００

４３５，３

００

１３１ ３４６，０

００

４３９，４

００

１３２ ３４６，２

００

４３９，６

００

１３３ ３４６，４

００

４３９，８

００

１３４ ３４６，６

００

４４０，０

００

１３５ ３４６，８

００

４４０，２

００

１３６ ３４７，０

００

４４０，４

００

１３７ ３４７，２

００

４４０，５

００

１３８ ３４７，４

００

４４０，７

００

１３９ ３４７，６

００

４４０，９

００

１４０ ３４７，８

００

４４１，１

００

１４１ ３４８，０

００

４４１，３

００
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１４２ ３４１，２

００

４３５，５

００

１４３ ３４１，４

００

４３５，７

００

１４４ ３４１，６

００

４３５，９

００

１４５ ３４１，８

００

４３６，１

００

１４６ ３４２，０

００

４３６，３

００

１４７ ３４２，２

００

４３６，５

００

１４８ ３４２，４

００

４３６，７

００

１４９ ３４２，６

００

４３６，９

００

１５０ ３４２，８

００

１５１ ３４３，０

００

１５２ ３４３，２

００

１４２ ３４８，２

００

４４１，５

００

１４３ ３４８，４

００

４４１，７

００

１４４ ３４８，６

００

４４１，９

００

１４５ ３４８，８

００

４４２，１

００

１４６ ３４９，０

００

４４２，３

００

１４７ ３４９，２

００

４４２，５

００

１４８ ３４９，４

００

４４２，７

００

１４９ ３４９，６

００

４４２，９

００

１５０ ３４９，８

００

１５１ ３５０，０

００

１５２ ３５０，２

００
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１５３ ３４３，３

００

１５４ ３４３，５

００

１５５ ３４３，７

００

１５６ ３４３，９

００

１５７ ３４４，１

００

１５８ ３４４，３

００

１５９ ３４４，５

００

１６０ ３４４，７

００

１６１ ３４４，９

００

１６２ ３４５，１

００

１６３ ３４５，３

００

１５３ ３５０，３

００

１５４ ３５０，５

００

１５５ ３５０，７

００

１５６ ３５０，９

００

１５７ ３５１，１

００

１５８ ３５１，３

００

１５９ ３５１，５

００

１６０ ３５１，７

００

１６１ ３５１，９

００

１６２ ３５２，１

００

１６３ ３５２，３

００
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１６４ ３４５，５

００

１６５ ３４５，７

００

１６６ ３４５，９

００

１６７ ３４６，１

００

１６８ ３４６，３

００

１６９ ３４６，５

００

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料月

額

基準給料月

額

基準給料月

額

基準給料月

額

基準給料月

額

２４３，７

００

２８８，４

００

３１８，８

００

３４７，９

００

４３６，４

００
 

１６４ ３５２，５

００

１６５ ３５２，７

００

１６６ ３５２，９

００

１６７ ３５３，１

００

１６８ ３５３，３

００

１６９ ３５３，５

００

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料月

額

基準給料月

額

基準給料月

額

基準給料月

額

基準給料月

額

２５０，７

００

２９４，４

００

３２４，３

００

３５３，４

００

４４１，９

００
 

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級であるも

のの給料月額は、この表の額に７，７００円をそれぞれ加算した額と

する。 

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級であるも

のの給料月額は、この表の額に７，７００円をそれぞれ加算した額と

する。 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

小中学校等教育職給料表 小中学校等教育職給料表 
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（単位 円） （単位 円） 

職員の

区分 

 職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

１ １７４，２

００

２０３，１

００

３０５，９

００

４０９，０

００

４５６，９

００

２ １７７，０

００

２０６，３

００

３０８，５

００

４１０，４

００

４５７，９

００

３ １７９，８

００

２０９，５

００

３１１，１

００

４１１，７

００

４５８，９

００

４ １８２，６

００

２１２，６

００

３１３，７

００

４１３，０

００

４５９，９

００

５ １８５，４

００

２１５，７

００

３１６，２

００

４１４，３

００

４６０，６

００

６ １８８，６

００

２１８，３

００

３１８，８

００

４１６，０

００

４６１，５

００

７ １９１，８

００

２２０，９

００

３２１，３

００

４１７，５

００

４６２，３

００

８ １９５，０

００

２２３，４

００

３２３，８

００

４１９，０

００

４６３，２

００

９ １９８，２

００

２２５，９

００

３２６，３

００

４２０，２

００

４６４，３

００

職員の

区分 

 職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

１ １９９，２

００

２２８，１

００

３２６，５

００

４１７，０

００

４６４，９

００

２ ２０２，０

００

２３１，３

００

３２８，８

００

４１８，４

００

４６５，９

００

３ ２０４，８

００

２３４，５

００

３３１，１

００

４１９，７

００

４６６，９

００

４ ２０７，６

００

２３７，６

００

３３３，４

００

４２１，０

００

４６７，９

００

５ ２１０，４

００

２４０，７

００

３３５，６

００

４２２，３

００

４６８，６

００

６ ２１３，６

００

２４３，３

００

３３７，８

００

４２４，０

００

４６９，５

００

７ ２１６，８

００

２４５，９

００

３４０，０

００

４２５，５

００

４７０，３

００

８ ２２０，０

００

２４８，４

００

３４２，２

００

４２７，０

００

４７１，２

００

９ ２２３，２

００

２５０，９

００

３４４，３

００

４２８，２

００

４７２，３

００
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１０ ２０１，４

００

２２８，５

００

３２８，８

００

４２１，５

００

４６５，０

００

１１ ２０４，６

００

２３１，０

００

３３１，２

００

４２２，８

００

４６５，７

００

１２ ２０７，８

００

２３３，５

００

３３３，６

００

４２４，１

００

４６６，４

００

１３ ２１１，０

００

２３６，０

００

３３６，０

００

４２５，２

００

４６７，０

００

１４ ２１３，９

００

２３８，１

００

３３８，７

００

４２６，２

００

４６７，７

００

１５ ２１６，８

００

２４０，２

００

３４１，４

００

４２７，２

００

４６８，４

００

１６ ２１９，７

００

２４２，２

００

３４４，１

００

４２８，２

００

４６９，０

００

１７ ２２２，６

００

２４４，２

００

３４６，７

００

４２９，２

００

４６９，３

００

１８ ２２４，８

００

２４５，８

００

３４９，０

００

４３０，２

００

４７０，０

００

１９ ２２７，０

００

２４６，９

００

３５１，３

００

４３１，２

００

４７０，６

００

２０ ２２９，２

００

２４７，９

００

３５３，５

００

４３２，２

００

４７１，２

００

２１ ２３１，４２４８，９ ３５５，７４３２，９４７１，７

１０ ２２６，４

００

２５３，４

００

３４６，３

００

４２９，５

００

４７３，０

００

１１ ２２９，６

００

２５５，９

００

３４８，３

００

４３０，８

００

４７３，７

００

１２ ２３２，８

００

２５８，４

００

３５０，３

００

４３２，１

００

４７４，４

００

１３ ２３６，０

００

２６０，９

００

３５２，２

００

４３３，２

００

４７５，０

００

１４ ２３８，９

００

２６２，９

００

３５４，４

００

４３４，２

００

４７５，７

００

１５ ２４１，８

００

２６４，９

００

３５６，６

００

４３５，２

００

４７６，４

００

１６ ２４４，７

００

２６６，９

００

３５８，７

００

４３６，２

００

４７７，０

００

１７ ２４７，６

００

２６８，９

００

３６０，８

００

４３７，２

００

４７７，３

００

１８ ２４９，８

００

２７０，５

００

３６２，６

００

４３８，２

００

４７８，０

００

１９ ２５２，０

００

２７１，６

００

３６４，３

００

４３９，２

００

４７８，６

００

２０ ２５４，２

００

２７２，６

００

３６６，０

００

４４０，２

００

４７９，２

００

２１ ２５６，４２７３，６３６７，７４４０，９４７９，７
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００ ００ ００ ００ ００

２２ ２３３，６

００

２５０，５

００

３５７，９

００

４３４，０

００

４７２，４

００

２３ ２３５，６

００

２５２，１

００

３６０，０

００

４３５，０

００

４７３，０

００

２４ ２３７，６

００

２５３，７

００

３６２，１

００

４３６，０

００

４７３，６

００

２５ ２３９，５

００

２５５，２

００

３６４，２

００

４３６，８

００

４７４，１

００

２６ ２４０，７

００

２５７，３

００

３６６，３

００

４３７，８

００

４７４，７

００

２７ ２４１，９

００

２５９，３

００

３６８，４

００

４３８，８

００

４７５，３

００

２８ ２４３，０

００

２６１，３

００

３７０，５

００

４３９，８

００

４７５，９

００

２９ ２４４，１

００

２６３，３

００

３７２，５

００

４４０，４

００

４７６，４

００

３０ ２４５，５

００

２６５，９

００

３７４，５

００

４４１，５

００

４７７，１

００

３１ ２４６，９

００

２６８，５

００

３７６，４

００

４４２，６

００

４７７，８

００

３２ ２４８，３

００

２７１，１

００

３７８，３

００

４４３，７

００

４７８，５

００

００ ００ ００ ００ ００

２２ ２５８，６

００

２７５，１

００

３６９，３

００

４４２，０

００

４８０，４

００

２３ ２６０，６

００

２７６，６

００

３７０，９

００

４４３，０

００

４８１，０

００

２４ ２６２，６

００

２７８，０

００

３７２，５

００

４４４，０

００

４８１，６

００

２５ ２６４，５

００

２７９，４

００

３７４，１

００

４４４，８

００

４８２，１

００

２６ ２６５，７

００

２８１，３

００

３７５，７

００

４４５，８

００

４８２，７

００

２７ ２６６，８

００

２８３，２

００

３７７，２

００

４４６，８

００

４８３，３

００

２８ ２６７，９

００

２８５，１

００

３７８，７

００

４４７，８

００

４８３，９

００

２９ ２６９，０

００

２８６，９

００

３８０，２

００

４４８，４

００

４８４，４

００

３０ ２７０，２

００

２８９，３

００

３８１，６

００

４４９，５

００

４８５，１

００

３１ ２７１，４

００

２９１，７

００

３８３，０

００

４５０，６

００

４８５，８

００

３２ ２７２，６

００

２９４，１

００

３８４，４

００

４５１，７

００

４８６，５

００
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３３ ２４９，６

００

２７３，６

００

３８０，２

００

４４４，４

００

４７９，１

００

３４ ２５１，１

００

２７６，２

００

３８１，９

００

４４４，９

００

４７９，８

００

３５ ２５２，６

００

２７８，８

００

３８３，６

００

４４５，４

００

４８０，５

００

３６ ２５４，１

００

２８１，４

００

３８５，２

００

４４５，９

００

４８１，２

００

３７ ２５５，６

００

２８４，０

００

３８６，８

００

４４６，４

００

４８１，７

００

３８ ２５７，３

００

２８６，６

００

３８８，３

００

４４６，９

００

３９ ２５８，９

００

２８９，２

００

３８９，８

００

４４７，４

００

４０ ２６０，５

００

２９１，８

００

３９１，３

００

４４７，８

００

４１ ２６２，１

００

２９４，４

００

３９２，７

００

４４８，１

００

４２ ２６３，５

００

２９７，０

００

３９４，０

００

４４８，６

００

４３ ２６４，９

００

２９９，６

００

３９５，２

００

４４９，０

００

４４ ２６６，２３０２，１ ３９６，４４４９，４

３３ ２７３，７

００

２９６，４

００

３８５，７

００

４５２，４

００

４８７，１

００

３４ ２７５，０

００

２９８，８

００

３８７，４

００

４５２，９

００

４８７，８

００

３５ ２７６，３

００

３０１，２

００

３８９，１

００

４５３，４

００

４８８，５

００

３６ ２７７，６

００

３０３，５

００

３９０，７

００

４５３，９

００

４８９，２

００

３７ ２７８，８

００

３０５，８

００

３９２，３

００

４５４，４

００

４８９，７

００

３８ ２８０，２

００

３０８，１

００

３９３，８

００

４５４，９

００

３９ ２８１，６

００

３１０，４

００

３９５，３

００

４５５，４

００

４０ ２８３，０

００

３１２，７

００

３９６，８

００

４５５，８

００

４１ ２８４，３

００

３１５，０

００

３９８，２

００

４５６，１

００

４２ ２８５，４

００

３１７，２

００

３９９，５

００

４５６，６

００

４３ ２８６，５

００

３１９，４

００

４００，７

００

４５７，０

００

４４ ２８７，６３２１，６４０１，９４５７，４
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００ ００ ００ ００

４５ ２６７，５

００

３０４，６

００

３９７，６

００

４４９，７

００

４６ ２６８，９

００

３０７，１

００

３９８，９

００

４５０，０

００

４７ ２７０，３

００

３０９，６

００

４００，１

００

４５０，３

００

４８ ２７１，６

００

３１２，０

００

４０１，３

００

４５０，５

００

４９ ２７２，９

００

３１４，４

００

４０２，５

００

４５０，７

００

５０ ２７４，２

００

３１６，８

００

４０３，６

００

４５１，０

００

５１ ２７５，５

００

３１９，２

００

４０４，７

００

４５１，２

００

５２ ２７６，８

００

３２１，５

００

４０５，７

００

４５１，４

００

５３ ２７８，１

００

３２３，８

００

４０６，７

００

４５１，６

００

５４ ２７９，２

００

３２６，２

００

４０７，６

００

４５１，８

００

５５ ２８０，３

００

３２８，６

００

４０８，５

００

４５２，０

００

００ ００ ００ ００

４５ ２８８，６

００

３２３，８

００

４０３，１

００

４５７，７

００

４６ ２８９，７

００

３２５，９

００

４０４，４

００

４５８，０

００

４７ ２９０，８

００

３２８，０

００

４０５，６

００

４５８，３

００

４８ ２９１，８

００

３３０，０

００

４０６，８

００

４５８，５

００

４９ ２９２，８

００

３３２，０

００

４０８，０

００

４５８，７

００

５０ ２９３，８

００

３３４，０

００

４０９，１

００

４５９，０

００

５１ ２９４，８

００

３３５，９

００

４１０，２

００

４５９，２

００

５２ ２９５，８

００

３３７，８

００

４１１，２

００

４５９，４

００

５３ ２９６，７

００

３３９，７

００

４１２，２

００

４５９，６

００

５４ ２９７，５

００

３４１，７

００

４１３，１

００

４５９，８

００

５５ ２９８，３

００

３４３，７

００

４１４，０

００

４６０，０

００
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５６ ２８１，４

００

３３１，０

００

４０９，３

００

４５２，２

００

５７ ２８２，５

００

３３３，４

００

４１０，１

００

４５２，４

００

５８ ２８３，７

００

３３５，６

００

４１１，０

００

４５２，７

００

５９ ２８４，９

００

３３７，８

００

４１１，９

００

４５３，０

００

６０ ２８６，１

００

３４０，０

００

４１２，８

００

４５３，３

００

６１ ２８７，３

００

３４２，１

００

４１３，６

００

４５３，６

００

６２ ２８８，４

００

３４４，４

００

４１４，４

００

４５３，８

００

６３ ２８９，４

００

３４６，７

００

４１５，１

００

４５４，０

００

６４ ２９０，４

００

３４９，０

００

４１５，８

００

４５４，２

００

６５ ２９１，４

００

３５１，２

００

４１６，５

００

４５４，４

００

６６ ２９２，６

００

３５３，３

００

４１７，４

００

４５４，６

００

６７ ２９３，８３５５，４４１８，３４５４，８

５６ ２９９，１

００

３４５，６

００

４１４，８

００

４６０，２

００

５７ ２９９，８

００

３４７，５

００

４１５，６

００

４６０，４

００

５８ ３００，７

００

３４９，２

００

４１６，５

００

４６０，７

００

５９ ３０１，６

００

３５０，９

００

４１７，４

００

４６１，０

００

６０ ３０２，４

００

３５２，６

００

４１８，３

００

４６１，３

００

６１ ３０３，２

００

３５４，３

００

４１９，１

００

４６１，６

００

６２ ３０３，９

００

３５６，１

００

４１９，９

００

４６１，８

００

６３ ３０４，６

００

３５７，９

００

４２０，６

００

４６２，０

００

６４ ３０５，２

００

３５９，７

００

４２１，３

００

４６２，２

００

６５ ３０５，８

００

３６１，４

００

４２２，０

００

４６２，４

００

６６ ３０６，６

００

３６３，０

００

４２２，９

００

４６２，６

００

６７ ３０７，４３６４，６４２３，８４６２，８
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００ ００ ００ ００

６８ ２９５，０

００

３５７，５

００

４１９，１

００

４５５，０

００

６９ ２９６，１

００

３５９，６

００

４１９，９

００

４５５，２

００

７０ ２９７，３

００

３６１，６

００

４２０，６

００

４５５，４

００

７１ ２９８，４

００

３６３，６

００

４２１，３

００

４５５，６

００

７２ ２９９，５

００

３６５，６

００

４２２，０

００

４５５，８

００

７３ ３００，６

００

３６７，６

００

４２２，７

００

４５６，０

００

７４ ３０１，７

００

３６９，５

００

４２３，６

００

７５ ３０２，７

００

３７１，４

００

４２４，４

００

７６ ３０３，７

００

３７３，３

００

４２５，２

００

７７ ３０４，７

００

３７５，０

００

４２６，０

００

７８ ３０５，７

００

３７６，６

００

４２６，６

００

００ ００ ００ ００

６８ ３０８，２

００

３６６，２

００

４２４，６

００

４６３，０

００

６９ ３０８，９

００

３６７，７

００

４２５，４

００

４６３，２

００

７０ ３０９，６

００

３６９，２

００

４２６，１

００

４６３，４

００

７１ ３１０，３

００

３７０，７

００

４２６，８

００

４６３，６

００

７２ ３１１，０

００

３７２，２

００

４２７，５

００

４６３，８

００

７３ ３１１，７

００

３７３，６

００

４２８，２

００

４６４，０

００

７４ ３１２，３

００

３７５，５

００

４２９，１

００

７５ ３１２，９

００

３７７，４

００

４２９，９

００

７６ ３１３，５

００

３７９，３

００

４３０，７

００

７７ ３１４，１

００

３８１，０

００

４３１，５

００

７８ ３１４，７

００

３８２，６

００

４３２，１

００



- 133 - 

７９ ３０６，６

００

３７８，２

００

４２７，２

００

８０ ３０７，５

００

３７９，７

００

４２７，８

００

８１ ３０８，４

００

３８１，２

００

４２８，４

００

８２ ３０９，２

００

３８２，７

００

４２９，０

００

８３ ３１０，０

００

３８４，０

００

４２９，６

００

８４ ３１０，８

００

３８５，３

００

４３０，２

００

８５ ３１１，５

００

３８６，５

００

４３０，７

００

８６ ３１２，２

００

３８７，９

００

４３１，１

００

８７ ３１２，９

００

３８９，１

００

４３１，５

００

８８ ３１３，６

００

３９０，３

００

４３１，８

００

８９ ３１４，３

００

３９１，５

００

４３２，１

００

９０ ３１４，７３９２，６４３２，５

７９ ３１５，３

００

３８４，２

００

４３２，７

００

８０ ３１５，９

００

３８５，７

００

４３３，３

００

８１ ３１６，４

００

３８７，２

００

４３３，９

００

８２ ３１７，０

００

３８８，７

００

４３４，５

００

８３ ３１７，５

００

３９０，０

００

４３５，１

００

８４ ３１８，０

００

３９１，３

００

４３５，７

００

８５ ３１８，５

００

３９２，５

００

４３６，２

００

８６ ３１９，２

００

３９３，９

００

４３６，６

００

８７ ３１９，９

００

３９５，１

００

４３７，０

００

８８ ３２０，６

００

３９６，３

００

４３７，３

００

８９ ３２１，３

００

３９７，５

００

４３７，６

００

９０ ３２１，７３９８，６４３８，０
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００ ００ ００

９１ ３１５，１

００

３９３，６

００

４３２，８

００

９２ ３１５，５

００

３９４，６

００

４３３，１

００

９３ ３１５，９

００

３９５，５

００

４３３，４

００

９４ ３１６，１

００

３９６，５

００

４３３，７

００

９５ ３１６，３

００

３９７，３

００

４３４，０

００

９６ ３１６，５

００

３９８，１

００

４３４，２

００

９７ ３１６，７

００

３９８，８

００

４３４，４

００

９８ ３１６，９

００

３９９，５

００

４３４，６

００

９９ ３１７，１

００

４００，２

００

４３４，８

００

１００ ３１７，３

００

４００，９

００

４３５，０

００

１０１ ３１７，５

００

４０１，４

００

４３５，２

００

００ ００ ００

９１ ３２２，１

００

３９９，６

００

４３８，３

００

９２ ３２２，５

００

４００，６

００

４３８，６

００

９３ ３２２，９

００

４０１，５

００

４３８，９

００

９４ ３２３，１

００

４０２，５

００

４３９，２

００

９５ ３２３，３

００

４０３，３

００

４３９，５

００

９６ ３２３，５

００

４０４，１

００

４３９，７

００

９７ ３２３，７

００

４０４，８

００

４３９，９

００

９８ ３２３，９

００

４０５，５

００

４４０，１

００

９９ ３２４，１

００

４０６，２

００

４４０，３

００

１００ ３２４，３

００

４０６，９

００

４４０，５

００

１０１ ３２４，５

００

４０７，４

００

４４０，７

００
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１０２ ３１７，７

００

４０２，１

００

４３５，４

００

１０３ ３１７，９

００

４０２，８

００

４３５，６

００

１０４ ３１８，１

００

４０３，５

００

４３５，８

００

１０５ ３１８，３

００

４０４，０

００

４３５，９

００

１０６ ３１８，５

００

４０４，６

００

４３６，１

００

１０７ ３１８，７

００

４０５，２

００

４３６，３

００

１０８ ３１８，９

００

４０５，８

００

４３６，５

００

１０９ ３１９，１

００

４０６，４

００

４３６，７

００

１１０ ３１９，４

００

４０７，１

００

４３６，９

００

１１１ ３１９，６

００

４０７，８

００

４３７，１

００

１１２ ３１９，８

００

４０８，４

００

４３７，３

００

１１３ ３２０，０４０８，８４３７，５

１０２ ３２４，７

００

４０８，１

００

４４０，９

００

１０３ ３２４，９

００

４０８，８

００

４４１，１

００

１０４ ３２５，１

００

４０９，５

００

４４１，３

００

１０５ ３２５，３

００

４１０，０

００

４４１，４

００

１０６ ３２５，５

００

４１０，６

００

４４１，６

００

１０７ ３２５，７

００

４１１，２

００

４４１，８

００

１０８ ３２５，９

００

４１１，８

００

４４２，０

００

１０９ ３２６，１

００

４１２，４

００

４４２，２

００

１１０ ３２６，４

００

４１３，１

００

４４２，４

００

１１１ ３２６，６

００

４１３，８

００

４４２，６

００

１１２ ３２６，８

００

４１４，４

００

４４２，８

００

１１３ ３２７，０４１４，８４４３，０
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００ ００ ００

１１４ ３２０，２

００

４０９，７

００

１１５ ３２０，４

００

４１０，５

００

１１６ ３２０，６

００

４１１，２

００

１１７ ３２０，８

００

４１１，７

００

１１８ ３２１，１

００

４１２，４

００

１１９ ３２１，３

００

４１３，１

００

１２０ ３２１，５

００

４１３，７

００

１２１ ３２１，７

００

４１４，３

００

１２２ ３２１，９

００

４１５，０

００

１２３ ３２２，１

００

４１５，７

００

１２４ ３２２，３

００

４１６，３

００

００ ００ ００

１１４ ３２７，２

００

４１５，７

００

１１５ ３２７，４

００

４１６，５

００

１１６ ３２７，６

００

４１７，２

００

１１７ ３２７，８

００

４１７，７

００

１１８ ３２８，１

００

４１８，４

００

１１９ ３２８，３

００

４１９，１

００

１２０ ３２８，５

００

４１９，７

００

１２１ ３２８，７

００

４２０，３

００

１２２ ３２８，９

００

４２１，０

００

１２３ ３２９，１

００

４２１，７

００

１２４ ３２９，３

００

４２２，３

００
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１２５ ３２２，５

００

４１６，６

００

１２６ ３２２，７

００

４１７，０

００

１２７ ３２２，９

００

４１７，６

００

１２８ ３２３，１

００

４１７，９

００

１２９ ３２３，３

００

４１８，３

００

１３０ ３２３，５

００

４１８，７

００

１３１ ３２３，７

００

４１９，２

００

１３２ ３２３，９

００

４１９，６

００

１３３ ３２４，１

００

４１９，９

００

１３４ ３２４，３

００

４２０，３

００

１３５ ３２４，５

００

４２０，７

００

１３６ ３２４，７４２１，１

１２５ ３２９，５

００

４２２，６

００

１２６ ３２９，７

００

４２３，０

００

１２７ ３２９，９

００

４２３，６

００

１２８ ３３０，１

００

４２３，９

００

１２９ ３３０，３

００

４２４，３

００

１３０ ３３０，５

００

４２４，７

００

１３１ ３３０，７

００

４２５，２

００

１３２ ３３０，９

００

４２５，６

００

１３３ ３３１，１

００

４２５，９

００

１３４ ３３１，３

００

４２６，３

００

１３５ ３３１，５

００

４２６，７

００

１３６ ３３１，７４２７，１
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００ ００

１３７ ３２４，９

００

４２１，５

００

１３８ ３２５，１

００

４２１，９

００

１３９ ３２５，３

００

４２２，２

００

１４０ ３２５，５

００

４２２，６

００

１４１ ３２５，７

００

４２３，１

００

１４２ ３２５，９

００

４２３，４

００

１４３ ３２６，１

００

４２３，７

００

１４４ ３２６，３

００

４２４，０

００

１４５ ３２６，５

００

４２４，２

００

１４６ ３２６，７

００

４２４，５

００

１４７ ３２６，９

００

４２４，８

００

００ ００

１３７ ３３１，９

００

４２７，５

００

１３８ ３３２，１

００

４２７，９

００

１３９ ３３２，３

００

４２８，２

００

１４０ ３３２，５

００

４２８，６

００

１４１ ３３２，７

００

４２９，１

００

１４２ ３３２，９

００

４２９，４

００

１４３ ３３３，１

００

４２９，７

００

１４４ ３３３，３

００

４３０，０

００

１４５ ３３３，５

００

４３０，２

００

１４６ ３３３，７

００

４３０，５

００

１４７ ３３３，９

００

４３０，８

００
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１４８ ３２７，１

００

４２５，１

００

１４９ ３２７，３

００

４２５，３

００

１５０ ３２７，５

００

４２５，５

００

１５１ ３２７，７

００

４２５，７

００

１５２ ３２７，９

００

４２５，９

００

１５３ ３２８，１

００

４２６，１

００

１５４ ３２８，３

００

４２６，３

００

１５５ ３２８，５

００

４２６，５

００

１５６ ３２８，７

００

４２６，７

００

１５７ ３２８，９

００

４２６，９

００

１５８ ４２７，１

００

１５９ ４２７，３

１４８ ３３４，１

００

４３１，１

００

１４９ ３３４，３

００

４３１，３

００

１５０ ３３４，５

００

４３１，５

００

１５１ ３３４，７

００

４３１，７

００

１５２ ３３４，９

００

４３１，９

００

１５３ ３３５，１

００

４３２，１

００

１５４ ３３５，３

００

４３２，３

００

１５５ ３３５，５

００

４３２，５

００

１５６ ３３５，７

００

４３２，７

００

１５７ ３３５，９

００

４３２，９

００

１５８ ４３３，１

００

１５９ ４３３，３
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００

１６０ ４２７，５

００

１６１ ４２７，７

００

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料月

額

基準給料月

額

基準給料月

額

基準給料月

額

基準給料月

額

２３４，７

００

２８５，５

００

３１３，９

００

３４１，４

００

４２５，８

００
 

００

１６０ ４３３，５

００

１６１ ４３３，７

００

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料月

額

基準給料月

額

基準給料月

額

基準給料月

額

基準給料月

額

２４１，７

００

２９１，５

００

３１９，４

００

３４６，９

００

４３１，３

００
 

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級であるも

のの給料月額は、この表の額に７，５００円をそれぞれ加算した額と

する。 

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級であるも

のの給料月額は、この表の額に７，５００円をそれぞれ加算した額と

する。 
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堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（平成２８年条例第４９号）新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正後（案） 

（時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当） （時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当） 

第１７条 １・２ （略） 第１７条 １・２ （略） 

３ 第１項において読み替えて準用する職員給与条例第１９条及び第１

９条の２の規定は、特定教育職員には適用しない。 

３ 第１項において読み替えて準用する職員給与条例第１９条及び第１

９条の２の規定は、特定教育職員（指導改善研修被認定者（教育公務

員特例法第２５条第１項の規定による認定を受けた者であって、当該

認定の日から同条第４項の認定の日までの間にあるものをいう。）を

除く。第２９条において同じ。）には適用しない。 

（義務教育等教員特別手当） （義務教育等教員特別手当） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、８，０００円を超えない範囲内

で、職務の級及び号給（定年前再任用短時間勤務職員については、職

務の級）の別に応じて、教育委員会規則で定める。 

 

２ 幼稚園又は高等学校に勤務する教育職員については、前項に規定す

る教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、教育委員会

規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。 

３ 幼稚園又は高等学校に勤務する教育職員については、第１項に規定

する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、教育委員

会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。 

 

 

 

３ 義務教育等教員特別手当の月額は、８，０００円を超えない範囲内

で、幼稚園に勤務する教育職員以外の教育職員にあっては職務の級及

び号給（定年前再任用短時間勤務職員については、職務の級。以下こ

の項において同じ。）の別に応じ、次に掲げる校務類型に係る業務の

困難性その他の事情を考慮して、幼稚園に勤務する教育職員にあって

は職務の級及び号給の別に応じて教育委員会規則で定める。 
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４ （略） 

(1) 学級を担任する業務 

(2) 前号に掲げる業務と同等の困難性その他の事情を有する業務とし

て教育委員会規則で定める業務 

(3) 前２号に掲げる業務以外の業務 

４ （略） 

（教職調整額） （教職調整額） 

第２９条 特定教育職員には、その者の給料月額の１００分の４に相当

する額の教職調整額を支給する。 

第２９条 特定教育職員には、その者の給料月額の１００分の１０（幼

稚園に勤務する教育職員にあっては、１００分の４）に相当する額の

教職調整額を支給する。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

附 則  附 則 

１～１４ （略） １～１４ （略） 

（教職調整額並びに別表第１及び別表第２の備考に関する特例） 

１５ （新設） １５ 令和８年１月１日から令和１２年１２月３１日までの間における

第２９条第１項並びに別表第１備考及び別表第２備考２の規定の適用

については、次の表の第１欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第２

欄に掲げる規定中同表の第３欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第４

欄に掲げる字句とする。 

 

 

 

 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

令和８年１月

１日から同年

１２月３１日

第２９条第１

項 

１００分の１

０ 

１００分の５ 

別表第１備考 ３０，７００ １１，５００
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まで 円 円 

２３，０００

円 

３，８００円 

別表第２備考

２ 

３１，７００

円 

１１，５００

円 

２４，２００

円 

４，０００円 

令和９年１月

１日から同年

１２月３１日

まで 

第２９条第１

項 

１００分の１

０ 

１００分の６ 

別表第１備考 ３０，７００

円 

１５，４００

円 

２３，０００

円 

７，７００円 

別表第２備考

２ 

３１，７００

円 

１５，６００

円 

２４，２００

円 

８，１００円 

令和１０年１

月１日から同

年１２月３１

日まで 

第２９条第１

項 

１００分の１

０ 

１００分の７ 

別表第１備考 ３０，７００

円 

１９，２００

円 

２３，０００ １１，５００
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円 円 

別表第２備考

２ 

３１，７００

円 

１９，６００

円 

２４，２００

円 

１２，１００

円 

令和１１年１

月１日から同

年１２月３１

日まで 

第２９条第１

項 

１００分の１

０ 

１００分の８ 

別表第１備考 ３０，７００

円 

２３，０００

円 

２３，０００

円 

１５，３００

円 

別表第２備考

２ 

３１，７００

円 

２３，６００

円 

２４，２００

円 

１６，１００

円 

令和１２年１

月１日から同

年１２月３１

日まで 

第２９条第１

項 

１００分の１

０ 

１００分の９ 

別表第１備考 ３０，７００

円 

２６，９００

円 

２３，０００

円 

１９，２００

円 

別表第２備考 ３１，７００ ２７，７００
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２ 円 円 

２４，２００

円 

２０，２００

円 
 

別表第１（第３条関係） 

高等学校等教育職給料表 

職員の

区分 

 職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

（略） 

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級であ

るものの給料月額は、この表の額に７，７００円をそれぞれ加

算した額とする。 

 

別表第２（第３条関係） 

小中学校等教育職給料表 

職員の

区分 

 職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

（略） 

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級であ

るものの給料月額は、この表の額に７，５００円をそれぞれ加

算した額とする。 

別表第１（第３条関係） 

高等学校等教育職給料表 

職員の

区分 

 職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

（略） 

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級であ

るものの給料月額はこの表の額に３０，７００円を、その職務

の級が５級であるものの給料月額はこの表の額に２３，０００

円をそれぞれ加算した額とする。 

別表第２（第３条関係） 

小中学校等教育職給料表 

職員の

区分 

 職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

（略） 

備考 

１ この表の適用を受ける幼稚園に勤務する職員のうち、その職

務の級が４級であるものの給料月額は、この表の額に７，５０
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別表第５（第１４条関係） 

０円をそれぞれ加算した額とする。 

２ この表の適用を受ける小学校又は中学校に勤務する職員のう

ち、その職務の級が４級であるものの給料月額はこの表の額に

３１，７００円を、その職務の級が５級であるものの給料月額

はこの表の額に２４，２００円をそれぞれ加算した額とする。 

別表第５（第１４条関係） 

教員特殊業務手当額表 

業務 区分 手当の額（業務に従事した

日１日につき） 

第１４条

第１項第

１号に掲

げる業務 

１ 全日週休日又は休日等にお

いて、従事した時間が７時間

４５分以上であるとき。 

２ 半日勤務日において、正規

の勤務時間を除き、従事した

時間が７時間以上であると

き。 

３ 全日週休日、休日等及び半

日勤務日以外の日において、

正規の勤務時間を除き、従事

した時間が６時間以上である

とき。 

第１４条第１項第１号アに

掲げる業務にあっては８，

０００円、同号イ又はウに

掲げる業務にあっては７，

５００円 

４ 全日週休日又は休日等にお 第１４条第１項第１号アに

教員特殊業務手当額表 

業務 区分 手当の額（業務に従事した

日１日につき） 

第１４条

第１項第

１号に掲

げる業務 

１ 全日週休日又は休日等にお

いて、従事した時間が４時間

以上であるとき。 

２ 半日勤務日において、正規

の勤務時間を除き、従事した

時間が７時間以上であると

き。 

３ 全日週休日、休日等及び半

日勤務日以外の日において、

正規の勤務時間を除き、従事

した時間が６時間以上である

とき。 

８，０００円

 第１４条第１項第１号アに
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いて、従事した時間が５時間

以上７時間４５分未満である

とき。 

５ 半日勤務日において、正規

の勤務時間を除き、従事した

時間が４時間以上７時間未満

であるとき。 

６ 全日週休日、休日等及び半

日勤務日以外の日において、

正規の勤務時間を除き、従事

した時間が３時間以上６時間

未満であるとき。 

掲げる業務にあっては４，

０００円、同号イ又はウに

掲げる業務にあっては３，

７５０円 

（略） 
 

 

 

 

４ 半日勤務日において、正規

の勤務時間を除き、従事した

時間が４時間以上７時間未満

であるとき。 

５ 全日週休日、休日等及び半

日勤務日以外の日において、

正規の勤務時間を除き、従事

した時間が３時間以上６時間

未満であるとき。 

掲げる業務にあっては４，

０００円、同号イ又はウに

掲げる業務にあっては３，

７５０円 

（略） 
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堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（平成２８年条例第４９号）新旧対照表（第３条関係） 

現行 改正後（案） 

（期末手当） （期末手当） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて

得た額（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級であ

るもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複

雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として教育委

員会規則で定めるもの（以下これらを「管理職員」という。）につい

ては、１００分の１０７．５を乗じて得た額）に、基準日以前６か月

以内の期間における次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、基準日前退職職員等

のうち、その退職又は死亡の際に第８条第２項においてその例による

こととされる職員給与条例第１２条第３項、第４項又は第６項に規定

する休職の期間中にあった者については、本文の規定により算出した

額に当該各項に規定する支給割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２６．２５を乗じ

て得た額（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級で

あるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の

複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として教育

委員会規則で定めるもの（以下これらを「管理職員」という。）につ

いては、１００分の１０６．２５を乗じて得た額）に、基準日以前６

か月以内の期間における次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、基準日前退職職

員等のうち、その退職又は死亡の際に第８条第２項においてその例に

よることとされる職員給与条例第１２条第３項、第４項又は第６項に

規定する休職の期間中にあった者については、本文の規定により算出

した額に当該各項に規定する支給割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用について

は、同項各号列記以外の部分中「１００分の１２７．５」とあるのは

「１００分の７２．５」と、「１００分の１０７．５」とあるのは

「１００分の６２．５」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用について

は、同項各号列記以外の部分中「１００分の１２６．２５」とあるの

は「１００分の７１．２５」と、「１００分の１０６．２５」とある

のは「１００分の６１．２５」とする。 



- 149 - 

４～７ （略） ４～７ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に教育委員会規則で定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手

当の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める

総額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に教育委員会規則で定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手

当の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める

総額を超えてはならない。 

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎

額に当該職員がそれぞれの基準日現在（基準日前退職職員等について

は、退職し、又は死亡した日現在とする。次項において同じ。）にお

いて受けるべき扶養手当の月額とこれに対する地域手当の月額との合

計額を加算した額に１００分の１０７．５（管理職員については１０

０分の１２７．５、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成１６年条例第８号）第２条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員については１００分の９０）を乗じて得た総額 

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎

額に当該職員がそれぞれの基準日現在（基準日前退職職員等について

は、退職し、又は死亡した日現在とする。次項において同じ。）にお

いて受けるべき扶養手当の月額とこれに対する地域手当の月額との合

計額を加算した額に１００分の１０６．２５（管理職員については１

００分の１２６．２５、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成１６年条例第８号）第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員については１００分の８８．７５）を乗じて得た総額 

 

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の

勤勉手当基礎額に１００分の５２．５（管理職員については、１００

分の６２．５）を乗じて得た総額 

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の

勤勉手当基礎額に１００分の５１．２５（管理職員については、１０

０分の６１．２５）を乗じて得た総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（給与の控除） （給与の控除） 

第３２条 職員の給与は、法律に定めるもののほか、次に掲げるものに 第３２条 職員の給与は、法律に定めるもののほか、次に掲げるものに
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ついては、これらに相当する額を控除して支給することができる。 ついては、これらに相当する額を控除して支給することができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（追加） 

 

(3) 次条において読み替えて準用する堺市職員等の旅費に関する条例

（令和７年条例第 号）第２７条に規定する返納金 

 

(3) 前２号に掲げるもののほか、給与から控除することが適当なもの

として教育委員会規則で定めるもの 

(4) 前３号に掲げるもののほか、給与から控除することが適当なもの

として教育委員会規則で定めるもの 

（旅費） （旅費） 

第３３条 職員の旅費については、堺市職員等の旅費に関する条例（平

成６年条例第４号）の規定（同条例第２６条の規定を除く。）を準用

する。この場合において、同条例の規定（同条例第１１条第１項ただ

し書の規定を除く。）中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、

同条例第４条第５項中「旅客運賃等又は１キロメートル当たりの定

額」とあるのは「１キロメートル当たりの定額又は実費額」と、同条

例第１１条第１項中「現に支払った旅客運賃、急行料金及び指定料金

による」とあるのは「１キロメートルにつき３７円とする」と、同項

ただし書中「公務上特に必要があると認められる場合として規則で定

める場合に限り、１キロメートルにつき３７円とする」とあるのは

「公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で

旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による」と、同

条第２項中「前項ただし書の規定による車賃」とあるのは「車賃」と

読み替えるものとする。 

第３３条 職員の旅費については、堺市職員等の旅費に関する条例の規

定（同条例第２８条の規定を除く。）を準用する。この場合におい

て、同条例の規定（同条例第１１条第１項第５号の規定を除く。）中

「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、第１１条第１項中「第４

号」とあるのは「第５号」と、同項第４号中「掲げる費用に付随す

る」とあるのは「規定する自動車以外の自動車等を利用する移動に要

する」と、同項第５号中「公務のため特に必要がある場合として規則

で定める場合において、市長が定める自家用自動車等を利用する移動

に要する」とあるのは「前各号に掲げる費用に付随する」と、同条第

２項中「前項第５号」とあるのは「前項第４号」と、「とする。この

場合において、通算した路程に１キロメートル未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てる」とあるのは「（通算した路程に１キロメー

トル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。）とする。ただ

し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額で支弁
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することが適当でないと教育委員会が認める場合は、実費額による」

と、第１３条中「第１１条第１項第１号から第４号まで」とあるのは

「堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第３３条第１項におい

て読み替えて準用する堺市職員等の旅費に関する条例（以下「準用旅

費条例」という。）第１１条第１項各号」と、第２２条第１項中「及

び第１１条第１項第１号から第４号まで」とあるのは「並びに準用旅

費条例第１１条第１項第１号から第３号まで及び第５号」と読み替え

るものとする。 

２ （略） ２ （略） 
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